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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

1 子育て支
援部

0
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1
1

0
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0
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児童家庭相
談事業費
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,
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児童虐待や子ども・家庭
に関する様々な問題に
対し相談員等を配置し，
指導・助言・支援を実施
する。（子ども家庭総合
支援拠点（児童家庭相
談），児童虐待通告対応，
養育支援訪問事業）

－ － － － － － ○ － － － なし － － 今後新たに児童虐
待防止に係る体
制・事業等を検討
する中で，委託料
（子ども家庭総合
支援拠点機能強化
事業・保健福祉情
報システム保守管
理）の整理を行う。

Ｃ 各種研修及び
会議参加旅費
において，主
催者側がオン
ライン対応で
はない場合

Ａ 紙を購入して
いないため

ー ー Ａ クラウドサー
ビスに移行す
るシステムが
ないため

なし 58 研修・会議等
のオンライン化
の状況を見て
対応する。

4.0 1,817 Ａ － Ｃ 要保護児童対
策地域協議会
代表者会議・
実務者会議

8 19,640 Ｃ 家庭児童相談
員7名
心理士１名
8名×12か月

報告様式や会議
開催業務の見直
し等により，可
能な範囲で効率
化を図る。

2 女性活
躍推進
部

0
1

1
1

0
4

0
1

女性相談事
業費

5

,

7

4

2

9

0
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4
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女性が抱える様々な問
題解決のため，女性相談
室において相談支援を
行い，配偶者暴力相談支
援センターでDV被害者
の対応や保護を行う。ま
た，民間シェルターに対
し補助を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 相談員の研修
旅費のみ。オン
ラインで実施
される研修に
ついては置き
換え可能。

Ｃ システムを導
入し，相談記録
等を管理する
ことが出来れ
ば可能。

ー ー Ａ 会場使用料が
主な経費であ
るため。

職員会館など
会場使用料が
かからない所
での開催を検
討する。

20 研修について
は，可能な限り
オンラインで受
講することを
検討する。

0.5 20 Ａ － Ｂ 議会対応や一
時保護の対応
などで突発的
に生じる。

3 6,826 Ｄ 女性相談員3
人
週29時間勤
務
月・金3人，火
～木2人
電話・来庁相
談に対応でき
るよう最低2
名配置

女性相談員は
DV被害者の一
時保護の対応や
保護命令の意見
書の作成など専
門性の高い業務
を担っているた
め，代替がきき
づらいため，削
減が難しい。

3 子育て支
援部

0
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1
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0
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0
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出産支援推
進費
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,
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母体や胎児の健康の確
保を図るため，妊娠届出
者に母子健康手帳を交
付するとともに，妊婦健
康診査及び産婦健康診
査を実施し，妊娠期から
切れ目のない支援を実
施する。

－ － － － － － ○ － － － ①年々減少傾向にある妊婦及び出生数
の減により事業費が圧縮できる可能性は
ある。（令和3年度から4年度の減少率が
そのまま令和5年度にも影響した場合）

5,082 ①一人当たりの委託料につ
いては増減が無いため，市
民への影響は特になし

一人当たりの助成
額の削減は困難で
あるが，妊娠及び
出生数減による委
託料の経費削減に
ついては見込まれ
る可能性はある。

ー ー Ｃ 妊産婦健康診
査が北海道協
定に加入する
ことで道内分
の里帰り出産
分の償還払い
手続き等の必
要がなくなる。
また，本市独
自の助成券を
作成する必要
がなくなる。

Ａ 里帰り出産で
の償還払いに
ついては郵送
での手続きも
可能としてい
るため。

－ － なし 0 引き続き，令
和6年度から
の妊産婦健康
診査北海道協
定への加入を
検討する。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 引き続き，令和
6年度からの妊
産婦健康診査北
海道協定への加
入を検討する。

4 子育て支
援部
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赤ちゃん訪
問指導費
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,
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適切な養育の確保と母
子の健康保持増進のた
め生後4か月までの乳児
がいる家庭を全世帯訪
問し，母子の心身の状況
や養育環境の把握や助
言，子育てに関する情報
提供を行う。

－ － － － － － ○ － － － なし － － システム管理は旭
川保健医療情報セ
ンターに委託して
おり，システムの軽
微な修正､障害対
応等の最低限の業
務内容となってい
る。出生数は減少
傾向にあるが,対象
者減による経費圧
縮は業務上困難と
思われる。

ー ー Ａ 出生連絡ハガ
キや訪問記録
に必要な用紙
であり削減は
困難である。
出生届の電子
化を開始して
いる市町村も
あるが，システ
ム導入のコス
ト問題が生じ
る。

Ａ 訪問記録は個
人情報が記載
されたもので
あり，母子訪問
指導員や他市
町村とで郵送
での情報共有
を行うため，デ
ジタルによる
情報発信への
切り替えは困
難である。

－ － なし － すでに消耗印
刷費や通信運
搬費について
の支出は最低
限となってお
り現状以上の
削減は困難と
思われるが，
次年度以降他
市町村での実
施状況を踏ま
え見直しを
行っていく。

4.0 183 Ａ － Ａ － 5 13,498 Ｄ － 業務内容の見直
しを行い，可能
な範囲で事務等
の適正化を図
る。
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疾病や障害の早期発見
及び早期対応を行い，子
どもの心と養育者の育
児不安への支援により，
児童虐待を予防するとと
もに，母性及び乳幼児期
の健康保持増進を図り，
健全な育児の環境づくり
を推進する。
乳幼児健康診査・健康相
談・訪問指導・健康教育
等の実施

－ － － － － － ○ － － － なし － － 委託料の主な項目
が，10か月児健診
及び精密健康診査
料となっており，診
療報酬より算定さ
れるもののため，
圧縮は困難であ
る。
乳幼児健診等にお
けるシステムに係
る保守管理及び
データ入力料につ
いては，地方公共
団体情報システム
標準化に伴う改修
に合わせて委託料
の圧縮を検討す
る。

ー ー Ｃ 乳幼児健診等
において，現
行は使用して
いるシステム
等により制約
があり，ペー
パーレス化等
の対応は困難
となっている。
新たなシステ
ムを導入する
ことで消印費
の削減は可能
だが，システム
導入コストを
要することが
課題となる。

Ａ 通信運搬費の
ほとんどが健
診等の案内と
なっており，性
質上確実に情
報を届ける必
要があるた
め。

Ａ 会場使用料・
システム使用
料・タクシー使
用料であるこ
とからクラウ
ド化は不適当
であるため。

なし － 令和７年度以
降となるが乳
幼児健診等に
ついて，地方
公共団体情報
システム標準
化の対象と
なっており，現
行システムに
よる対応が困
難なことから，
ペーパーレス
化等の観点を
考慮しながら
対応を検討し
ていく。

5.5 800 Ａ － Ｂ 緊急的な対応
を要する世帯
への対応のた
め，勤務時間
外での対応を
要することが
ある。

1 3,332 Ｄ － すでに健診等の
従事者は報償費
による私人で大
半を賄ってお
り，人件費の削
減は困難であ
る。

6 子育て支
援部

0
1

1
1

1
1

0
1

子ども総合
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子ども・子育てに関する
相談機能の充実を図る
ため，子ども総合相談セ
ンターの管理運営を行
う。

子ども総合相談センター B 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

「施設保全計画」作成
のため，「工事完成
図・施工図」等を確認
し「施設台帳」の点検
を行った

点検した「施設台
帳」を基に「施設保
全計画」を策定す
る

－ － － － － 清掃業務について，引き続き障害者の就
労機会確保のため特定随意契約とする

0 一般清掃業者とすると労務
単価が向上し経費が増える

引き続き特定随意
契約とする

ー ー Ｂ 電子決裁シス
テムにより起
案等に係る紙
の削減

Ａ 郵送に係る経
費がない

Ａ クラウドサー
ビスに移行す
るシステムが
ない

なし 15 電子決裁シス
テム以外にも
紙の削減を進
める

1.0 257 Ａ － Ｄ 夜間・休日開
館業務

0 － － － 研修会議室の貸
室状況に応じて
職員を配置する
必要があり，使
用が終わり次第
職員は退庁し，
必要最小限の時
間外としてい
る。

7 子育て支
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児童福祉に関わる業務
を円滑に行うことを目的
とし，子ども・子育て審議
会の開催や子育て支援
情報の提供等を行う。

－ － － － － － ○ － － － 事業系ごみ（可燃物・不燃物・資源物）収
集運搬業務では，部内施設の業務をひと
つにまとめて効率化を図るとともに収集
回数も施設毎に最低限としていることか
ら，経費圧縮は困難である。

－ － 引き続き，各施設
のごみ排出量を踏
まえた適正な仕様
となるよう毎年度
見直しを行う。

Ａ 関係省庁の会
議出席に係る
旅費のため，
削減できな
い。

Ｂ 電子決裁シス
テム導入によ
るプリンタート
ナーの削減。

Ａ FAX通信料の
ため削減でき
ない。

Ａ 複合機及び
FAX賃借料の
ため削減でき
ない。

なし 22 電子決裁シス
テム導入によ
る状況を見て
随時削減を図
る。

0.2 30 Ａ － Ｃ 子ども・子育て
審議会

0 － － － 引き続き勤務時
間の適正化に努
める。
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地域保育所（10か所）の
指定管理者による施設
の管理運営

①日の出倉沼保育所
②桜岡保育所
③江丹別保育所
④神居古潭保育所
⑤雨紛保育所
⑥あすか保育所
⑦旭正保育所
⑧東鷹栖保育所
⑨嵐山保育所
⑩千代ヶ岡保育所

c （いずれも）
保育ニーズに対する提供体制
の整理

①②③⑥⑦⑧⑩　「地
域保育所の統廃合に
係る地域別の計画」
に基づき継続

④「地域保育所の統
廃合に係る地域別の
計画」に基づきH28
年度から休所

⑤「地域保育所の統
廃合に係る地域別の
計画」に基づきR3年
度から休所

⑨「地域保育所の統
廃合に係る地域別の
計画」に基づきR1年
度から休所

今後の保育ニーズ
に合わせた方向性
の整理を行う

－ ○ － － － 地域の保育ニーズを踏まえ，休所中の施
設の閉所へ向けた検討

2,303 農山村地域の保育を要する
幼児等の通園の選択肢の減
少。

休所中の施設を閉
所とすることで，約
2,303千円の財源
確保が見込める
が，地域保育所の
性質上，農山村地
域の保育を要する
幼児等の保育の確
保に影響を及ぼす
ことが想定される
ため，閉所の検討
に当たっては，施
設設置の経過等も
踏まえ，地域との
協議を慎重に進め
る必要がある。

ー ー ー ー ー ー － － なし － － 0.5 60 Ａ － Ａ － 0 － － － 引き続き勤務時
間の適正化に努
める。
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保育所等の入所，保育料
徴収等に係る事務

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 保育政策に関
する説明会参
加等（オンライ
ン対応可能の
場合）

Ｂ 電子決裁の導
入に伴うプリ
ンタートナー
カートリッジの
削減

Ａ 送付先の大部
分が市民であ
るため

Ｃ システム標準
化の移行作業
段階にあるた
め

（右の内訳）
9,010円×2
＋((12,500
円×3)
+(13,900円
×1)
×1/6)≒26千
円

26 毎年度，経費
の削減が進む
中で事業執行
に支障をきた
すことがない
よう事務の見
直しを随時行
う。

5.0 450 Ａ － Ａ － 8 19,977 Ｂ 事務補助員3
名，徴収推進
員1名，専門補
助員4名の計
8名。事務補助
員は3係各1名
ずつ配置。徴
収推進員は保
育料の3歳以
上児の無償化
等により，対象
件数が減少し
たためR4年度
より2名から1
名体制に変
更。専門補助
員は週4日29
時間のパート
タイム勤務で
あるが，休憩
時間を含め開
庁時間におい
て常時，保育
所等の利用の
手続きに関す
る窓口，電話
対応等を行う
ため4名として
いる。

保育所等の利用
に係る業務で市
民生活に与える
影響が大きい
上，相当の事務
量が発生してい
る。申請書等の
様式を見直すこ
とで事務の効率
化を進める必要
がある。

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

10 子育て支
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市立保育所
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1

9

,

6

1

8

2

9

,

2

1

9

8

,

8

3

4

7

2

6

2

,

7

8

4

9

7

8

1

5

,

8

4

7

2

7

0

2

8

,

8

0

2

9

2

3

8

5

2

,

1

8

6

1

6

8

2

,

5

7

0

1

,

5

9

5

2

8

2

1

2

1

3

5 3

1

1

4

,

4

5

2

-

1
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,
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,
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市立保育所において,児
童の健全育成と保護者
の子育てと就労の両立
を支援するため,円滑な
運営と施設の維持管理
を行う。

①新旭川保育所
②近文保育所
③神楽保育所

①D
②D
③C

①②保育ニーズに対する提供
体制の整理と併せ，公立として
の役割や施設の在り方を検討
し，第１期に実施

③保育ニーズに対する提供体
制の整理と併せ，公立としての
役割や施設の在り方を検討し，
第１期に実施
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

①旭川市の保育と市
立保育所の在り方策
定（R4.5策
定）。
②③旭川市の保育と
市立保育所の在り方
策定（R4.5策
定）。サウンディング
型市場調査実施。

①地域の需要を確
認した上で，令和6
年度末を目途に閉
所の検討を行う。
②③「旭川市の保
育と市立保育所の
在り方」に基づき，
「サウンディング型
市場調査」の結果
等を踏まえ，施設
の民間移譲又は保
育機能を保育セン
ター内に取り込む
ことの検討を行
う。

－ ○ － － － 運営管理上，委託料で削減できる業務は
なし。

－ － 委託料として，運営
管理するために必
要な経費であるた
め圧縮する等の改
善はなし。

Ｃ オンライン研修
を積極的に受
講するが，新
任保育士研修
については旭
川開催の研修
が少なく，内容
の充実した札
幌開催の研修
（オンライン以
外）を受講する
ことが望まし
い。

Ｃ 電子決裁シス
テムにより削
減は見込める
が，保護者向
けの手紙や子
どもの様子を
伝える文書の
削減は難しい。

Ａ 郵送費は現在
も最低限の件
数にしており,
これ以上の削
減は難しい。
（郵送先は市
民や保育士養
成校）

Ａ クラウドサー
ビスに移行で
きるものがな
いため

（右の内訳）
旅費22千円＋
消耗印刷費6
千円＝28千円

28 経費の削減が
進む中で事業
執行に支障を
きたすことが
ないよう随時
見直しを行う。

44.0 2,500 Ｃ ①玩具や室内
の消毒作業
②室内外の保
育環境整備
③保育準備
④清掃等
（1日30分×
243日）

Ａ － 26 58,192 Ｄ － 保育所は,入所
している児童の
最善の利益を考
慮し,その福祉を
積極的に増進す
る必要があるた
め,子どもの命
や育ちに関わる
予算は削減する
ことが難しい。
申請書等は様式
を簡素化し事務
の効率化を進め
る必要がある。

11 子育て支
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保護者が就労によって
昼間家庭にいない児童
のために，適切な遊び及
び生活の場を提供し，そ
の健全な育成を図るとと
もに，子育てと仕事の両
立を図る。

－ － － － － － ○ － － － 複数年契約においてはクラブ数の変動ご
とに変更契約や単年契約では実状に応じ
た積算を行っているので，削減できる要
素なし。

－ － 入会児童数の予測
を踏まえた児童ク
ラブの増廃設を行
い適正なクラブ配
置を実施する。

Ａ 研修参加用の
旅費なので主
催者側の体制
による。
ハイブリッド実
施であれば，リ
モートを積極
的に採用す
る。

Ａ 納付書や各児
童が使用する
連絡帳等の費
用のため

Ａ 納付書送付用
郵送費と各ク
ラブ使用の電
話料金のため

Ａ クラブで使用
する物件費の
ため

なし － 個別のクラブ
運営に係る経
費が大半のこ
とから,他の経
費削減におい
ても．入会児
童数の予測を
踏まえた児童
クラブの増廃
設を行い適正
なクラブ配置
を実施する。

4.0 900 Ｃ 保護者に対す
る各種文書の
発送
入会者のシス
テムへの登録
作業

Ｂ 放課後児童ク
ラブの開所時
間が１８時３０
分まで，また土
曜日も開所し
ているため，
開所中の事故
等が起きた場
合の対応等

0 － － － 委託事業者との
連携強化による
業務の削減と入
会申込みの電子
申請によるデー
タ取込みのシス
テム化を模索
し，単純作業の
軽減化の検討を
進める。

12 子育て支
援部
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児童発達支援センターを
総合的に管理運営し，障
害のある児童に対する
療育及び機能訓練の充
実と支援体制の確立を
目的として，児童発達支
援事業，保育所等訪問事
業，障害児相談支援事業
を推進し，利用児童の福
祉増進を図る。

愛育センター C 施設将来像の検討を踏まえて
対応  
当面，建物性能を維持するた
め，保全計画作成（第１期～） 

令和２年４月，みどり
学園，わかくさ学園，
こども通園センター
を統合し，児童発達
支援センターを開
設。

施設機能維持計画
（令和3年度策定，
令和4年度更新）に
基づき必要な改修
を実施し，施設耐
用年数（65年，現
在は建築後42年
経過）の間使用し
ていく。

－ ○ － － － ①廃油等有害ごみ処分業務
　・廃ニッケル電池，ハイリチウム電池処分
量の積算を減

17 見込まれる財源効果は△
17千円。市民生活に影響は
ない。

令和６年度から見
直す。

Ｃ コロナ禍の頃
は，オンライン
研修が増えた
が，5類移行
後，オンライン
研修が減る可
能性がある。

Ｂ 電子決裁を行
うことにより，
これまでの文
書決裁時の文
書を削減でき
る。△16千円

Ａ 通信運搬費
は，施設内の
電話代，児童
の通園バス連
絡用の電話代
しか予算措置
しておらず，ど
ちらも置き換
える事は困難
である。

Ａ 保育所給食管
理のための独
自のシステム
のため。

なし 33 令和６年度か
ら見直す。

22.0 779 Ａ － Ｂ 土・日曜日又
は祝・休日に
開催される研
修の参加

41 96,821 Ｄ － R5年度に１減と
なり，職員も厳
しい現状である
ため，状況の変
化がなければ，
現状の職員体制
をI維持。

13 子育て支
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児童に健全で楽しい遊び
を与え，健康を増進し，
情操を豊かに育てること
を目的として，市内６か
所の児童センターの運営
を行う。

①東光児童センター
②北門児童センター
③春光住民児童センター
④永山児童センター
⑤神居児童センター
⑥神楽児童センター

C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

市内６館を南北３館
ずつの２グループに
分けて指定管理者制
度による管理運営と
し，適切な維持管理
を行った。

引き続き指定管理
者制度を活用した
管理運営とする。

－ ○ － － － なし － － 当該事業費の委託
料は全額指定管理
料であり，施設の
設置目的の達成や
管理運営が困難と
なることから，圧縮
は馴染まないもの
と考える。

Ａ 北海道児童館
連絡協議会の
総会出席等に
係るものであ
るが，会議開
催方法等は同
協議会事務局
の判断に委ね
られるため

ー ー ー ー － － なし － 現行どおり 1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 現行どおり
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ター管理費
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青少年の活動，子育て支
援及び地域住民の日常
生活の充実に寄与するこ
とを目的として，旭川市
北彩都子ども活動セン
ターの運営を行う。

旭川市北彩都子ども活動セン
ター

A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

指定管理者制度によ
る管理運営とし，適
切な維持管理を行っ
た。

引き続き指定管理
者制度を活用した
管理運営とする。

－ ○ － － － なし － － 当該事業費の委託
料は全額指定管理
料であり，施設の
設置目的の達成や
管理運営が困難と
なることから，圧縮
は馴染まないもの
と考える。

ー ー ー ー ー ー － － なし － 現行どおりと
するが，災害
保険料は，指
定管理料に含
める予定であ
る。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 現行どおり
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野外活動や各種研修会
を通じた青少年の健全
育成を図ることを目的と
して，旭川市春日青少年
の家の運営を行う。

旭川市春日青少年の家 E 必要性の低下により，建物性能
維持に支障が生じた段階で廃
止検討（第１期）

将来的には廃止の方
向性となっている
が，地元自治会との
確認事項を踏まえて
可能な限り使用して
いくことを念頭に，適
切な維持管理を行っ
た。

今後も可能な限り
使用できるよう，
適切な維持管理に
努める。

－ ○ － － － なし － － 施設の維持管理
上，必要な業務の
み委託しており，経
費圧縮により施設
運営及び維持管理
が困難となるた
め，現行どおりとす
る。

Ａ 出張旅費では
なく，施設代替
管理人の通勤
手当相当分で
あるため

Ａ 紙の購入を見
込んでいない

Ａ 郵送費用を見
込んでいない

－ － なし － 現行どおり 1.0 0 Ａ － Ａ － 2 1,307 Ｄ 従来から，施
設管理人×1，
代替管理人×
1で運用してい
る

現行どおり

16 子育て支
援部
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青少年事業
費

3

1

4
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4

4

1

,

0
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6

1
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7
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4

1

8

6

,

4

1
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青少年健全育成活動推
進のため，関係行政機
関・各種団体との連携を
図るとともに，青少年の
非行防止活動を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 青少年の非行
防止活動に関
する会議出席
等に要する経
費であるが，
会議開催方法
等が主催者の
判断に委ねら
れるため

Ａ 紙の購入を見
込んでいない

Ａ 郵送費用を見
込んでいない

－ － なし － 現行どおり 1.0 32 Ａ － Ｃ 夜間巡視補導
（各種祭典時
や季節イベント
等に合わせ
て），北海道健
全育成条例に
基づく立入調
査

2 5,634 Ｄ － 現行どおり

17 保健所 0
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保健所総務
費
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,
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感染性産業廃棄物の収
集運搬・処分業務委託及
び事務機器等の借上げ
などを行う。

－ － － － － － ○ － － － 感染性廃棄物運搬・処理業務は，環境部
や消防本部でも実施していると思われ
る。全庁で同じ業者に一括で委託契約が
できれば経費圧縮の可能性は高いと考え
る。

1,091 業務の廃止はできない。
経費圧縮が市民生活への直
接的な影響に及ぼすことは
ないと思われる。

部局を跨ぐ同種・
類似業務の発注方
法の見直しが必
要。

ー ー Ｂ 時間外勤務命
令や通勤手当
等の人事に関
すること，予
算・決算に関す
ることなどを
システム化で
きれば削減で
きる可能性は
高い。

Ｃ 受信側がデジ
タル化されて
いない関係施
設が多い。

－ － 庶担業務は紙
で出力して決
裁を受ける場
面が多い。庶務
事務，財務会
計，受発注シス
テムなどシステ
ム化できる部
分は全庁にわ
たり積極的に
開発・改良する
ことで大幅に
経費削減はで
きる。

1,512 主管課主導の
もと,全庁にわ
たり,勤怠・財
務・会計システ
ムの改修・強化
を行う

0.5 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 必要最低限の事
務費等を計上し
た事業であるこ
とから，当該事
業に係る人件費
は消耗品の購入
等の作業のみで
あり，削減でき
る部分はない。
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栄養改善推
進費
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生活習慣病発症及び重
症化予防のため，食生活
改善推進員の養成や食
育の普及啓発活動を実
施する。
・食育推進会議の開催，
国民健康栄養調査の実
施，特定給食施設等への
指導及び支援，食生活改
善地域講習会の開催，離
乳食及び食育の普及・啓
発に係る事業の実施等

－ － － － － － ○ － － － 食生活改善地域講習会を実施するため事
業の一部を委託しているが，内容を一部
変更することで事業に係る人員を削減で
きないかについて検討を行う。ただし，ボ
ランティア団体への委託であり，人員を削
減しても交通費程度しか積算していなた
め，削減額はわずかであると想定され
る。

10 調理実習や試食などの体験
学習を減らすこととなるた
め，行動変容に影響を及ぼ
すと考えられる。（生活習慣
病予防への効果の減少が考
えられるため，最終的には
医療費等に影響を与える可
能性がある。）

令和６年度から一
部の内容を見直
す。

Ｃ 研修参加費で
あるため，オン
ラインで開催
されれば可
能。ただし，全
額国庫から支
出される研修
がほとんどで
あるため，一
般財源への影
響は少ない。

Ａ 講座及び掲示
用など事業実
施時に必要な
用紙のみであ
るため，削減
は難しい。

Ａ 現在も電子化
が可能なもの
は活用してい
るため，今以
上の削減は難
しい。

－ － なし 9 今年度より，旅
費については
現地及びオン
ラインの選択
が可能な場合
は，オンライン
での参加とす
る。

6.0 260 Ａ － Ｃ 附属機関の会
議

2 4,566 Ｄ － １歳６か月児健
診等法令健診時
の栄養相談や特
定給食施設等へ
の指導及び支援
など行政として
必要不可欠な事
業が多いが，縮
小できる事業は
ないのか改めて
検討する。
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がん対策費
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市民にがん検診の機会
を提供し，がんの早期発
見・早期治療により，が
んによる死亡者数の減
少を図るとともに，がん
予防意識の普及啓発を
行うことで，市民の健康
寿命の延伸に資する。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 医療機関に対して
がん検診実施を委
託するものが主で
あり，事業を継続す
る以上経費圧縮は
困難である。

Ａ 出張旅費がな
いため。（会計
年度任用職員
の通勤手当の
み）

Ａ 市民に交付す
る通知等に使
用する紙であ
るため。

Ａ 検診受診に必
要な書類を，
市民や医療機
関に届けるも
のであるため。

－ － なし － がん検診を実
施するための
必要最小限の
経費を計上し
ており，経費圧
縮は困難と考
える。

2.0 96 Ａ － Ａ － 1 2,011 Ｃ 通年1人
業務委託先か
らの提出物の
内容確認，市
民への受診勧
奨等印刷物の
複写，発送等

適正人工を精査
しながら事業を
進める。

20 国民健
康保険
事業特
別会計
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各種健診の助成などに
より，国保被保険者の健
康増進が図られる。

－ － － － － － ○ － － － がん検診を含む各種検診，重症化予防，
予防接種は市民の健康維持と医療費適
正化のため必要な事業である。経費圧縮
は困難。

－ － 特定財源を適正に
確保しながら受診
率向上に向けて継
続の方向。

Ａ すでに対応で
きるものにつ
いては，オンラ
インで対応済
み。

Ａ 市民への通知
等に係るもの
であり，削減は
困難。

Ａ 市民への通知
物がほとんど
であり，対象者
層（高齢層）を
考慮するとデ
ジタルへの切
り替えは困難。

－ － なし － 削減可能な支
出がないか引
き続き検討す
る。

2.0 125 Ａ － Ａ － 5 12,039 Ｄ － 生活習慣病予防
や疾病予防等に
より，医療費適
正化につなげる
ための保健指導
は必須であり事
業は継続の方
向。

21 国民健
康保険
事業特
別会計
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特定健康診
査等事業費

7

,

4

0

2

1

,

1

8

7

6

3

9

3

,

7

3

6

4

,

9

0

0

1

,

6

7

0

8

,

9

4

0

1

4

1

,

5

3

1

2

,

5

4

6

1

7

2

,

5

5

1

2

8

,

1

7

4

8

6

,

7

2

8

5

7

,

6

4

9

繰

入

5

7

,

6

4

9

特定健康診査及び特定
保健指導に係る事業を
実施し，被保険者の健康
増進を図る

－ － － － － － ○ － － － すでに査定で削減されており，これ以上
の経費圧縮は困難。

－ これ以上の削減となると，
健診受診率の低下によるマ
イナスインセンティブの恐れ
あり。

特定財源を適正に
確保しながら受診
率向上に向けて継
続の方向。

Ａ すでに対応で
きるものにつ
いては，オンラ
インで対応済
み。

Ａ 市民への通知
等に係るもの
であり，削減は
困難。

Ａ 市民への通知
物がほとんど
であり，対象者
層（高齢層）を
考慮するとデ
ジタルへの切
り替えは困難。

－ － なし － 削減可能な支
出がないか引
き続き検討す
る。

3.0 135 Ａ － Ａ － 4 8,992 Ｄ － 法により実施が
義務づけられた
事業に係る必要
経費であり，事
業の継続は必
要。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

22 保健所 0
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健康推進管
理事務費
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各種検診の周知を徹底
することにより，受診者
の拡大，市民の保健予防
意識の高揚及び疾病の
早期発見による健康の
保持を図る。また，各種
検診システム等を運用す
ることにより，事務の効
率化を図る。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 検診や予防接種の
実施結果のシステ
ム入力を委託する
ものであるため，シ
ステム活用を前提
とした現状で経費
圧縮は困難であ
る。

ー ー Ａ 事務用の紙
は，既に電子
決裁システム
の活用を見込
んだ数量と
なっているた
め。

ー ー Ｃ 標準システム
に移行した場
合は，経費圧
縮できる可能
性があるが，
移行費用が数
千万円単位と
高額であるこ
とが課題であ
る。

なし 積算困難 システム標準
化について，
情報政策課等
関係課と情報
共有しながら
検討を続け
る。

2.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 適正人工を精査
しながら事業を
進める。
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保健事業費
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生活習慣病の発症及び
重症化予防に向け，主体
的に健康づくりに取り組
む市民を増やすため，各
種保健事業を実施する。
・健康手帳の交付・健康
教育・健康相談・健康診
査（生保受給者等）・訪問
指導

－ － － － － － ○ － － － なし － － 健康増進法の中
で，市町村が実施
することとなって
いるため廃止・休
止は不可。

Ｃ 国や道が開催
する研修会が
オンラインで開
催されれば可
能

Ｂ 課内の情報共
有はLoGo
チャット等を活
用する。

Ｃ 健康教育に係
る資料の郵送
を送付先の環
境があれば電
子で送付

－ － なし － 令和５年度は
コロナ禍で休
止していた事
業の再スター
トの位置づけ
であり，その成
果や進捗状況
を踏まえて令
和６年度から
消耗印刷費，
委託料を見直
す。

4.0 20 Ａ － Ｂ 休日に開催さ
れる地域の健
康づくりイベン
トの従事

2 2,835 Ｄ － 令和５年度はコ
ロナ禍で休止し
ていた事業の再
スタートの位置
づけであり，そ
の成果や進捗状
況を踏まえて令
和６年度から消
耗印刷費，委託
料を見直す。
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国民健康保険事業に関
する一般的な事務的経
費を計上することによ
り，国保事業を適正に運
営し，市民の健康維持・
増進に資する。

－ － － － － － ○ － － － 国保業務に必須な委託であり､一者以外
に委託ができないため見直しは困難

－ － 事務標準システム
導入の令和７年度
以降に､状況に応じ
て改善を行う

Ａ オンライン参加
可能な会議が
あれば検討す
るが，現状で
は提示されて
いない。

Ａ 申請書等紙に
よる事務処理
が必要なもの
が多く､令和７
年度の事務処
理標準システ
ムへの移行を
待って､再度検
討

Ａ 市側及び全て
の加入者側に
デジタル送受
信のシステム
環境が無く､紙
の通知を行わ
なければ､相手
に通知するこ
とができない。
また､高齢者が
多いため､紙を
使用する方が
利便性があ
る。

Ａ レセプトシステ
ム借上等業務
に必要なもの
であるため

なし － 事務標準シス
テム導入の令
和７年度以降
に､状況に応じ
て改善を行う

5.0 322 Ａ － Ｂ 委託契約の時
期が集中し､他
の業務と重
なった場合等

2 4,543 Ｃ 窓口受け付け
担当：1人×12
月
レセプト処理
担当：1人×12
月

新庁舎移転後の
状況で，異動届
の受付が完全に
市民課対応と
なった場合､１F
受付カウンター
数（４席→3席）
に削減すること
ができれば，改
善の可能性があ
る。ただし移転
後一年以上経過
してから実態を
確認・検証しな
ければ，市民
サービスの低下
を招くことか
ら，現時点での
見直しは困難。

25 国民健
康保険
事業特
別会計
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国民健康保険料の賦課・
徴収に関する業務

－ － － － － ○ － ＜国保＞
【Ｒ７年度予定】
Ｒ６年秋からの
マイナンバー
カードと被保
険者証一体化
に伴い被保険
者証が廃止に
なるため，Ｒ７
年度からの被
保険者証封入
封緘業務委託
を廃止する見
込み。※別途周
知広報費用が
発生する可能
性あり。

10,783 マイナン
バーカード
を取得して
いない人
は，資格確
認書の交付
申請をする
必要があ
る。

＜国保＞
国保業務に必須な委託であり､指名競争
入札にて委託料削減に努めており，見直
しは困難

－ － 【Ｒ７年度予定】
Ｒ６年秋からのマイ
ナンバーカードと
被保険者証一体化
に伴い被保険者証
が廃止になるた
め，Ｒ７年度からの
被保険者証封入封
緘業務委託を廃止
する見込み。※別
途周知広報費用が
発生する可能性あ
り。

Ｂ ＜納税＞
NOMA(収納
率向上のため
の地方税第１５
条を基本に据
えたスキル
アップ講座

Ｃ 電子決裁導入
に伴い減少は
見込まれる
が，１ヶ月程の
実績では削減
枚数が見込め
ない。

Ａ ＜国保＞納入
通知書及び被
保険者証は直
接被保険者に
郵送する必要
があるため。

＜納税＞書類
送付対象者
（主に滞納者）
の電子メール
等のアドレス
等を知らない
ため。
また，督促状
等文書で送付
が法令等によ
り義務づけら
れているため。

－ － なし 58 ＜納税＞
左記旅費は令
和５年度不執
行とするが，令
和６年度以降
のオンライン可
否が未確定な
ため予算を見
直せるかは不
透明。

23
国保8
納税15

1,60
4

国保
1,10

0
納税
504

Ａ － Ｃ ＜国保＞納入
通知書及び被
保険者証の発
送業務

＜納税＞夜間
納付相談（日
中に納税相談
できない人の
ために実施）。

27
国保
3

納税
24

56,48
6

国保
5,692
納税

50,79
4

ＡＣ ＜国保＞C
【通年】
相続人調査・
窓口各１人
【繁忙期】
4～7月1人

＜納税＞A

＜納税＞
令和５年度予算
において，会計
年度任用職員を
３名減としたた
め，その影響を
検証しながら対
応を検討する。

26 国民健
康保険
事業特
別会計
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国民健康保険法に基づ
き，国保事業の運営に関
する審議を行うための協
議会を設置し，定期的に
審議を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 委員の直接参
加を求められ
ているため。

Ａ ハンドブックの
購入費用のみ
のため。

Ａ 国保新聞，会
議議案，ハンド
ブックといっ
た実体のある
郵送物を発送
しているため。

－ － なし － 必要最小限の
費用であり，削
減は困難。

1.0 30 Ａ － Ｃ 会議開催のた
め。

0 － － － 年３回の会議を
開催するために
必要。医院には
開業医や大学教
授等もいるた
め，時間外の開
催とならざるを
得ない。

27 国民健
康保険
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医療費通知により，受診
状況やかかった医療費
等をお知らせすること
で，被保険者の健康増進
が図られる。また，確定
申告等において医療費
控除を行う際の添付書
類として使用することが
可能となっている。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 市側及び全て
の加入者側に
デジタル送受
信のシステム
環境が無く，個
人情報保護の
ため封書を加
工し，通常より
低料金で送付
しているため。

Ａ 市側及び全て
の加入者側に
デジタル送受
信のシステム
環境が無く､紙
の通知を行わ
なければ､相手
に通知するこ
とができない。
また､高齢者が
多いため､紙を
使用する方が
利便性があ
る。

－ － なし － 通知書を送付
することによ
り，医療費削
減の意識付け
に繋がること，
また通知書を
確定申告に使
用する市民も
いるため，今
後も継続が必
要。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 医療費減を目的
とする意味合い
も含まれている
ため，今後も継
続が必要。
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北海道が実施する特定
医療費（指定難病）支給
に係る申請受付等を行
う。難病患者等に対する
相談・支援を行うことに
より，疾病や療養生活へ
の不安の解消と生活の
質の向上を図る。難病患
者団体への事業費補助
により，難病患者や家族
が抱えている療養上，日
常生活での悩みや不安
の解消を図る。難病対策
地域協議会の運営によ
り，難病患者の実情把握
や課題分析などを行うと
ともに，難病患者を支援
する地域ネットワークの
構築を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 会計パート職
員通勤手当相
当

Ａ 北海道からの
委託事業であ
り，道の定めに
より紙での提
出・通知が必
要なため。

Ａ 同左の理由に
よる。

Ｃ 他のサービス
またはシステ
ム導入で，シス
テム代替品
（Access)用
PCの賃貸借
は不要となる
が，必要な機
能を備えたシ
ステム（道，札
幌市導入済
み，小樽市導
入検討中）の
費用が発生。
また，クラウド
サービスで代
用可能なもの
を作成するた
めにはかなり
カスタマイズ
が必要と見込
まれる。かつ，
システムの構
築・移行作業
にかかる予算
確保と人工の
目処が立たな
い。

道からの委託
業務かつ市民
の申請による
他律的業務の
ため，業務量の
平坦化による
人件費圧縮等
を等を含め，削
減は困難。

積算困難 システムのク
ラウド化につ
いては技術
的，人工的困
難があること
から，引き続き
情報収集に努
める。

2.0 609 Ｃ ・各種申請受
付，進達及び
交付に係る処
理（データ入
力，発送等）
・（受給資格更
新時期）上記
に加え，更新
等受付及びそ
の書類の進達
処理，受給者
等への案内送
付及び更新後
受給者証発送
処理（毎年，更
新受付対応の
ための会計年
度職員数の増
を要求してい
るが却下と
なっている）

Ａ 原則はなし。た
だし，受給者等
の都合により
やむを得ず時
間外対応する
可能性はあり。

2.5 4,793 Ｃ 恒常業務（通
常受付，事務
処理）及び更
新関連業務
通年2人

更新関連業務
専従(6～10
月)
5か月1人

恒常的に人不足
ではあるが，特
に７～９月の更
新時期は他係，
他課への応援を
求めてもなお人
工が足りず，正
職員の残業で処
理するほかない
状態である。
道からの委託業
務を一部受諾し
ないことで人件
費や時間外手
当，通信運搬費
等の削減が見込
まれるが，市民
の利便性の低下
や道委託金（歳
入）の減につな
がるため，引き
続き更新受付方
法の工夫（郵送
での受付等）に
取り組むととも
に，正職員の残
業減に向け会計
年度職員の増員
を要求してい
く。
※参考：本市と
同様の業務を委
託されている小
樽市は，７～９月
の会計年度職員
増員数が２名
（本市は１名）。

29 後期高
齢者医
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高齢者の医療の確保に
関する法律に基づく後期
高齢者医療事業（特別会
計）の管理・運営に関す
る経費

－ － － － － － ○ － － － 特別調整交付金交付基準の改正等に伴
い，新規に長寿・健康増進事業費補助金
の交付申請をする。

4,500 － 特定財源は左記の
とおり確保するが，
事業の委託は事業
実施と一体かつ必
要不可欠なもので
ある。その経費で
ある委託料の積算
も適切であり，経費
の圧縮が可能なも
のはない。

Ｂ 広域連合会議
（札幌日帰り）
資料提供によ
り質問等は
メールなどを
活用

Ａ 後期高齢者や
医療機関に対
する通知など
を一律に電子
化することは
困難である

Ａ 保険証や健診
受診券など現
物を送付しな
ければならな
い

Ｃ 会場使用料等
について，大
きな制度改正
があった場合
は住民説明会
を開催する必
要がある

なし 17 後期会議がオ
ンラインで置
き換えられる
よう主催者側
に要望してい
くとともに，配
当予算で不足
するものは予
算の増額を要
求。

9.0 1,554 Ａ － Ａ － 6 11,683 Ｄ － 75歳以上の後
期高齢者は年々
増加し，その事
務作業量も同様
に増加してい
る。全員がパー
トタイム任用で
あり，当面現状
維持。

30 後期高
齢者医
療事業
特別会
計
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高齢者の医療の確保に
関する法律に基づく後期
高齢者医療保険料の徴
収に関する経費

－ － － － － － ○ － － － なし － － 事業の委託は事業
実施と一体かつ必
要不可欠なもので
ある。その経費で
ある委託料の積算
も適切であり，経費
の圧縮が可能なも
のはない。

Ｂ 広域連合会議
（札幌日帰り）
資料提供によ
り質問等は
メールなどを
活用

Ａ 後期高齢者や
医療機関に対
する通知など
を一律に電子
化することは
困難である

Ａ 保険料納付書
など現物を送
付しなければ
ならない

なし 9 後期会議がオ
ンラインで置
き換えられる
よう主催者側
に要望してい
くとともに，配
当予算で不足
するものは予
算の増額を要
求。

0.0 0 Ａ － Ａ － 3 6,048 Ｄ － 75歳以上の後
期高齢者は年々
増加し，その事
務作業量も同様
に増加してい
る。全員がパー
トタイム任用で
あり，当面現状
維持。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

31 国民健
康保険
事業特
別会計
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医療費適正
化特別対策
費
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,
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レセプト点検等及びジェ
ネリック医薬品差額通知
に関する業務を行い，第
三者求償なども含め，医
療費適正化が図られる。

－ － － － － － ○ － － － 医療系システム保険者業務端末の保守が
必要である。しかし，新たに購入するＰＣ
本体費用に，必要な保守点検が組み込ま
れていた場合，保守点検の委託費の全部
又は一部が不要になる可能性がある。
ただし，現時点では未確定である。

－ － 左記の圧縮が実現
した場合，少なくと
も３年間は委託料
が不要となる見込
み。

Ａ オンライン参加
可能な会議が
あれば検討す
るが，現状で
は提示されて
いない。

Ａ 市側及び全て
の加入者側に
デジタル送受
信のシステム
環境が無く､個
人情報保護の
ため､圧着した
葉書で送付し
ているため。

Ａ 市側及び全て
の加入者側に
デジタル送受
信のシステム
環境が無く､
ジェネリック医
薬品差額通知
を送付する必
要があり，削除
や減額は困難

Ａ レセプト点検
に使用する独
立したシステ
ムを使用して
いるため，見
直しは困難

なし － 会議へのオン
ライン参加に
ついて，引き
続き検討す
る。

1.0 0 Ａ － Ａ － 3 6,622 Ｃ 第三者求償関
連：2人×12ヶ
月
保険者間調整
担当：1人×
12ヶ月

北海道の交付金
が減になった場
合，第三者求償
担当の減員を検
討することにな
る。ただし，減員
を図り，第三者
求償事務を国保
連合会に一部委
託しても，委託
外業務の継続が
必要なため，一
人の会計年度任
用職員の雇用継
続に加え，業務
の一部委託に伴
い求償事務手数
料（求償した損
害賠償額の
５％）を支払う
必要がある。
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医療薬事監
視指導費
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医療機関等に対し関係
法に基づき適切な指導
を行い，市民に対する医
薬品等の
正しい知識や献血思想
等の普及に努める。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 参加する研修
会，会議がオン
ライン等を行
わない場合が
想定される。

Ｃ 届出等医療機
関等の台帳を
紙台帳で管理
しているため，
電子化するに
あたり電子シ
ステムへの課
題や予算要求
等に時間を要
している。

Ａ 北海道より権
限移譲事務交
付金を受けて
行っている事
業のため。

Ｃ 参加する研修
会，会議がオ
ンライン等を
行わない場合
が想定され
る。

なし － 削減可能な経
費について見
直しを行う。

11.0 704 Ａ － Ａ － 1 １，９１０ Ｄ － 人件費削減につ
いては見込めな
いため，引き続
き効率的な事務
処理に努める。

33 保健所 0
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地域保健対
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地域保健活動の円滑な
推進のため，人材育成・
企画調整等保健所の機
能充実に努めるととも
に，関係機関等との連携
強化を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 全国他の所
長・部局長会
議等の開催有
無等は，市の
一存で決める
ことができな
いため。

Ａ ー ー － － なし 1,625 会議の開催や
負担金の有無
等は市の一存
で決めること
ができないた
め，経費削減
に向けた改善
策は見当たら
ない。

0.5 60 Ａ － Ａ － 0 － － － 必要最低限の事
務費等を計上し
た事業であるこ
とから，当該事
業に係る人件費
は消耗品の購入
等の作業のみで
あり，削減でき
る部分はない。
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旭川市医師会及び市内
医療機関の協力を得て，
急病患者に対処するた
めの医療機関を確保し，
地域住民の健康を確保
する。

－ － － － － － ○ － － － 本委託料に含まれる人件費等は休日及び
夜間の救急医療体制を維持するのに必要
な経費であり，予算圧縮は事業圧縮を意
味し，現実的に極めて困難である。

－ 通常診療のない休日及び夜
間に救急医療を受けたい市
民と周辺住民が適切な医療
を受けられなくなることに
より,疾患が重篤化するこ
と，命に関わる場合も考え
られる。

圧縮することで財
源の確保が期待で
きるが,市民生活へ
の影響が大きいた
め,圧縮は極めて困
難である。

ー ー Ｂ 普及啓発事業
用の上質紙購
入費として
12,000円計
上しているが，
インターネット
の活用など紙
に依らない方
法をとること
により一部削
減が可能と思
われる。

ー ー － － なし － 削減可能な部
分について見
直しを行う。

0.2 0 Ａ － Ａ － 0 － － － これ以上の人件
費削減は見込め
ないため，引き
続き効率的な事
務執行に努め
る。
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一般社団法人旭川歯科
医師会の協力を得て，休
日救急歯科診療及び心
身障がい者歯科診療事
業を行うことにより，適
切な歯科診療を行い，市
民の健康な生活を確保
する。

－ － － － － － ○ － － － 本委託料に含まれる人件費及び診療材料
費は救急歯科医療及び専門的な心身障
がい者対応に必要な経費であり,予算圧
縮は事業圧縮を意味し,現実的に極めて
困難である。

－ 通常診療のない休日等に救
急歯科医療を受けたい市民
及び心身障がい者が適切な
医療を受けられなくなるこ
とにより,口腔疾患の重篤化
が危惧される。

圧縮することで財
源の確保が期待で
きるが,市民生活へ
の影響が大きいた
め,圧縮は極めて困
難である。

ー ー ー ー ー ー － － なし － 見直すべき経
費はありませ
ん。

0.2 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 効率的に事務処
理を行ってお
り，削減できる
ものは見当たり
ません。
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食品等による衛生上の
危害の発生を未然に防
止するとともに，衛生水
準の向上のため，監視指
導等を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 実地・実践型
の研修会につ
いては，オンラ
イン化が困難
であるため。

Ｃ 電子申請・電
子決裁に対応
していないこ
と，添付書類
に青図面等も
多く，件数も多
いためデータ
化が煩雑であ
ること。

Ａ 苦情・食中毒
疑い事案に係
る検体送付等
に必要な費用
であるため。

－ － なし － 食中毒疑い事
案，苦情等に
係る対応に必
要な経費であ
るため，削減
が困難であ
る。

7.0 1,350 Ａ － Ｄ 食中毒疑い事
案，苦情等に
係る対応，許
認可に係る事
務処理

2 3,539 Ａ 専門・事務補
助（29時間・
28時間/週）：
30分/件×12
件程度/日×5
日/週≒30時
間/週

食中毒等の突発
的事案での時間
外を削減するこ
とは困難である
が，その他業務
については削減
に努める。
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安全で衛生的な食肉の
生産・流通のため，所管
すると畜場に搬入される
獣畜のと畜検査や，と畜
場の衛生監視等を実施
する。

食肉衛生検査所 A 継続 － － － － － なし － － 現在の委託料は必
要不可欠なもの
（機械警備，法や国
の通知で定められ
た点検，手数料徴
収事務委託等）の
みで，最低限の価
格で行っているた
め，圧縮できる部
分はない。

Ａ 全国的にコロ
ナ関連の特別
対応が終了す
る方向である
ため，今後も
研修会がオン
ラインで開催
されるのか不
透明。また，と
畜検査員の研
修は実習を伴
うものが多い
ため，オンライ
ンでは研修効
果が減じる可
能性がある。

Ｃ 電子決裁開始
後も，スキャナ
がないため請
求書等を電子
化できない。こ
のためこれま
でより印刷枚
数が増加。
また証明書発
行業務がある
ため，この分は
電子化できな
い。

Ａ 事業者に検査
結果等を送付
するために切
手を使用して
いる。現在は
結果通知はほ
ぼメールでの
送信となって
おり，メール受
信ができない
旨申し出の
あった事業者
のみ郵送とし
ている。

Ａ 当所では庁舎
の家賃や検査
機器のリース
等，業務の執
行に必要不可
欠な費用であ
るため，でき
ない。またリー
ス機器の多く
は再リースで
あり，既に安
価な費用と
なっている。

なし － あらゆる経費
について，これ
まで何年間に
も渡って毎年
削減されてき
ており，既に削
りようのない
状態である。

15.3 524 Ａ － Ａ － 13 19,775 Ｂ 繁忙期はある
が閑散期はな
い。
●と畜検査員
（獣医師）・日
給×510日
資格職であり，
と畜検査につ
いては正職員
と同等の業務
を行っている
●と畜検査補
助員
4名×1週29
時間
と畜場の解体
ライン上，業務
シフトを組むた
めに現状の員
数・時間数が
必要である。ま
た獣畜のと殺・
解体作業場内
で行う業務で
あり，習得にあ
たって適正の
ある採用者を
数ヶ月かけて
育成する必要
があるので，
短期雇用には
向かない。

現状の員数・時
間はぎりぎり業
務をまわせてい
る最低限の状態
であり，減員・減
時間は困難。な
お職員には有給
を同時取得しな
いようお互いに
調整してもらっ
ている。
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各種試験検査を実施し
安全な衛生環境を確保
する。食中毒・感染症検
査，食品の収去及び依頼
検査，水質検査，室内空
気中化学物質検査，食品
中放射性物質検査，腸内
細菌検査，HIV及び梅毒
検査。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 感染症法及び食品
衛生法等により，
本市がこれらの試
験検査等に関する
業務を行うことと
されているため，
休止・廃止は不可

Ａ 検査技術や分
析機器操作等,
実技を含む講
習会への参加
のためオンラ
イン参加での
代替えが不可
能であるため。

Ａ 検査試薬・検
査用消耗品・
検査培地・白
衣等の購入代
のためペー
パーレス化は
不可能である
ため。

Ａ 検査に関わる
検体や器具の
郵送に必要な
費用のため。

Ａ 検査機器の
リース使用料
のためクラウ
ドサービス化
が不可能であ
るため。

なし － 検査機器の
リース費や試
薬購入費であ
り,検査の継続
には現状以上
の削減は困難
と思われる。

6.0 180 Ａ － Ｂ 食中毒・感染
症等の突発的
事案

1 1,542 Ａ 1週間あたりの
検査器具の洗
浄・滅菌作業
及び試薬購入
等の事務作業
にかかる時間
から算出 4.2
時間/日×5日
＝21時間

食中毒・感染症
等の突発的事案
での時間外を削
減することは困
難であるが，そ
の他業務につい
ては削減に努め
る。
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正しい知識の普及啓発
をはじめ，各施設に対す
る監視指導を行い，衛生
水準の向上を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 施設視察を伴
う出張は，実
際に立入しな
いと目的を果
たせないため。

Ａ 事業者からの
申請が電子申
請に対応して
おらず，紙の申
請書が必要な
ため。

Ａ 事業者側に情
報をデジタル
により受信で
きる環境がな
いため。

－ － なし － 申請方法を見
直すことで消
印費等の削減
が見込める
が，電子申請
に対応できな
い事業者に与
える影響が大
きいため，全
国の状況を見
ながら，電子
申請の導入に
ついて検討を
進める。

5.0 531 Ａ － Ｂ 健康被害を伴
う可能性のあ
る苦情処理な
ど

2 3,903 Ａ ①専門補助
員：各種申請
手数料の徴
収・収納・集計
業務約４時間/
日，各種支払
等の財務・事
務処理等業務
約１.5時間/日
②事務補助
員：衛生検査
課業務（監視
指導等）に係る
運転業務約４
時間/日，庶務
事務作業約
1.5時間/日

申請手数料に係
る徴収業務は毎
日あり，監視指
導が業務の基本
であること，正
職員の時間外が
恒常的に発生し
ていることか
ら，人件費の削
減に努めること
は困難である
が，適正な人工
について検討を
進める。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

40 保健所 0
2

2
1

0
8

0
1

感染症予防
対策費

1

,

2

9

5

2

1

1

1

,

9

7

1

1

1

6

8

0

5

3

7

8

3

,

0

2

8

1

3

7

,

8

4

4

2

1

1

,

1

3

8 1

1

6

,

8

2

1

1

4

,

3

5

3

2

,

4

6

8

感染症の発生の予防及
びそのまん延の防止を図
ることを目的とし，感染
症に関する正しい知識の
普及，感染症に関する情
報の収集，分析及び提供
並びに感染症の予防に
係る人材の養成及び資
質の向上を図るととも
に，感染症の患者が良質
かつ適切な医療を受けら
れるように必要な措置を
講じる。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 委託料支出分は，
感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律に基づき実施
している事業（感染
症医療費審査支
払，結核健診，接触
者健診，管理検診
に係るもの）及び肝
炎対策法に基づき
実施している事業
であり，過年度実
績を参考とし予算
計上しており，市の
裁量で数値を圧縮
できるものではな
い。

Ｃ 思春期性感染
症予防講演会
講師を招へい
せず，リモート
による実施と
する場合，受
講者が視聴で
きる環境整備
が必要とな
る。

Ｃ 検査結果記載
用，ＦＡＸ用，
リーフレット用
として使用し
ている。検査
結果は，複写
式で医療機関
の控えとなっ
ており，医療機
関の環境整備
が課題。ＦＡＸ
用紙は，医療
機関からの報
告用であるた
め，医療機関
の環境整備が
課題。リーフ
レットの対象
は，高齢者も
含まれており，
削減は困難。

Ｃ 郵送物の発送
先が限定的で
あるものにつ
いては，デジタ
ル化できる可
能性はある
が，相手方に
デジタル環境
がある場合に
限られる。

Ｃ ファクシミリ賃
貸借の廃止
は，ファクシミ
リにより報告
を行っている
医療機関の環
境整備が課題
となる。

なし 9 庁内で共用可
能な環境があ
るかどうか確
認し，検討す
る。

4.5 306 Ｂ 資料チェック，
封入封緘

Ｂ 疫学調査，検
体送付，法改
正等に伴う医
療機関への通
知

0.7 1,581 Ｄ － R6年度に向け
て適正な人工を
精査する。

41 保健所 0
2

2
1

0
9

0
1

予防接種費

1

,

5

5

3

2

4

8

1

1

4

5

,

3

0

8

6

,

0

4

0

7

8

1

7

4

5

,

5

3

9

4

,

4

6

4

2

,

9

1

3

7

6

6

,

9

6

0

7

5

8

,

3

2

6

6

,

3

4

1

2

,

1

8

3

1

1

0

予防接種法に基づき市
民に予防接種等を行い，
感染症の発生及びまん
延の予防，個人の発病又
はその重症化の防止を
図る。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 予防接種法に基づ
き市町村長が行う
こととなっている
定期の予防接種の
実施に係る委託料
の支出（肺炎球菌
感染症の一部費用
助成，風しん対策助
成事業を除く）分
は，過年度実績を
参考に予算計上し
ており，市の裁量で
数字を圧縮できる
ものではない。マイ
ナンバー利用事務
に係る第三者点検
業務は，特定個人
情報保護評価に関
する規則及び特定
個人情報保護評価
指針に基づき実施
するもので，市の
裁量で数字を圧縮
できるものではな
い。肺炎球菌感染
症の一部費用助
成，風しん対策助成
事業については，
市の独自事業で，
過年度実績を参考
に予算計上してお
り，事業の見直しを
行う予定はない。

Ｂ 予防接種従事
者研修会は，
資料等の活用
により出張旅
費を削減する
ことができる。

Ｃ 予診票は複写
式で医療機関
等の控えと
なっており，医
療機関の環境
整備が課題。
リーフレット
は，窓口等へ
の配置用，個
別通知用で，
いずれも対象
は多数の市民
であるため，対
象者のデジタ
ル環境整備が
課題。

Ｃ 既にデジタル
での情報発信
も行っている
が，事業の目
的達成のため
には，個別に
郵送物を送付
する必要があ
る。対象者は，
多数の市民で
あり，デジタル
環境整備が課
題である。

－ － なし 9 R6年度予算
要求分から当
該分を見直し
する。

4.5 412 Ｂ 資料チェック，
封入封緘

Ｂ 法改正等に伴
う医療機関へ
の周知

1 1,866 Ｄ － R6年度に向け
て適正な人工を
精査する。

42 保健所 0
2

2
1

1
1

0
1

防疫対策費

1

5

9 1

5

2

4

6

8

4

6

3

3

5

1

感染症の予防及び感染
症患者に対する医療に
関する法律及び旭川市
手数料除霊等関係法令
に基づく，ねずみ，衛生
害虫及び危険害虫等の
発生防止・指導・啓発に
関する業務，水害時にお
ける殺菌消毒業務等感
染症の予防に関する業
務，感染症発生時におけ
る消毒並びに患者の搬
送に関する業務を実施す
る。

－ － － － － － ○ － － － 蜂の巣撤去業務委託の廃止 524 対象としている生活弱者世
帯（市民税非課税の①高齢
者世帯（７５歳以上），②児
童扶養手当受給世帯，③障
害者世帯及び④生活保護世
帯）の住宅に蜂の巣が出来
た場合，撤去が困難となる。
また，それにより，当世帯だ
けでなく，近隣住民にも影
響が出ることが懸念され
る。

影響を考慮しなが
ら，委託の継続に
ついて検討してい
く

ー ー Ａ 紙を購入する
予算がないた
め

ー ー － － なし － 経費の圧縮・
削減を引き続
き検討してい
く

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務の見直しを
図り，勤務時間
の適正化に努め
る。

43 保健所 0
2

2
1

1
2

0
1

狂犬病予防
対策費

3

,

1

6

5

5

1

4

2

5

0

4

9

6

9

8

5

3

,

1

4

6

1

,

2

8

1

9

,

8

3

7

-

3

,

3

7

8

1

3

,

2

1

5

狂犬病予防法等関係法
令に基づく，犬の登録他
各種届け出事務，狂犬病
予防注射の実施，狂犬病
予防に係る普及啓発業
務を実施する。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 狂犬病予防法等関
係法令により市（中
核市）が行うことと
されているため廃
止は不可

Ａ 旅費の予算は
会計年度任用
職員の通勤費
相当分のみで
あるため

Ａ 飼い主への狂
犬病予防注射
のお知らせと
して文書を送
付しており，そ
のための紙を
購入している
が，個人情報
等の関係でオ
ンライン化が
難しいことや，
お知らせを送
らない場合は
注射情報の入
力や入力のた
めの検索を全
て手打ちする
こととなり作
業が煩雑化す
る（現在はお知
らせに記載さ
れているバー
コードを読み
込むことで入
力等を簡略化
している）た
め，紙の削減
は難しい。

Ａ ペーパーレス
化と同じ理由
により，飼い主
へのお知らせ
の送付を止め
ることは難し
い。

Ａ 狂犬病予防シ
ステム使用料
を経費として
計上している
が，狂犬病に
特化したシス
テムであり，他
部局との共通
化が難しいた
め

なし － 経費の圧縮・
削減を引き続
き検討してい
く

2.0 0 Ａ － Ａ － 2 3,929 Ｄ － 業務の見直しを
図り，勤務時間
の適正化に努め
る。

44 保健所 0
2

2
2

0
1

0
1

動物愛護セ
ンター管理
費

3

,

4

7

2

4

,

1

9

3

1

,

5

5

1

4

4

5

1

1

8

,

2

3

2

8

9

3

,

8

3

3

2

1

3

4

7

6

1

0

2

8

3

1

1

4 8

2

,

3

2

0

3

5

8

2

7 1

2

5

,

7

3

5

1

5

,

9

1

4

9

,

8

2

1

繰

入

9

,

4

4

6

動物愛護精神や適正飼
養の普及啓発を図ると
ともに，収容された動物
の適正な飼養管理及び
施設の維持管理を行う。

動物愛護センター A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

自動扉，エレベー
ター，空調設備等の
保守点検を業者に委
託し，施設の維持管
理を図った

継続的な点検を行
うとともに，異常
が発生した場合
は，適宜対応して
いく

－ ○ － － － なし － － 狂犬病予防法等関
係法令により市（中
核市）が行うことと
されているため廃
止は不可

Ｃ 動物管理を実
施している関
係自治体等が
参加する各種
会議であり，国
の動向及び各
施設が抱える
課題やその解
決策等が示さ
れる唯一の研
修であること
を踏まえ，出席
することが必
要であるが，リ
モート会議で
その効果は得
られると考え
る。しかし，リ
モート会議に
よる開催にな
るかどうかは
会議主催者や
他の自治体の
意向にも左右
されるため，こ
ちらに選択権
は無い状況で
ある。

Ｂ 各種事務に使
用しているコ
ピー用紙が電
子決裁システ
ムにより削減
可能である。

Ｂ 契約事務に係
る見積合通知
などをこれま
では紙で郵送
していたが，電
子メールを使
用することで
一部郵送料を
削減できる

Ａ クラウドサー
ビス等により
圧縮できる経
費がないため

なし 36 会議による出
張について
は，リモート会
議による開催
の意向調査が
来た場合は積
極的にリモー
ト会議による
開催を訴えて
いく。

6.0 1,400 Ｃ 収容動物の飼
養管理業務

Ｄ 収容動物の飼
養管理業務

4 9,726 Ｄ 多頭飼育崩壊
などによる収
容頭数の偏り
があり，業務量
に波があるた
め，積算が困
難である

業務の見直しを
図り，勤務時間
の適正化に努め
る。

45 市民生
活部
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旭川聖苑管
理費
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0
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火葬場を安定して稼働す
るため，維持管理を行
う。

旭川聖苑 A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第1期～）

計画的な火葬炉の更
新を行うとともに，
施設の修繕を適宜
行っている。

施設の長寿命化に
向けて火葬炉等の
更新を行うととも
に，施設の破損箇
所の修繕を適宜行
う。

－ ○ － － － なし（施設の維持管理に関する最低限の
仕様としているため，適切な施設運営を
確保するためには，経費圧縮は適切では
ない。）

－ － 引き続き適切な施
設運営を確保する
ための維持管理を
行う。

Ａ 出張旅費なし Ａ 最低限の使用
枚数であるた
め

Ａ 郵送費なし － － なし － 予算の大部分
が人件費，光
熱水費，委託
料であり，消耗
印刷費等は必
要最低限であ
るため，大幅
な削減項目は
なし。

1.0 140 Ｃ 委託契約事務
など

Ａ － 6 14,081 Ｂ 苑長1名，副苑
長3名，受付2
名でシフトを
組み，年間約
5,500件の火
葬対応を行っ
ている。

会葬者，葬儀事
業者などの対
応，施設の維持
管理にあたって
おり，今後，火葬
件数の増加に伴
い増員が必要で
ある。

46 市民生
活部
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墓地管理費
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市営墓地内の樹木の伐
採や草刈りなどの維持・
管理を行い，墓参者の利
便性向上及び安全確保
を目的とする。

①近文墓地
②神居墓地
③永山墓地
④愛宕墓地
⑤２号墓地
⑥３号墓地
⑦旭山共同墓地

－ （いずれも）
事後保全

墓地内の樹木伐採や
草刈りなどの環境整
備を定例的に行って
いることに合わせ，
必要に応じて通路等
の修繕を行ってい
る。

左と同様に今後も
墓地の維持管理を
行っていく。

－ ○ － － － 大部分が墓地の維持管理に係る経費で
あり，経費の圧縮は適切な施設の管理に
支障となるおそれがあるため，非常に困
難である。

－ － 樹木の伐採（細め
の木）を直営で実
施することにより
委託料を削減した
こともあるが，作業
に危険を伴う場合
や，時間が掛かる
こともあり，効率的
とはいえない状況
である。

Ａ 会計年度任用
職員への通勤
手当のみ

Ｂ 現在開発を進
めている新墓
地システムを
利用すること
で，従来まで
紙で行ってい
ることをデー
タで扱うこと
ができ，相応
の紙が削減可
能。

ー ー Ｂ 新墓地システ
ムへ移行する
ことで，従来
のシステムよ
りも安価で運
用できる。

新墓地システム
へ移行すること
で，墓地業務全
般のボリューム
を抑えることが
できるため，人
件費の削減の
可能性がある。

移行前のため，
現時点での額の
算出は難しい。

今後は新墓地
システム導入
での経費圧縮
を目指す。

1.0 200 Ｃ 入力作業，書
類作成作業，
窓口対応など

Ｂ 墓地の利用者
からの問い合
わせのうち，緊
急を要するも
のである場合
は休日に対応
することがあ
る。

3 4,547 Ｄ 会計年度任用
職員について
は，1人は事務
（窓口対応含
む），2人は外
勤業務を主と
しており業務
量からも適正
な配置となっ
ている。

従来の業務内容
では削減が難し
いが，新墓地シ
ステムの導入に
より，任用の仕
方も変わってく
る可能性があ
る。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

47 福祉保
険部

0
3

1
1

0
1

0
1

指導監査事
務費

2

,

0

3

8

4

5

5

2

2

0

5

7

8

1

,

1

1

0

2

,

8

4

3

1

5

7

,

2

5

9

4

,

7

7

4

8

2

5

1

,

6

6

0

①社会福祉法人の認可
及び指導監査
②社会福祉施設等の認
可及び指導監査
③介護保険法に基づく
指定居宅サービス事業
者等及び指定地域密着
型サービス事業者等の
指定及び指導監査
④老人福祉法に基づく
有料老人ホームの届出
及び立入検査
⑤障害者総合支援法に
基づく指定障害福祉サー
ビス事業者等の指定及
び指導監査
⑥児童福祉法等に基づ
く保育所及び認定こども
園等の指導監査
⑦児童福祉法に基づく
指定障害児通所支援事
業者等の指定及び指導
監査

－ － － － － － ○ － － － ①新庁舎移転等に伴い令和５年度のみ発
生する経費417千円（新サーバー移行費
用318千円，産廃処分料99千円）
　※委託料37.56％圧縮

417 なし 当該予算は令和６
年度に計上しない。

Ｂ 経理・総務担
当者研修会

Ｂ 電子決裁導入
による紙の削
減。なお，紙の
削減量を推計
することは，他
の要素の影響
もあるため困
難。（書類の大
量コピーを要
する監査案件
の発生等）

ー ー Ｃ 「介護保険指
定事業者等管
理システム」及
び「障害児施
設指定管理シ
ステム」のクラ
ウド化が令和
7年10月予定
のため，直近
の予算削減が
見込めない。

なし 23 「経理・総務担
当者研修会」
（旅費）の経費
は，令和6年度
予算に計上し
ない。

16.0 999 Ａ － Ａ － 1 2,493 Ｄ － 時間外勤務の縮
減に努める。

48 福祉保
険部

0
3

1
1

0
2

0
1

管理事務費
（福祉保険
課）

2

,

0

1

0

2

4

8

3

0

3

5

6

5

3

5 3

1

0

5

1

8

1

5

3

,

7

2

5

3

,

2

6

2

4

5

3

1

0

旭川市社会福祉審議会
等附属機関の開催，国民
生活基礎調査，部内・課
内庶務事務，その他福祉
関連業務を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 全国厚生労働
省関係部局長
会議・全国厚
生労働省関係
課長会議，北
海道市長会保
健医療福祉主
管者会議

Ｃ 令和５年度予
算から一定程
度削減してお
り，これ以上は
ある程度実績
を把握した上
での検討が必
要

Ａ 国民生活基礎
調査等の調査
票及び会計実
地検査の資料
の郵送代であ
る。

－ － なし 63 部内・課内の
庶務業務や附
属機関などの
管理経費であ
り，現状のまま
継続する。これ
までの予算編
成において，
削減してきて
おり，これ以上
の削減は難し
い。

4.0 500 Ｄ 職員管理業務
（部内休暇届
等請求票の管
理等）

Ｃ 附属機関の会
議の開催，部
内調整など

1 1,842 Ｄ － 現在の体制を継
続する。

49 福祉保
険部

0
3

1
1

0
5

0
1

社会福祉行
政費

1

,

3

9

1

1

,

9

0

7

4

3

3

4

8

,

4

0

1

1

8

0

3

6

3 9

1

0

1

9

8

1

3

8

6

3

1

2

3

7

4

,

4

3

0

4

8

1

2

8

,

3

6

9

7

3

,

0

3

2

1

,

1

1

4

6

3

5

4

,

1

6

0

繰

入

5

4

,

1

6

0

民生委員児童委員関係
業務，戦傷病者・戦没者
遺族・中国残留邦人等帰
国者等援護業務，日赤旭
川市地区等業務，各種団
体等に対する負担金及
び補助金その他の事業

－ － － － － ○ － 北海道戦没者
追悼式参加者
用バスの借上
料を行わない
こととする。

85 代替手段と
して運転手
付き公用車
を使用す
る。借上げ
バスと比較
すると乗車
人数が少な
くなるが，
昨今の同式
の参加希望
者を考慮す
ると必ずし
もバスの借
上げは要さ
ないと考え
られる。

なし － － 現状維持 Ａ 通訳や相談業
務など依頼者
（市民）側の
ニーズ等を踏
まえると，一方
的にオンライン
化を進めるこ
とが難しい

Ａ 支出項目は主
に，特定の団
体が発行する
民生委員等に
配付する図書
であり，当市の
意向のみで
ペーパーレス
化はできな
い。

Ａ 該当なし

今年は５～６
年に１度の支
出発生年度で
あるが，次年
度以降はしば
らく支出はな
い。

Ａ クラウドサー
ビス等で代替
可能な支出項
目はない

なし － 見直しを行っ
たが，削減は
困難だと思わ
れる。

2.0 360 Ｃ 関係者への配
付物や，会議
資料の調製な
ど

Ａ － 2 2,723 Ｄ ２名のうち１名
は作業日数で
積算

必要最低限の人
工で業務を行っ
ていると考え
る。

50 福祉保
険部

0
3

1
1

1
2

0
1

障害者相談
支援費

7

2

,

2

2

5

1

7

,

2

6

8

8

9

,

4

9

3

6

5

,

7

1

1

1

3

,

2

6

0

6

,

6

3

0

3

,

8

9

2

繰

入

3

,

8

9

2

障害者（児）やその家族
からの相談に応じ，必要
な支援を行うことによ
り，障害者等が地域で自
立した生活を営むことが
できるようにする。

－ － － － － － ○ － － － 相談支援事業所への委託に当たり，国庫
補助の対象となる業務を付加することに
より，特定財源を確保し，一般財源の削減
を図る。

455 なし 令和５年度から令
和６年度の２年間
の契約となってい
るため，令和６年度
の経費圧縮は困
難。令和７年度契約
に向けて体制を整
備し，委託料等につ
いて精査する。

ー ー ー ー ー ー － － なし － 障害者の相談
支援体制の維
持に必要な事
業であり，現状
を維持する。

2.0 370 Ａ － Ａ － 0 － － － 複数年をかけて
段階的に相談支
援体制の見直し
を行っていると
ころであり，関
係機関との協議
に当たり当面は
一定程度の時間
外が生じること
が見込まれるた
め，事前に協議
事項を整理する
など会議時間の
短縮を図る。

51 福祉保
険部

0
3

1
2

0
6

0
1

管理事務費
（長寿社会
課）

1

,

6

7

8

1

,

3

5

9

5

1

3

1

4

9

1

6

1

7

1

1

0

5

1

2

4 1

1

3

4

,

1

7

4

4

,

1

7

1 3

高齢者の多様な需要に
応じた適切なサービスの
提供を図るとともに，高
齢者の健康の保持と生
活の安定を図るため，老
人ホーム入所判定会議
を実施する。また，低所
得の高齢者世帯に対し
福祉電話を設置する。

（旧）神居デイサービスセンター C 建物性能を維持するため,保全
計画作成（第１期～）

施設保全計画策定済 使用用途によって
は国庫補助の返還
が生じる可能性が
あるため，その点
を踏まえた活用を
検討する。

－ ○ － － － ー ー ー ー Ａ 高齢者への面
談調査に係る
旅費のため。

Ａ 印刷物に備え
一定数のコ
ピー用紙の確
保は必要であ
るため。

Ａ 福祉電話の基
本料金であり，
郵送費は計上
していない。

－ － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

0.4 80 Ａ － Ｄ 老人ホーム入
所判定会議

2 3,550 Ｃ 20か月 現状を維持す
る。

52 福祉保
険部

0
3

1
2

1
5

0
1

生活支援ハ
ウス運営費

2

9

,

1

7

9

2

9

,

1

7

9

2

1

,

9

9

6

7

,

1

8

3

高齢者が自立し，安心し
て健康で明るい生活を
送ることができるよう支
援するため，特別養護老
人ホーム入所者で自立
又は要支援と認定され
た者等を主な利用対象
とした，介護支援機能，
居住機能及び交流機能
を総合的に提供する生
活の場である生活支援
ハウスを運営する。

－ － － － － － ○ － － － 運営経費の削減 未定 物価高騰が続いている中，
運営経費を削減すること
で，利用者へのサービスや
施設内環境に影響が生じ
る。

物価状況等に特段
の変化があった際
には，改めて経費
圧縮を検討する。

ー ー ー ー ー ー － － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

0.2 10 Ｂ 負担金改定に
伴う収入申告
書確認作業と
納付書及び通
知書作成

Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。

53 市民生
活部

0
3

1
2

2
2

0
1

国民年金費

3

,

3

6

6

5

2

5

2

5

6

3

9

6

1

1

3

6

2

1

4

7

4

,

8

6

5

-
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5

,
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8

8

0

,

7

7

3

国民年金法に基づく法
定受託事務（年金資格・
免除・給付）及び協力・連
携事務（保険料納付促進
や各種相談等）

－ － － － － － ○ － － － 窓口受付システム保守点検委託の終了 62 新庁舎移転を契機に，総合
窓口担当で新たに設置する
発券システムを使用するた
め，市民への影響は生じな
い。

令和５年度限りで，
委託費計上を終了
する。

Ａ 会計年度任用
職員交通費
で，オンライン
化による削減
不可。

Ａ 年金加入者か
ら，日本年金
機構への提出
方法が，紙様
式のみのた
め。

Ａ 日本年金機構
への進達が，
紙ベースを基
本にしている
ため。

Ａ コピー機の賃
借料であり，シ
ステム的対応
では削減が不
可能である。

窓口受付機の
共用化による，
窓口受付機
ロール紙の削
減。

21 窓口受付シス
テムの共用化
により，令和5
年度限りで関
係予算の計上
を終了する。

5.0 500 Ａ － Ｄ 主に庁舎移
転，システム標
準化によるも
の。

2 4,147 Ｄ 国民年金窓口
設置数と開設
時間帯。

一時的に生じて
いるものもあ
り，システム標
準化後の状況を
見極める。

54 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

2
3

0
1

管理事務費
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介護保険事業の円滑な
実施を図るため，職員費
及び事務費を支出する。

－ － － － － － ○ － － － ①令和５年度の委託料のうち，２０，７９０
千円は令和６年度の制度見直しに伴うシ
ステム改修分であり，毎年度経常的に係
るものではない。
※システム標準化に係る経費は情報政策
課で計上。
②ファクシミリの撤去費用１７千円も新庁
舎移転に伴うものであり，令和６年度か
らは計上しない予定。
③第９期高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画に係る委託料８，２５０千円は３
年に１回の計上であるため，令和６・７年
度は計上しない。

29,157 なし 左記について令和
６年度予算に計上
しない。
また，システムの標
準化に関し，効率
化やコスト縮減の
ため，全庁におけ
る保守管理委託
や，バッチ処理等の
システムの運営委
託の一括化の検討
が必要である。

Ａ コロナ禍にお
いては書面会
議・オンライン
研修であった
が，今後は参
集形式で実施
される予定の
ため。

Ａ 更新に係る認
定証等の作成
や封筒作成に
係る経費であ
り，対象者が
増加する中で
削減は困難で
ある。

Ａ 更新に係る認
定証等の郵送
料であり，大量
発送によりコ
スト縮減に努
めているが，
対象者が増加
する中で削減
は困難。

Ｂ 介護保険事務
処理システム
について標準
化によりガバ
メントクラウド
への移行を進
めている。

なし 0 市民生活に係
る影響が大き
いことから，令
和６年度にお
いてはシステ
ム標準化を踏
まえた経費縮
減等を検討す
る。

2.0 450 Ａ － Ａ － 6 11,510 Ｄ － 左記6人の会計
年度任用職員の
うち４人が窓口
職員である。窓
口職員数は直近
12年変わって
おらず，今後も
来庁者が増える
見込みのため，
現体制でも対応
し続けられるよ
う窓口対応方法
等を検討する必
要がある。
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介護保険事業運営の財
源を確保するため，第１
号被保険者の保険料の
賦課・徴収を行う。

－ － － － － － ○ － － － 事業対象である65歳以上の人口増加及
び納入通知書作成に係る原材料費高騰
による委託料の増加などにより経費圧縮
は困難。

－ － 現状を維持する。 Ｂ 納入通知書封
入封緘立会旅
費（札幌日帰
り）

Ｂ 介護保険料賦
課に係り紙で
所得照会を実
施しているが，
新システム移
行で中間サー
バーによる照
会に変更

Ａ 第1号被保険
者に保険料額
を通知する必
要があるた
め。

－ － なし 65 令和6年度か
ら委託業務立
会のオンライン
化を検討す
る。

5.0 1,690 Ａ － Ａ － 7 14,649 Ｄ － 保険料滞納解消
のため戸別訪問
徴収を実施し収
納率向上を図っ
ており，今後も
対象者が増加す
るため，人工削
減等の検討は困
難。
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要介護認定申請に基づ
き，審査判定を行うとと
もに，委員の研修，運営
委員会及び平準化委員
会の開催により，審査判
定の平準化を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 審査会のペー
パーレス化に
対応するには
審査会委員約
100名分の機
器確保等の初
期費用とラン
ニングコストを
要する為，紙
の方が安価。

Ａ 審査会資料を
事前送付する
ことで当日の
審査会進捗が
スムーズとな
り，当日もその
資料に基づき
審査するため
削減は困難。
認定結果の通
知（被保険者
証）は紙の為
削減は困難。

－ － 審査会資料は
審査会開催時
に翌週分を配
布することで郵
送料削減に努
めている。

－ 資料送付費用
の削減等小さ
な金額を削り
出しているが，
高齢化率の上
昇とともに要
介護認定者及
び申請者が増
加の一途をた
どるため大き
な削減は困難
な事業。

2.0 890 Ａ － Ｄ 16ある認定審
査会のうち12
が夜間開催。
事務局業務の
ため。
(860h)

0 － － － 既に正職員1名
を会計年度任用
職員に置き換
え，人件費圧縮
済。高齢化率上
昇とともに要介
護認定者及び申
請者が増加の一
途をたどってい
るため，これ以
上の削減は困
難。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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保険給付を受けようとす
る被保険者の要介護認
定を行う。

－ － － － － － ○ － － － 要介護認定申請に基づく認定調査を単価
契約で委託している。単価契約のため，
実際に調査実施した分しか支払いが生じ
ないため，一律の圧縮には馴染まない。
委託料圧縮により認定調査まで時間を要
するようになると，申請者が必要なサー
ビスが利用できない等の不利益が生じ
る。

－ － 新規申請・区分変
更申請に基づく認
定調査の進捗に遅
延が生じない範囲
で直営調査員も対
応。

Ａ 委託先のない
自治体への認
定調査を目的
とした旅費の
ため。

Ａ 直営及び一部
の委託調査員
に対しては
データでの調
査票提出に移
行済。

Ａ 意見書につい
てメール添付
での提出を試
みたが，システ
ムへのデータ
取込みができ
ず実施困難。

Ａ 介護業務支援
システムの賃
借料のみ。

従前からのシス
テムをリースす
ることで既に費
用削減となっ
ている。

－ 調査票のデー
タでの提出等
小さな金額を
削り出してい
るが，高齢化
率の上昇とと
もに要介護認
定者及び申請
者が増加の一
途をたどるた
め大きな削減
は困難な事
業。

4.1 357.5 Ａ － Ａ － 31 77,043 Ｄ － 既に正職員1名
を会計年度任用
職員に置き換
え，人件費圧縮
済。高齢化率上
昇とともに要介
護認定者及び申
請者が増加の一
途をたどってい
るため，これ以
上の削減は困
難。
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介護保険事業の円滑な
実施を図るため，介護保
険事業について広く市民
に周知する。

－ － － － － － ○ － － － ①いきいき長寿　ページ数の削減
②「介護保険料のご案内」：65歳以上の
高齢者が配布対象者であり，介護保険制
度概要や保険料の詳細についてわかりや
すくかつ見やすさを考えた用紙サイズと
印刷であり，庁内印刷では対応できない
ため経費圧縮は困難。

①15 ①掲載内容が増加傾向にあ
る中，ページ数を削減する
ことで，必要な情報が高齢
者に行き渡らなくなる。

現状を維持する。 ー ー Ｂ 業務に使用す
るコピー用紙

Ａ ①配付は原則
手渡しだが，個
別の事情に対
応するため最
低限郵送費が
必要。

－ － なし 10 使用するコ
ピー用紙の削
減を検討す
る。

1.0 10 Ｃ ①各部局等に
依頼した原稿
の校正内容を
まとめる作業
等

Ａ － 0 － － － ①単純作業はあ
るが，会計年度
職員を採用する
までの量ではな
い。
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高齢者が地域において
自立した日常生活を営む
ことができるよう支援す
るため，在宅医療と介護
の連携体制，認知症高齢
者への支援体制の構築
を推進する。

－ － － － － － ○ － － － 委託料のほとんどが人件費であり，その
他の事務費の多くを通信運搬費が占めて
いる。この通信運搬費は相談者に向けて
パンフレット等を配布するために計上し
ているため，事務費の削減は困難であ
る。

－ － 相談者は一定数お
り，パンフレットの
配布対象者がいる
ことから，現時点で
の削減は困難であ
る。

Ａ 参集での研修
が行われるた
め。

Ｃ 市民へ配布す
るパンフレット
等であるため。

Ｃ 個人情報を含
む資料の送付
であるため。

－ 参集で行う研
修会会場費で
あるため。

なし － パンフレット等
はホームペー
ジにも掲載し
ているが，対
象が高齢者で
あるため，ホー
ムページの活
用による効果
は低い。
電子決裁の導
入によるコ
ピー用紙の使
用料削減を図
る。

3.0 1,236 Ａ － Ｂ 認知症初期集
中支援チーム
員会議

0 － － － 現状を維持す
る。
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適切な介護サービスを提
供する環境をつくるた
め，ケアプランの点検等，
利用者にとって必要な
サービス提供がされてい
るかを確認し，ケアプラ
ンの質の向上や給付費
の適正化を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 本旅費につい
ては，会計年
度任用職員
（パート）の交
通費であるた
め

Ａ 消耗印刷費
は，給付費通
知の発送に係
る封筒作成費
用であり，対象
者が高齢者で
あること等か
らデジタル化
は困難であ
る。

Ａ 通信運搬費
は，国保連で
作成の給付費
通知の郵送料
であり，対象者
が高齢者であ
ること等から
デジタル化は
困難である。

－ － なし － 適正化は国で
も重点化とさ
れ，市介護保
険計画におい
ても重点事業
の位置付けと
しており，継続
して適切な運
用を行う必要
がある。

2.5 380 Ａ － Ｂ ケアプラン点
検検証会議

3 6,915 Ｄ － 現状を維持す
る。
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高齢者を介護する家族
の負担を軽減するため，
認知症について学んだ
会員による認知症高齢
者の見守り，認知症や寝
たきり等で常時紙おむつ
が必要な高齢者（市民税
本人非課税）を介護する
家族に家族介護用品購
入助成券を交付する。

－ － － － － － ○ － － － ペーパーレス化による消耗印刷費，通信
運搬費の見直しを検討する。

1 － 令和６年度から消
耗印刷費，通信運
搬費を見直す。

ー ー Ｃ 事業の認定に
使用している
システムの電
子化が困難で
あるため。

Ａ 対象者に助成
券を送付する
郵送料である
ため。

－ － なし － 電子決裁の導
入によりコ
ピー用紙の使
用料削減を図
る（助成券以
外のもの）。

0.5 32 Ａ － Ｃ 家族介護用品
購入助成事業
に関する研修
会

0 － － － 現状を維持す
る。

62 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

5
2

0
1

地域自立生
活支援等事
業費

1

,

8

9

3

1

,

1

9

9

6

7

1

5

9

5

7

2

1

2

1

2

6

9

8

9

1

0

,

8

2

5

4

,

7

5

1

9

,

6

0

0

3

0

,

3

8

2

1

,

4

7

7

1

7

,

2

0

6

5

,

8

4

9

5

,

8

5

0

繰

入

5

,

8

4

9

高齢者が住み慣れた地
域で安心して生活できる
よう支援するため，成年
後見制度の利用支援を
はじめ，認知症サポー
ターの養成，住宅改修理
由書作成に係る助成，市
が指定した市営住宅に入
居している世帯への生活
援助員の派遣を行う。

－ － － － － － ○ － － － 今後増加し続ける認知症高齢者を地域全
体で支えていくため，市民への認知症に
関する普及啓発や理解促進をより活発に
する必要がある。また，コロナ禍により認
知症サポーター養成講座の開催回数は減
少したが，今後は講座自体の開催回数の
増を見込んでおり，そのことに伴う経費
等の計上をしているため，削減は困難で
ある。

－ － 高齢化に伴い，こ
れまで以上に認知
症の普及啓発や理
解促進が必要とな
ることが見込まれ
るため，削減は困
難である。

ー ー Ａ 成年後見制度
市長申立にか
かる印紙代の
ため。

Ａ 成年後見制度
市長申立にか
かる切手代の
ため。

－ － なし － 申立数が増え
ており，削減は
困難である。ま
た，印紙や切
手について
は，家庭裁判
所から示され
ている内容で
あるため，見
直しは困難で
ある。

0.5 128 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。

63 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

5
8

0
1

介護予防・
生活支援
サービス事
業費

2

,

0

3

8

3

9

0

5

3

5

1

0

6

9

8

0

5

,

0

6

6

1

,

3

7

6

,

8

8

0

1

,

3

8

5

,

0

6

8

2

2

7

,

0

8

2

4

3

6

,

0

6

1

1

7

3

,

1

3

4

5

4

8

,

7

9

1

繰

入

1

7

3

,

1

3

3

介護予防や要介護状態
の軽減など，高齢者が地
域において自立した日常
生活を営むため，必要な
サービスを提供する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 参集での研修
が行われるた
め。

Ａ 総合事業に係
る給付費等の
通知に使用し
ており,高齢者
の増加に伴い
使用量の増加
も見込まれる
ため,削減困
難。

Ａ 高齢者に送付
する通知であ
り，電子化が
困難。

－ － なし － 高齢者に通知
を行うために
必要な経費で
あることから，
左記のとおり
削減は困難で
ある。

1.0 200 Ｃ 新規サービス
開始に向けた
検討・企画調
整

Ｂ ケアマネへの
説明会

1 2,428 Ｄ － 現状を維持す
る。

64 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

6
0

0
1

介護予防普
及啓発事業
費

3

,

8

1

0

9

,

4

6

5

6

,

5

8

3

4

,

1

7

8

2

9

8

6

7

5

1

5

8

4

2

,

5

5

1

6

7

,

7

1

8

1

,

8

4

6

3

0

,

5

7

6

8

,

4

6

5

2

6

,

8

3

1

繰

入

8

,

4

6

5

65歳以上の高齢者が，
要介護等状態になること
を予防するとともに，要
介護等状態となった場合
においても，可能な限
り，地域において自立し
た日常生活を営むことが
できるよう住民に対し，
介護予防の重要性や方
法等の普及啓発を行うこ
とにより，住民主体の介
護予防活動の促進を図
る。

－ － － － － － ○ － － － 人件費のほか，介護予防に関する運動教
室等の参加者（高齢者）に配付する資料
作成費用を計上しており，電子化による
費用削減もできないことから，削減は困
難である。

－ － 参加者が自主的に
介護予防に取り組
むための運動資料
であることから，削
減は困難である。

Ａ 会計年度任用
職員の通勤手
当のため。

Ｃ 市民に配布し
ている介護予
防普及啓発パ
ンフレット作成
のため。

Ｃ 対象が高齢者
であることか
ら，広報誌や
ホームページ
だけでは事業
の効果が得ら
れないため。

－ － なし － パンフレット等
はホームペー
ジにも掲載し
ているが，対
象が高齢者で
あるため，ホー
ムページの活
用による効果
は低い。
電子決裁の導
入によりコ
ピー用紙の使
用量削減を図
る。

2.5 398 Ａ － Ａ － 2 4,677 Ｄ － 現状を維持す
る。

65 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

6
1

0
1

一般介護予
防事業評価
事業費

1

,

8

9

3

1

,

1

9

9

6

7

1

3

,

7

6

3

1

0

3

1

,

6

9

9

4

7

0

1

,

4

9

1

繰

入

4

7

0

地域支援事業を効果的
に実施することを目的と
して，総合事業全体の評
価を実施し，効果及び課
題を明確化にすること
で，より効果的な事業の
実施につなげる。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － なし － 正職員の人件
費のみを計上
しており，削減
はできない。

0.5 78 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。

66 介護保
険事業
特別会
計

0
3

1
2

6
2

0
1

地域リハビ
リテーショ
ン活動支援
事業費

5

,

6

7

9

3

,

5

9

1

2

,

0

1

2

3

,

8

2

2

5

0

3

9

1

5

,

1

9

3

4

1

3

6

,

8

6

1

1

,

8

9

9

6

,

0

2

0

繰

入

1

,

8

9

9

高齢者の自立した生活
の推進を目的として，高
齢者及びその高齢者を
支援する関係者に対し，
多様な医療専門職が関
与する体制を整備し，支
援を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 事業に使用す
る物品である
ため。

Ｃ 個人情報を含
む資料の送付
であるため。

－ － なし － 現状を維持す
る。

1.5 234 Ａ － Ｃ 市内の医療等
専門職に対す
る事業の説明
会

0 － － － 現状を維持す
る。

67 福祉保
険部

0
3

1
2

A
6

0
1

地域包括支
援センター
運営費

4

,

0

4

9

5

,

6

7

9

4

,

1

2

4

2

,

7

3

6

1

2

0

2

4

3

3

7

1 1

3

5

2

5

4

4

,

9

1

4

4

,

2

0

3

2

,

5

1

5

5

6

9

,

3

0

7

1

0

9

,

5

9

2

2

1

9

,

1

8

3

1

0

9

,

5

9

1

1

3

0

,

9

4

1

繰

入

1

3

0

,

9

4

1

高齢者等が地域におい
て自立した日常生活を営
むことができるよう支援
するため，地域包括支援
センターを運営する。

①豊岡地域包括支援センター 
②東旭川・千代田地域包括支援
センター
③永山地域包括支援センター 
④末広・東鷹栖地域包括支援セン
ター
⑤神楽・西神楽地域包括支援セン
ター

①～⑤
すべて
「－」

①③④⑤
建物性能を維持するため，保全
計画作成
②
設置している東旭川支所につ
いて建物性能に課題があるた
め，東旭川地域における行政
機能の内容・確保手法の検討
の中で整理

①東部まちづくりセ
ンターとして施設保
全計画策定済み
②東旭川支所の取組
状況に合わせる
③永山市民交流セン
ターとして施設保全
計画策定済み
④東鷹栖地域セン
ターとして施設保全
計画策定済み
⑤緑が丘地域活動セ
ンターとして施設保
全計画を策定中

同左 － ○ － － － いきいき長寿　ページ数の削減 5 掲載内容が増加傾向にある
中，ページ数を削減するこ
とで，必要な情報が高齢者
に行き渡らなくなる。

現状を維持する。 Ａ 参集での研修
が行われるた
め。

Ｃ 独自で導入し
ているシステ
ムの情報を，
参考資料とし
て印刷し他事
業で使用する
ことが多いた
め。

Ａ 地域包括支援
センター運営
協議会で使用
する資料（製本
したもの）の事
前配付であり，
各地域包括支
援センターか
ら紙媒体で提
出を受けてい
る資料も含ま
れているため。

Ｃ 独自で導入し
ているシステ
ムをクラウド
化することが
できないた
め。

経費圧縮は困
難である。

－ 他事業の電子
化の状況を見
ながら，コピー
用紙の使用量
削減等を検討
する。

1.5 103 Ａ － Ｃ 地域包括支援
センター運営
協議会

2 4,810 Ｄ － 現状を維持す
る。

68 福祉保
険部

0
3

1
3

0
2

0
1

障害者福祉
センター管
理費

1

5

8

,

2

8

0

1

5

8

,

2

8

0

1

5

7

,

7

2

6

5

5

4

各種相談を始め，身体機
能の訓練，健康増進，幅
広い教養の向上やス
ポーツ，レクリエーション
などの施設機能を総合
的に提供するとともに，
障がい者の自立と社会
参加を積極的に支援す
るとともに，障がいをも
つ人々と健常者の交流
の中からノーマライゼー
ションの定着を目指すた
めに設置した施設を適正
に管理する。

障害者福祉センター B 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

施設保全計画を策定
した。

施設保全計画に従
い，点検・修繕等を
していく。

－ － － － － なし － － 法人自主事業の収
益増を働きかけ，
指定管理業務への
依存の脱却を図る
ため，庁内各部局
に対し特定随意契
約の活用を推進す
る。

ー ー ー ー ー ー － － なし － － 0.5 100 Ａ － Ａ － 0 － － － 突発的業務（施
設の修繕，物価
高騰対策等）に
ついて，過去の
対応事例をすぐ
に確認できるよ
う整理し，対応
時間の減少に努
める。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

69 福祉保
険部

0
3

1
3

0
8

0
1

障害者地域
生活支援事
業費

7

0

2

1

2

3

1

6

5

7

,

9

8

0

3

8

,

5

6

5

2

1

0

,

3

6

2

2

5

7

,

1

8

6

7

7

,

0

6

7

1

1

9

,

7

6

3

5

9

,

8

8

1

4

7

5

障がい者（児）が自立し
た日常生活又は社会生
活を営むことができるよ
う，地域の特性や利用者
の状況に応じた事業を
実施し，障がい者（児）の
福祉の増進を図る。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 障害者福祉バス
（やまびこ号）が故
障し，運行不能と
なった場合に委託
内容の見直しを行
う。

ー ー Ａ 成年後見制度
申立に係る収
入印紙代のた
め。

Ａ 成年後見制度
申立に係る切
手代のため。

－ － なし － 利用実績の少
ない障害者連
絡協議会バス
（おぴった号）
に対する補助
金の見直しを
検討し，関係団
体と協議する。

7.0 320 Ｂ 移動支援事業
に係る事業所
からの請求書
審査及び支払
い業務

Ａ － 0 － － － 利用者の増加に
伴い，審査及び
支払いに係る事
務量が増えるこ
とが見込まれる
ため，支給管理
などの業務の効
率化を図る。

70 福祉保
険部

0
3

1
3

0
9

0
1

管理事務費
（障害福祉
課）

9

,

8

8

5

1

,

3

3

1

5

9

5

2

,

2

4

4 8

2

0

6

3

3

1

4

,

7

1

6

1

3

,

0

8

4

1

,

5

8

5

4

7

障害者福祉の手引及び
身体障害者手帳の作成
等，障がい者福祉に関す
る管理を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 会議開催方法
が参集に限定
されているた
め。

Ａ 電子決裁の導
入に当たり，2
割を削減済の
ため。

Ａ 視聴覚障害者
に対する災害
時情報支援に
係るFAX通信
料であるため。

－ － なし － 令和5年度の
紙の使用量を
踏まえ，令和6
年度以降に更
に削減可能な
紙があるか検
討を行う。

2.0 90 Ａ － Ａ － 5 10,570 Ｄ － 窓口数が5か所
あり，新庁舎移
転後は1か所追
加される。常に
来庁者への対応
が必要な状況で
あり，改善は困
難である。

71 福祉保
険部

0
3

1
3

1
3

0
1

聴覚障害者
等コミュニ
ケーション
支援費 1

1
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,

6

6
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8
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1
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0
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4

,

8

3

8

4

8

7

意思疎通を図ることに支
障がある聴覚障がい者
等とその者の意思疎通
を支援する手話通訳者
又は要約筆記者等の派
遣やその養成等を行い，
円滑なコミュニケーショ
ンを図ることにより，そ
の自立と社会参加を促
進する。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 主に聴覚障がい者
の意思疎通に係る
手話通訳・要約筆
記者の派遣に係る
人件費・交通費で
あり，通訳件数が
減らない限り経費
圧縮は困難。

Ａ 会議開催方法
が参集に限定
されているた
め。

Ａ 聴覚障害者か
らの通訳依頼
受け付けに係
るFAX用感熱
紙のため削減
は困難。

Ａ FAX通信料及
び遠隔手話通
訳に係るタブ
レット使用料で
あるため。

－ － なし － 新型コロナの
5類移行に伴
い手話通訳・
要約筆記等の
依頼件数の増
加が見込まれ
るため，事業
費の圧縮は困
難。

0.5 420 Ａ － Ｃ 手話及び要約
筆記講座の開
講式，閉講式。

5 12,994 Ｄ － 専任手話通訳
者・ろうあ者相
談員の配置であ
り，ろう者への
情報保障の観点
から，会計年度
の削減は困難で
ある。

72 保健所 0
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地域精神保
健活動費
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地域における精神保健
活動を円滑に推進する
ため，精神保健関係機関
等との連携を図るととも
に，精神科医や保健師に
よる相談・訪問指導を実
施するほか，精神保健に
係る普及啓発活動に取
り組む。
また，旭川市自殺対策推
進計画の推進を図る。

－ － － － － － ○ － － － なし － － メンタルヘルス
チェックシステムに
係る委託料である
が，当該システム
「こころの体温計」
は商標登録されて
おり医学的根拠を
持つシステムであ
り他にないため，圧
縮は困難である。

Ｃ リモートによる
講師の招へい
とする場合，環
境整備が課題
となる。
また，研修会
等開催もとが
オンラインを含
めたハイブリッ
ト開催とすれ
ば削減が可能
だが，現状は
集合開催のた
め難しい。

Ａ 事務用品につ
いては電子決
裁を含めた枚
数で考えてい
る。講座資料
等，紙で手渡
すよう講師か
らの要望もあ
るため，削減す
ることは難し
い。

Ａ 対応可能な医
療機関には電
子メールで対
応している。

－ － なし 28 庁内で共用可
能な環境があ
るかどうか確
認し，検討す
る。

8.0 26 Ｂ 資料チェック，
ホチキス止め

Ａ － 1 2,060 Ｄ － R6年度に向け
て適正な人工を
精査する。

73 福祉保
険部

0
3

1
4

0
3

0
1

生活困窮者
自立支援推
進費
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生活困窮者自立支援法
に基づき，生活困窮者に
対して総合的な支援を行
う事業（自立サポートセ
ンター運営，子どもの健
全育成支援事業，就労準
備支援事業等の委託を
行っている。）

－ － － － － － ○ － － － なし － － ①自立サポートセ
ンター運営業務
②子どもの健全育
成支援事業業務
③就労準備支援事
業業務

上記の各事業にお
いて，人件費が事
業費の８，９割と
なっている。人件
費については市の
賃金表を基に積算
しており，単価を下
げることができず，
削減するには人員
を減らさなければ
ならない。
本事業の縮小は生
活困窮者が自立に
向けた適切なサー
ビスを受ける機会
を失うことになる
ことから，人件費の
削減については，
慎重に検討してい
く必要がある。

Ａ 会議の主催者
がWeb会議と
することに
よってオンライ
ン化可能。令
和４年度はオ
ンライン会議
としている
ケースもあっ
たが，主催者
の意向によ
る。

Ａ 制度周知パン
フレット等を作
成する必要が
あり，物価高騰
を受け削減困
難。

Ａ 生活困窮者に
はオンライン環
境が整ってい
ない者も多く，
やりとりには
郵便が不可欠
であることか
ら削減は困
難。

－ － なし － 令和６年度よ
りオンライン会
議での参加が
可能か主催者
と協議し，旅費
の見直しを検
討する。

2.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 時間外勤務は発
生しておらず見
直しは不要と考
える

74 福祉保
険部
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（生活支援
課）
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生活保護実施に必要な
事務を行う事業（生活保
護を実施するために必要
なPCや電子複写機等の
賃貸借や保護手帳用の
用紙購入等を行う。）

－ － － － － － ○ － － － システム改修を委託で実施するが，全額
特定財源（国庫補助）である。

－ － 委託料について
は，全額特定財源
であることから，削
減できる財源はな
い。

Ａ 会議の主催者
がWeb会議と
することに
よってオンライ
ン化可能。令
和４年度は書
面会議として
いるケースも
あったが，主催
者の意向によ
る。

Ａ 令和４年度か
ら電子決裁を
導入しており，
すでに紙やト
ナー代の削減
を図っている。

Ａ 法律上，保護
開始の決定通
知等，書面で
通知しなけれ
ばならないた
め，情報発信
媒体を変更で
きない。

Ａ 使用料，賃借
料を計上して
いるが，電子
複写機の使用
料，プリンタや
シュレッダー
等の賃借料で
あるためクラ
ウド化等はで
きない。

なし － 第１号法定受
託事務に該当
する生活保護
業務を執行す
るための経費
であり，全庁に
先んじた電子
決裁の導入な
どでこれまで
も経費の削減
に努めている
ので，業務の
適正な執行の
ためには大幅
な削減は困難
である。

5.75 2,066 Ｃ 保護手帳や保
護決定通知書
の印刷，仕分
け業務が毎月
発生している。

Ａ － 2 4,714 Ｄ － 保護の実施上必
要な業務で単純
作業を削減する
ことも難しい状
況であるが，事
務の効率化を図
り，時間外の縮
減を目指してい
く。

75 福祉保
険部
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老人クラブ・
高齢者いこ
いの家運営
費
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高齢者の地域活動の活
性化を促進し，地域交流
により安心して生活でき
るようにするため，老人
クラブ及び高齢者いこい
の家に対し助言・助成を
行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

1.1 85 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。

76 福祉保
険部
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敬老会・長寿大運動会・
高齢者文化祭を実施す
る。
また，高齢者向けスマホ
利用セミナーと連動し，
厚労省や民間企業が配
信する歩数計機能を搭
載したアプリを活用し，
介護予防活動を実施す
る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 賞状や長寿祝
金配付時の市
長のメッセー
ジカードの印
刷であり，ペー
パーレス化で
きないため。

Ａ 100歳祝の返
信用封筒や，
資料発送のゆ
うパック代な
ので，代替手
段がないた
め。

－ － 長寿大運動会
開催に伴う賞
の見直しを行
う。

30 令和６年度か
ら見直す。

1.4 45 Ａ － Ｃ イベントの休日
対応等

0 － － － 現状を維持す
る。

77 福祉保
険部
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地域住民のコミュニティ
活動の推進並びにアイヌ
文化継承の活動拠点とし
て必要な環境を提供す
る。
施設の維持管理及びアイ
ヌ文化関連講習会を実
施している。

①市民生活館
②近文生活館

①A
②－

①建物性能を維持するため，保
全計画作成（第１期～）
②建物の状況及び施設の需要
を踏まえながら，施設将来像を
検討（第１期）

①劣化している箇所
の給水管取替や１階
の床修繕等を行っ
た。また，屋上防水改
修も行った。

①令和6年度以降
に２階の床修繕及
び外壁改修を行う
予定。

－ － － － － なし － － 現状維持 Ａ 北海道アイヌ
協会が主催し
ている研修会
であり，アイヌ
関係各種相談
員相互の密接
な連携及び交
流も目的の一
つとしている
ため。

Ａ 施設の申込み
は施設の窓口
でのみ受付す
るため，使用
申請書の購入
は必須。

Ａ 郵送費なし Ａ 予算計上して
いるのはコ
ピー機の賃借
使用料のみで
あるため

なし － 見直しを行っ
たが，削減は
困難だと思わ
れる。

0.3 24 Ａ － Ａ － 7 11,937 Ｄ － 生活館はアイヌ
の活動拠点であ
るため，職員は
主にアイヌ団体
から推薦を受け
ている方達であ
る。雇用するこ
とでアイヌの生
活福祉の推進も
兼ねているので
人員減は困難で
ある。

78 福祉保
険部
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高齢者等健
康福祉セン
ター管理費
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高齢者の社会参加と生
きがいづくり，健康の維
持増進及び世代間交流
を促進する場を提供する
ため，高齢者等健康福祉
センターの施設管理運営
を行う。

①いきいきセンター永山
②いきいきセンター新旭川
③いきいきセンター神楽

①C
②B
③C

①②③共に,建物性能を維持す
るため,保全計画作成（第１期
～）

②施設保全計画策定
済

②当面は施設を維
持し,将来の少子高
齢化の進行状況や
集会施設に関する
施設再編の取組状
況等を踏まえ,機能
等の見直しを行
う。

－ － － － － 運営経費の削減 未定 － 物価状況等に特段
の変化があった際
には，改めて経費
圧縮を検討する。

ー ー ー ー ー ー － － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

0.3 3 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。

79 福祉保
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ター管理費

2

,

2

7

6

6

1

,

6

1

5

6

3

,

8

9

1

6

3

,

6

7

7

2

1

4

高齢者の社会参加と生
きがいづくり，健康の維
持増進及び世代間交流
を促進する場を提供する
ため，近文市民ふれあい
センターの施設管理運営
を行う。

近文市民ふれあいセンター B 建物性能を維持するため,保全
計画作成（第１期～）

施設保全計画策定済 当面は施設を維持
し,将来の少子高齢
化の進行状況や集
会施設に関する施
設再編の取組状況
等を踏まえ,機能等
の見直しを行う。

－ － － － － 運営経費の削減 未定 － 物価状況等に特段
の変化があった際
には，改めて経費
圧縮を検討する。

ー ー ー ー ー ー － － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

0.3 3 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

80 福祉保
険部
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老人福祉セ
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費
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高齢者が地域で安心して
暮らせるよう，各種の相
談に応じるとともに，健
康の増進，教養の向上及
びレクリエーション等の
場を提供するため，老人
福祉センターの施設管理
運営を行う。

①北部老人福祉センター
②東部老人福祉センター

①B
②B

①②共に,建物性能を維持する
ため,保全計画作成（第１期～）

①②共に,施設保全
計画策定済

①②共に,当面は
施設を維持し,将来
の少子高齢化の進
行状況や集会施設
に関する施設再編
の取組状況等を踏
まえ,機能等の見直
しを行う。

－ － － － － 運営経費の削減 未定 － 物価状況等に特段
の変化があった際
には，改めて経費
圧縮を検討する。

ー ー ー ー ー ー － － 経費圧縮は困
難である。

－ 現状を維持す
る。

0.3 3 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状を維持す
る。
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教育委員会の適切な運
営のため必要な経費（教
育委員報酬等）を計上す
る事業である。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 教育委員が参
加する会議旅
費であり,開催
側のweb環境
が整備されて
いない。

ー ー ー ー － － なし － 各種会議旅費
等は開催側が
オンライン環境
が当然に整備
されているこ
とが必須であ
る。

0.5 400 Ａ － Ａ － 0 － － － 各種会議につい
て，オンライン環
境が整備された
会議等がある場
合の活用を検討
する。

82 学校教
育部
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教育委員会事務局の適
切な運営のため，必要な
経費（会計年度任用職員
報酬等）を計上する事業
である。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 道教委派遣職
員の帰任旅費
は削減不可。
会議は開催側
のweb環境が
整備されてい
ない。

Ｂ ほぼ全て定期
購読図書の購
読料等であ
る。電子決裁
により一部削
減。

ー ー Ａ NHK受信料
及びFax借上
料等である。

なし 1 電子決裁によ
る紙削減額は
現時点で不明
（1千円とした）
会議旅費等は
オンライン環境
が当然に整備
されているこ
とが必須であ
る。

0.5 400 Ａ － Ａ － 14 8,996 Ｂ フルタイム職員
のほか，各業
務の繁忙期や
業務実施時に
おいて任用し
ている。

引き続き効率的
な事務執行を進
め，会計年度任
用職員の活用な
ど時間外業務の
削減に努める。
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小学校(51校）施設の適
切な管理運営のため必
要な経費（学校ﾌﾟｰﾙ管理
運営謝礼,学校事務用切
手等）を計上する事業で
ある。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 旅費は会計年
度任用職員の
通勤手当のた
め

Ａ 全て定期購読
図書の購読料
等であるため

Ａ 全て学校にお
いて用いる切
手代のため削
減は困難であ
る。

Ａ 各学校におけ
るFax借上料
及びNHK受
信料である。

なし － 学校での事務
用に係る経費
であり,引き続
き効率的執行
に取り組んで
いく。

1.0 200 Ａ － Ａ － 1 1,885 Ｄ － 引き続き効率的
な事務執行を進
め，会計年度任
用職員の活用な
ど時間外業務の
削減に努める。

84 学校教
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学校の運営管理に係る
事務費及び維持費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 会計年度任用
職員の交通費
のため

Ａ 法令追録代
（学校備付け）
ため

ー ー － － なし － 引き続き学校
の管理運営に
係る費用を支
出する。

3.0 600 Ａ － Ａ － 2 2,777 Ｄ － 業務量に対し人
員が不足してい
るため，引き続
き増員を要求す
る。

85 学校教
育部
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（小学校）
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へき地小規模校に通学
する児童の経費負担を
軽減し，へき地小規模校
の教育の振興を図るた
め，対象校が学校行事の
実施に当たり必要なバス
又はタクシーを借り上げ
る。また，旭川市教育奨
励賞の表彰を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 学校指定通知
書等の相手方
に通知しなけ
ればいけない
ため，紙によら
ない通知方法
は困難。

ー ー － － なし － 引き続き本市
の未来を担う
小学生の学校
教育の振興を
図る

0.2 10 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状でも業務量
としては多くは
ないが，本事業
の継続は必要と
考えるため，よ
り効率がよい業
務手順等を随時
検討しながら進
める。

86 学校教
育部
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中学校(26校）施設の適
切な管理運営のため必
要な経費（学校事務用郵
券等）を計上する事業で
ある。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 旅費は学校間
の職員移動の
ための在勤地
内旅費のため

Ａ 紙は学校にお
ける事務用で
あり削減は困
難である。

Ａ 全て学校にお
いて用いる切
手代のため削
減は困難であ
る。

Ａ 各学校におけ
るFax借上料
及びNHK受
信料である。

なし － 学校での事務
用に係る経費
であり引き続
き効率的執行
に取り組んで
いく。

1.0 200 Ａ － Ａ － 0 － － － 引き続き効率的
な事務執行を進
め時間外業務の
削減に努める。
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（学務課・中
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学校の運営管理に係る
事務費及び維持費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 実践研究（研
修会等）のため

Ａ 法令追録代
（学校備付け）
のため

ー ー － － なし － 引き続き学校
の管理運営に
係る費用を支
出する。

3.0 600 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務量に対し人
員が不足してい
るため，引き続
き増員を要求す
る。

88 学校教
育部
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（中学校）
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へき地小規模校に通学
する生徒の経費負担を
軽減し，へき地小規模校
の教育の振興を図るた
め，対象校が学校行事の
実施に当たり必要なバス
又はタクシーを借り上げ
る。ほか，中学生のため
の札響コンサートの開催
負担金。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 学校指定通知
書等の相手方
に通知しなけ
ればいけない
ため，紙によら
ない通知方法
は困難。

ー ー － － なし － 引き続き本市
の未来を担う
小学生の学校
教育の振興を
図る

0.2 10 Ａ － Ａ － 0 － － － 現状でも業務量
としては多くは
ないが，本事業
の継続は必要と
考えるため，よ
り効率がよい業
務手順等を随時
検討しながら進
める。
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小学校の学校給食調理
校の維持管理を行い，円
滑な学校給食を運営す
る。

－ － － － － － ○ － － － ①給食配送委託業務を直営（会計年度職
員の任用，配送車の購入等）に切換
（No.91と小中合算で約2,000万円を
見込む。）

20,000 人材・車両の確保が困難 経費圧縮の案は
人・車の確保等で
実施不可能である
ため，現状の委託
仕様を見直し経費
圧縮に努める。

Ｂ 給食従事者研
修会

Ｂ 会議等の資料
をデータで閲
覧することで
可能ではある

ー ー Ｂ 研修会をオン
ライン化する
ことで会場使
用料の削減は
可能ではある

なし 200 経費圧縮の案
（No.91と小
中合算で約
20万円）は実
施困難である
ため，現状の
会議の在り方
を見直し経費
圧縮に努め
る。

2
（小中合

算）

850
（小中
合算）

Ａ － Ｄ 任用関係，異
物混入対応，
配送業務事故
等対応など

300
人

（小中
合算）

約5.8億
円

（小中合
算）

Ｂ 単価×時間/日
×作業日数/年
×人数など

給食調理委託の
検討を視野に入
れつつ，人件費
圧縮に努める。

90 学校教
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校）

4

7

,

2

8

7

1

,

1

8

9

1

1

,

4

1

0

3

,

8

8

1 4

3

5

,

6

9

6

2

,

0

1

9

2

0

0

2

5

1

0

1

,

7

1

1

9

5

,

8

1

0

2

1

0

5

,

6

9

1

繰

入

5

,

6

9

1

学校保健安全法等に基
づく児童・就学時の健康
診断等の実施。児童の健
康管理及び学校の安全
と環境衛生の保持を目
的とした各種検査等の実
施。学校保健会の運営。

－ － － － － － ○ － － － R5当初予算においても，積算金額から
「年度当初契約の調整分」として100万
円削減されている状況でこれ以上の削減
困難。（物価上昇等で積算額が上がる可
能性あり）

－ － 現状では有効な経
費圧縮は難しい

ー ー Ｂ わずかではあ
るが電子決裁
システムによ
る紙の削減

ー ー Ａ 病院搬送時タ
クシーチケッ
ト，就学時健診
及び研修会
場，AED及び
複写機賃借で
必要最小限の
計上のため削
減困難

なし 10 電子決裁シス
テムの活用に
よるペーパレ
ス化を推進

５
(小中合
算)※管
理職1含

む

750
(小中
合算)

Ａ － Ｃ 就学時健診
（開催時期が
決まっている。
会場が小学校
など時間的制
約がある）

0 － － － 現状では有効な
経費圧縮は難し
い
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中学校の学校給食調理
校の維持管理を行い，円
滑な学校給食を運営す
る。

－ － － － － － ○ － － － ①給食配送委託業務を直営（会計年度職
員の任用，配送車の購入等）に切換
（No.89と小中合算で約2,000万円を
見込む。）

（No.89に
含む）

人材・車両の確保が困難 経費圧縮の案は
人・車の確保等で
実施不可能である
ため，現状の委託
仕様を見直し経費
圧縮に努める。

Ｂ 給食従事者研
修会

Ｂ 会議等の資料
をデータで閲
覧することで
可能ではある

ー ー － － なし （No.89に含
む）

経費圧縮の案
（No.89と小
中合算で約
20万円）は実
施困難である
ため，現状の
会議の在り方
を見直し経費
圧縮に努め
る。

（No.89
に含む）

（No.
89に
含む）

Ａ － Ｄ 任用関係，異
物混入対応，
配送業務事故
等対応など

（No.
89に
含む）

（No.89
に含む）

Ｂ 単価×時間/日
×作業日数/年
×人数など

給食調理委託の
検討を視野に入
れつつ，人件費
圧縮に努める。

92 学校教
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学校保健安全法等に基
づく児童・就学時の健康
診断等の実施。生徒の健
康管理及び学校の安全
と環境衛生の保持を目
的とした各種検査等の実
施。学校保健会の運営。

－ － － － － － ○ － － － R5当初予算においても，積算金額から
「年度当初契約の調整分」として20万円
削減されている状況でこれ以上の削減困
難。（物価上昇等で積算額が上がる可能
性あり）

－ － 現状では有効な経
費圧縮は難しい

ー ー Ａ 健診，感染症
対策，生理用
品の購入のみ
（用紙購入な
し）

ー ー Ａ 病院搬送時タ
クシーチケッ
ト，AED賃借
料で必要最小
限の計上のた
め削減困難

なし － 現状では有効
な経費圧縮は
難しい

（No.90
に含む）

（No.
90に
含む）
(小中
合算)

Ａ － Ａ － 0 － － － 現状では有効な
経費圧縮は難し
い
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

93 学校教
育部

0
4

1
1

3
4

0
1

東旭川学校
給食セン
ター管理費

1

0

8

,

7

3

2 7

4

8

,

0

2

5

1

5

0

6

5

2

0

9

2

,

1

6

7

7

1

,

9

5

5

1

7

5

3

7

1 1

1

3

1

,

8

6

7

1

3

1

,

4

1

8

4

4

9

東旭川学校給食センター
を管理運営し，給食受配
校に学校給食を提供す
る。

東旭川学校給食センター － 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～） 

安定した施設・設備
の稼働と円滑な施設
運営の確保及び継続

安定した施設・設
備の稼働と円滑な
施設運営の確保及
び継続

－ ○ － － － ・安定した施設・設備の稼働，円滑な施設
運営の確保及び継続のため，必要不可欠
な委託業務を効率的・効果的に執行する
よう努めている。
・経費圧縮の案は特にない状況。

－ － 現状では有効な経
費圧縮は難しい

Ａ 会議の形式等
は主催者側に
よるところ。

Ａ コピー用紙を
主に日常業務
に使用する必
要最小限のも
の。

Ａ 電話代を主に
日常業務に使
用する必要最
小限のもの。

Ａ コピー機を主
に日常業務に
使用する必要
最小限のも
の。

なし － 現状では有効
な経費圧縮は
難しい

9.0 1,239 Ａ － Ｂ 設備等の調
整・修繕，調理
実習室等貸室
対応ほか

51 89,60
0

Ｂ ・毎日４，０００
食を超える給
食の提供に当
たり，調理業務
の一連の作業
において，各セ
クションの業
務内容ととも
に，ローテー
ションを組む
中で必要とな
る人員を算
出。また，配膳
業務は，配膳
を必要とする
受配校10校に
各1人ずつ配
置。
・計画給食日
数は，小学校
194日・中学
校190日。
フルタイム１０
名以外のパー
トは，学校の１
～３学期毎の
雇用。

給食調理業務の
委託化の検討

94 学校教
育部

0
4

2
1

0
2

0
1

学校用務管
理費（小学
校）
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0
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2
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4

1

,

2

2

2

小学校の管理運営費で
あり，学校用務員にかか
る経費（１）報酬（２）給料
（３）職員手当等（４）旅費
（５）消耗印刷費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 業務指導によ
る学校巡回及
び通勤手当の
ためオンライン
化できない。

Ａ 作業着などで
ありペーパー
レス化できな
いため

ー ー － － なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

5.0 16 Ａ － Ａ － 16 7,620 Ｄ － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは児童への
学習環境に大き
な影響があるの
で，削減は困難
である。

95 学校教
育部
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学校施設管
理費（小学
校）
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,

0

0
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6

9

0

6

,

5
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,

4

7

3

2

,

7

7

8

小学校の維持管理費（１）
需用費（２）役務費（３）委
託料（４）使用料及び賃借
料（５）負担金

①日章小学校
②正和小学校
③大町小学校
④雨紛小学校
⑤台場小学校
⑥江丹別小学校
⑦嵐山小学校
⑧永山東小学校
⑨近文第２小学校
（※数が多すぎるため評価Eの施
設のみ記載）

E （いずれも）
統廃合対象（2020～2024
年度）

統廃合について担当
課と検討を行った。

保護者や地域との
協議を進める

－ ○ － － － ①機械警備
②消防用設備点検
③自動扉保守点検
④屋根雪おろし
⑤廃棄物の収集・運搬及び処分業務

8,290 統廃合による自然減が見込
めるが，学校があるうちは
児童への学習環境に大きな
影響がある。

統廃合された後も
施設の維持管理費
は必要となる。

ー ー Ｃ 防火管理者講
習会テキスト
について，講
習がオンライン
化されれば
ペーパーレス
となる可能性
はあるが，主
催者がオンラ
イン化するか
は不明であ
る。

Ａ 電話及びイン
ターネット料の
ためオンライン
化は不可であ
る。

Ａ 電柱の共架料
と電話設備賃
貸借料のため
クラウド化は
不可である。

なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

10.0 20 Ａ － Ａ － 0 － － － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは学校施設
の管理が必要で
あり，これを削
減すると児童へ
の学習環境に大
きな影響があ
る。

96 学校教
育部
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学校施設補
修費（小学
校）
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小学校施設及び付帯設
備の維持管理

①日章小学校
②正和小学校
③大町小学校
④雨紛小学校
⑤台場小学校
⑥江丹別小学校
⑦嵐山小学校
⑧永山東小学校
⑨近文第２小学校
（※数が多すぎるため評価Eの施
設のみ記載）

E （いずれも）
統廃合対象（2020～2024
年度）

統廃合について担当
課と検討を行った。

保護者や地域との
協議を進める

－ ○ － － － 危険木伐採・枝せん定 990 学校施設周辺の道路などに
危険木の枝葉が延び，枯葉
の散乱，強風による枝の落
下するなど歩行者等へ被害
を与えることが考えられる。

統廃合された後も
施設の維持管理費
は必要となる。

Ｂ 各種打合せ等
旅費　道教委

Ａ プール用ビ
ニールシートの
ためペーパー
レス化は不可

ー ー － － なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

3.0 20 Ａ － Ａ － 0 － － － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは学校施設
の修繕が必要で
あり，これを削
減すると児童へ
の学習環境に大
きな影響があ
る。

97 学校教
育部
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学校用務管
理費（中学
校）
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中学校の管理運営費で
あり，学校用務員にかか
る経費（１）報酬（２）給料
（３）職員手当等（４）旅費
（５）消耗印刷費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 業務指導によ
る学校巡回及
び通勤手当の
ためオンライン
化は不可

Ａ 作業着などで
ありペーパー
レス化できな
いため

ー ー － － なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

5.0 5 Ａ － Ａ － 3 1,408 Ｄ － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは生徒への
学習環境に大き
な影響があるの
で，削減は困難
である。

98 学校教
育部
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学校施設管
理費（中学
校）
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中学校の維持管理費（１）
需用費（２）役務費（３）委
託料（４）使用料及び賃借
料（５）負担金

①江丹別中学校
②嵐山中学校
③啓北中学校
（※数が多すぎるため評価Eの施
設のみ記載）

E ①②
統廃合対象（2020～2024
年度）

③
統廃合対象（2025～2029 
年度） 

統廃合について担当
課と検討を行った。

保護者や地域との
協議を進める

－ ○ － － － ①機械警備
②消防用設備点検
③自動扉保守点検
④屋根雪おろし
⑤廃棄物の収集・運搬及び処分業務

2,605 統廃合による自然減が見込
めるが，学校があるうちは
生徒への学習環境に大きな
影響がある。

統廃合された後も
施設の維持管理費
は必要となる。

ー ー Ｃ 防火管理者講
習会テキスト
について，講
習がオンライン
化されれば
ペーパーレス
となる可能性
はあるが，主
催者がオンラ
イン化するか
は不明であ
る。

Ａ 電話及びイン
ターネット料の
ためオンライン
化は不可であ
る。

Ａ 電話設備賃貸
借料のためク
ラウド化は不
可である。

なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

10.0 7 Ａ － Ａ － 0 － － － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは学校施設
の管理が必要で
あり，これを削
減すると生徒へ
の学習環境に大
きな影響があ
る。

99 学校教
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学校施設補
修費（中学
校）
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中学校施設及び付帯設
備の維持管理

①江丹別中学校
②嵐山中学校
③啓北中学校
（※数が多すぎるため評価Eの施
設のみ記載）

E ①②
統廃合対象（2020～2024
年度）

③
統廃合対象（2025～2029 
年度） 

統廃合について担当
課と検討を行った。

保護者や地域との
協議を進める

－ ○ － － － 危険木伐採・枝せん定 60 学校施設周辺の道路などに
危険木の枝葉が延び，枯葉
の散乱，強風による枝の落
下するなど歩行者等へ被害
を与えることが考えられる。

統廃合された後も
施設の維持管理費
は必要となる。

Ａ 体育館床ワッ
クス作業応援
のため市内学
校間の移動に
関する在勤地
内旅費のため
オンライン化は
不可

Ａ 体育館床ワッ
クスのため
ペーパーレス
化は不可

ー ー － － なし － 統廃合に向け
て，保護者や
地域との協議
を計画的に進
める。

2.0 7 Ａ － Ａ － 0 － － － 統廃合による自
然減が見込める
が，学校がある
うちは学校施設
の修繕が必要で
あり，これを削
減すると生徒へ
の学習環境に大
きな影響があ
る。
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富沢ふれあ
いの家管理
費
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旭川市の小中学生など
が教育課程に基づく宿
泊研修をはじめとする各
種研修，部活動等を行う
ため，施設の管理運営を
行う。

富沢ふれあいの家 E 利用状況を踏まえ，用途変更，
用途廃止を検討（第1期）

利活用会議を開催
し，関係各課と協議
を行った。

利用状況を踏ま
え，引き続き用途
変更，廃止を検討
する。

－ － － － － なし － － 利用状況を踏ま
え，業務の削減を
検討する。

Ａ 会計年度任用
職員の交通費
のため

Ａ 施設管理に最
低限必要な消
耗物品品費

Ａ 電話料
インターネット
環境なし

－ － なし － 利用状況を踏
まえ，経費の
削減を検討す
る。

0.2 0 Ａ － Ａ － 1 785 Ｂ 月８日，年間
100日程度

利用状況を踏ま
え，経費の削減
を検討する。

101 学校教
育部
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経済的理由により，就学
が困難と認められる児童
の就学を支援するため，
学用品費，給食費等につ
いて援助し，保護者の負
担を軽減する。

－ － － － － － ○ － － － 就学事務等統合システムに登録する外字
の作成更新委託料について，令和８年１
月以降の国のシステム標準化によるガバ
メントクラウドの移行に併せ，使用料及び
賃借料に含めることができないか検討す
る（ただし，システムの保守業者が変わる
場合は不可。）。

33 － 現状継続 Ａ 会計年度任用
職員の交通費
のため

Ａ 就学援助制度
に関するお知
らせを小中学
校全児童生徒
の保護者に配
付しており，紙
での配付が最
も効果的であ
るため。

Ｃ 就学援助に関
するお知らせ
を小学校入学
予定者がいる
全ての保護者
に郵送で周知
しており，周知
漏れを防ぐた
めにも紙での
配付が最も効
果的であると
考えていると
ころである。

Ｂ 国の標準化シ
ステム対象事
務であり，令
和８年１月から
ガバメントクラ
ウドに移行す
る。

経済的困窮者
への支援及び
市立小学校全
児童の災害共
済給付である
ため，経費圧縮
は不可。

－ 現状維持で継
続

3.0 100 Ｂ 入力作業
就学援助制度
に関するお知
らせの作成

Ｄ 申請書審査業
務
援助費の支給
事務

1 2,031 Ａ ・学校保健安
全法医療券の
発行及び医療
費支払事務
・災害共済給
付金の請求及
び給付金支払
事務
・就学援助費・
特別支援教育
就学奨励費の
申請審査

今後は，RPAの
活用により入力
作業や認定審査
時間の軽減が図
られることが見
込まれ，時間外
勤務の縮減につ
ながると思われ
る。

102 学校教
育部
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経済的理由により，就学
が困難と認められる生徒
の就学を支援するため，
学用品費，給食費等につ
いて援助し，保護者の負
担を軽減する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － 経済的困窮者
への支援及び
市立中学校全
生徒の災害共
済給付である
ため，経費圧縮
は不可。

－ 現状維持で継
続

3.0 100 Ｂ 入力作業
就学援助制度
に関するお知
らせの作成

Ｄ 申請書審査業
務
援助費の支給
事務

0 － － － 今後は，RPAの
活用により入力
作業や認定審査
時間の軽減が図
られることが見
込まれ，時間外
勤務の縮減につ
ながると思われ
る。

103 学校教
育部
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教職員活動
費（小学校）
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服務監督権者として道費
負担教職員の人事，服務
等を適正に管理するとと
もに，教職員の資質向上
のため研修を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ スキー実技研
修に係る講師
旅費であり，当
該研修はオン
ラインで実施
することはで
きない。

Ａ 教職員人事関
係の図書購入
費

ー ー Ａ 既に研修に係
る動画配信
サービスを活
用し，オンライ
ン化を進めて
いる。

なし － 集合研修など
オンデマンド
研修につい
て，それぞれの
効果や課題を
検証する。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 引き続き時間外
勤務が生じない
ように効率的に
業務を行ってい
く。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

104 学校教
育部
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教職員活動
費（中学校）
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服務監督権者として道費
負担教職員の人事，服務
等を適正に管理するとと
もに，教職員の資質向上
のため研修を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ スキー実技研
修に係る講師
旅費であり，当
該研修はオン
ラインで実施
することはで
きない。

Ａ 教職員人事関
係の図書購入
費

ー ー Ａ 既に研修に係
る動画配信
サービスを活
用し，オンライ
ン化を進めて
いる。

なし － 集合研修など
オンデマンド
研修につい
て，それぞれの
効果や課題を
検証する。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 引き続き時間外
勤務が生じない
ように効率的に
業務を行ってい
く。

105 学校教
育部

0
4

3
2

1
0

0
1

教育指導費
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各学校の安定した学校
運営並びに本市の教育
水準の維持・向上を図る
ため，教育課程，学習指
導，生徒指導等について
学校に指導・助言を行
う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 主催者が集合
形式で設定す
ることが想定
されるため

Ａ 紙ベースで各
学校に送付す
ることにより，
確実な周知及
び積極的な活
用を促すこと
が必要である
ため

ー ー － － 圧縮可能な経
費なし

－ 今年度予算以
上の経費の圧
縮は困難であ
る

7.0 300 Ａ － Ｂ 緊急的な事案
等に対する学
校の対応への
指導･助言，学
校訪問

1 2,175 Ｄ 特別支援教育
等に関わる児
童生徒の相
談，支援

次年度も継続し
て必要

106 社会教
育部
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旭川ゆかりの文学資料
の展示や市民の文学活
動の場，並びに教育委員
会所管事業及び関連事
業を推進する場として使
用する施設を管理する。

常磐館 C 大雪クリスタルホール国際会議
場を改修し，一部の機能の移転
を検討（第１期又は第２期）

具体的取組なし（移
転先施設の改修計画
の進展なし）

移転先として予定
されている大雪ク
リスタルホール国
際会議場について
は，一定の利用も
あることなどから，
改めて移転先等の
検討が必要と考え
ている。

－ － － － － 清掃業務委託料の圧縮 （委託料
の3%）

105

清掃回数・清掃日数等の削
減により，清潔かつ衛生的
な環境を常時保持すること
が困難となり，利用満足度
が低下する。

法定点検等に掛か
る経費は削減不能
なため，削減可能
な項目が限られる
とともに，圧縮に限
度がある。

Ａ 通勤手当のみ
の計上

Ａ 補修部品，トイ
レットペーパー
等，ペーパーレ
ス化と馴染ま
ない経費のみ
計上。

Ａ 電話料のみ計
上

－ － なし － 建物の使用に
係る最低限の
ランニングコス
トと修繕等の
現状維持費の
みの予算であ
り削減は困
難。

0.3 33 Ａ － Ａ － 6 7,424 Ｂ 管理人
1人×344日
ボイラー
1人体制×
159日
2人体制×
185日
時間外対応分
1人×45日
(336h）

施設及び旧式ボ
イラーの管理に
は常時駐在者が
必要だが，パー
ト勤務者に時間
外対応を求めて
いる状況であり
既に人員削減が
困難となってい
る。

107 社会教
育部
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社会教育部内の調整事
務，20歳を祝うつどい
の開催，社会教育の振興

－ － － － － － ○ － － － 各施設からの塵芥収集回数の減
※当該業務の契約差金で他業務の委託
料を捻出しているため，委託料全体の圧
縮は不可。

0 各施設のゴミ排出が滞り，
施設の衛生状態が悪くなる
可能性がある。
消防用設備等の点検ができ
なくなり法令に違反する。

今後，対象施設数
が減少でもしない
限り，経費圧縮は
困難である。

Ｃ 附属機関の委
員が参加する
会議（出張）も
あるため，市
だけで判断で
きない。

Ｃ 庁外関係者に
配付する資料
などは安易に
ペーパーレス
にはできな
い。

Ａ 郵送費は予算
計上していな
い。

－ － なし 10 大きな財源確
保は見込めな
いが，引き続
き経費圧縮に
努める。

5.0 885 Ｃ 文書の仕分
け，定例の支
出，庶務事務
システム入力，
他課への事務
連絡

Ｃ 庁外関係者と
の会議，参加
者が参加しや
すい日程での
事業開催

2 3,600 Ｄ － 業務量，業務内
容を変更しない
限り見直すこと
はできない。

108 社会教
育部
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市民の生涯学習活動及
び地域活動の拠点であ
る各公民館施設を適切
に管理提供する。

①中央公民館
②永山公民館
③東旭川公民館
④末広公民館
⑤江丹別公民館
⑥東鷹栖公民館
⑦神居公民館
⑧北星公民館
⑨新旭川公民館
⑩春光台公民館
⑪愛宕公民館
⑫東光公民館
⑬東旭川公民館瑞穂分館
⑭東旭川公民館日の出分館
⑮東鷹栖公民館第1分館
⑯東鷹栖公民館第3分館
⑰東鷹栖公民館第4分館
⑱西神楽公民館就実分館
⑲神居公民館上雨紛分館
⑳西神楽公民館

①C
②C
③C
④C
⑤C
⑥C
⑦C
⑧C
⑨C
⑩C
⑪C
⑫C
⑬D
⑭D

⑮C又
はD

⑯C又
はD

⑰C又
はD
⑱D
⑲D
⑳ー

①⑦共通基盤化の取組状況を
踏まえながら，建替えによらな
い手法で対応策を検討（第1
期）
②③⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑳建物性能
を維持するため，保全計画作成
（第1期～）
④建物の状況及び共通基盤化
の取組状況を踏まえながら施
設将来像を検討（第1期）
⑫団地建物の1階に設置してお
り，市営住宅に関する長寿命化
計画において建物性能の維持
を図る。
⑬⑮⑰公民館としては用途廃
止し，地域会館に移行を検討
（第1期）
⑭⑯⑲地域外からの利用が多
いことから，当面，公共施設と
して活用しつつ，建物の状況を
踏まえながら，必要に応じて，
地域会館の補助制度等により
対応検討（第1期）
⑱公民館としては用途廃止し，
必要性を整理し，地域会館の補
助制度等により対応検討（第1
期）

サウンディング型市
場調査の実施。
地域集会施設の活用
方針に例示された公
民館の位置付けの見
直しについて，社会
教育委員会議に諮問
し，答申を受けた。

答申を踏まえ，今
後の公民館の方向
性を整理する予
定。

－ ○ － － － ①清掃の回数減
②除排雪の回数減
※一部の業務は，他の業務の契約差金で
委託料を捻出しているため，委託料全体
の圧縮は不可。

①０
②０

①既に仕様を見直し経費を
圧縮しているため，これ以
上の清掃回数減を行うと利
用者からの苦情や，乳幼児
や児童，高齢者の健康確保
について支障をきたすおそ
れがある。
②現状においても除排雪回
数を抑えているため，これ
以上削減すると，駐車場内
での車の立ち往生や駐車ス
ペースの減少が発生し，利
用者に大きな不便を強いる
こととなる。

現在の施設数を維
持し続ける限り，こ
れ以上の経費圧縮
は困難である。

Ｂ 公民館内の定
例会議

Ｂ 起案文書の電
子決裁化分

Ａ 電話料のみで
あるため

－ － テレビ廃止によ
るＮＨＫ受信料
の削減

（旅費）
3

（消印費）
1

（その他）
18

大きな財源確
保は見込めな
いが，引き続
き経費圧縮に
努める。

10.5 765 Ｃ 窓口業務 Ａ － 50 90,254 Ｃ 1館あたり
事務補助1人
工（12か月）
（中央・永山は
２人工）
専門指導員1
人工（12か月）
有休代替職員
10人工（年間
200h）

業務量・業務内
容を変更しない
限り見直すこと
はできない。
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中央及び地区図書館の
施設の維持管理，図書館
資料の整理及び利用促
進，移動図書館の運行，
自動車文庫の運営，図書
館ネットワーク整備及び
電算化，分室の運営充実

①中央図書館
②末広図書館
③永山図書館
④東光図書館
⑤神楽図書館

①B
②A
③C
④A
⑤C

①～⑤
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～） 

サウンディング型市
場調査の実施。
他都市の状況を調査
し，調査結果をもと
に，指定管理者制度
を含めた運営形態ご
とのメリット・デメ
リット等の整理，比較
検討を行った。

現時点では，現在
の管理運営方法が
最良と考えている
が，今後も経費削
減や市民サービス
の向上に向けた管
理の在り方につい
て検討を行う。

－ － － － － 仕様見直しによる委託業務の削減及び中
止

300 利用者サービスの低下 委託料の削減はこ
こ数年続けており
既に限界を迎えて
いるが，可能な限
り業務の見直しに
より削減を検討す
る。

Ｂ オンラインに対
応している研
修

Ｂ 事務処理用紙
（電子決裁によ
る）

Ｂ 利用者・業者・
関連団体への
郵送を電子
メールに変更

Ａ 現在使用して
いる図書館情
報システムの
プログラムは
クラウド化で
きないため。

光熱水費や消
耗印刷費の節
約

145 引き続き更な
る節約や業務
改善を検討し，
経費削減を行
う。

10.0 465 Ａ － Ｃ 祝日開館
夏冬休み月曜
開館

87 135,928 Ｄ － 恒常的に正職員
の病休などによ
る欠員が多い
中，正職員を会
計年度任用職員
に置き換えてき
た経緯があり，
これ以上の削減
は難しい。
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市民ニーズに対応するた
め図書資料等の充実を
図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 全て図書資料
購入費である
ため

ー ー Ａ 電子書籍購入
費でありクラ
ウド化済みの
ため

なし － 市民サービス
に直結する事
業であり，図書
館業務の根幹
であることか
ら削減は難し
い。

7.0 15 Ａ － Ａ － 0 － － － 恒常的に正職員
は病休などによ
る欠員が多く，
これ以上の削減
は難しい。

111 社会教
育部
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科学知識の普及・啓発を
目的とした社会教育施設
の管理，運営を行う。

科学館 A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

サウンディング型市
場調査実施，

指定管理制度につ
いて，受け手とな
り得る見込みのあ
る企業・団体等の
発掘・調査や導入
に向けた課題の整
理などを行う。
施設の予防保全を
図り，長寿命化を
目指す。

－ － － － － なし － － 現時点において委
託料の一部が差金
対応となっており，
更なる圧縮は困難
である。

Ａ 会議主催者が
オンラインによ
る会議の整備
をしていない
ため。

Ｂ 電子決裁シス
テムの導入に
伴う起案文書
や回覧文書用
の紙。

Ａ 郵送先がデジ
タル情報受信
に対応してい
ないことや納
付書のように
紙で郵送する
必要があるた
め。

Ａ 現在使用して
いる発券機管
理システムは，
外部接続でき
ないため対応
不可。

電子決裁シス
テムの導入に
伴うトナーやイ
ンクカートリッ
ジに係る費用。
児童生徒に配
布しているお
知らせをタブ
レットに送信で
きれば，更に
ペーパレスに繋
がる。

120 児童生徒のタ
ブレットへのお
知らせ送信の
実施について
は，R6から検
討する。

6.0 153 Ａ － Ｂ 休館日に行わ
れる会議や保
守点検業務の
立会等

11 22,721 Ｄ － 現時点でも人数
不足であり,人
工を削減するの
は困難である。
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神楽市民交
流センター
管理費
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複合施設の開設により，
多くの市民の交流空間
を創設するとともに，生
涯学習活動推進のため
の拠点機能を整備充実
する。

神楽公民館 C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第1期～）

サウンディング型市
場調査の実施。
地域集会施設の活用
方針に例示された公
民館の位置付けの見
直しについて，社会
教育委員会議に諮問
し，答申を受けた。

答申を踏まえ，今
後の公民館の方向
性を整理する予
定。

－ － － － － ①清掃の回数減
②除排雪の回数減
※一部の業務は，他の業務の契約差金で
委託料を捻出しているため，委託料全体
の圧縮は不可。

①０
②０

①既に仕様を見直し経費を
圧縮しているため，これ以
上の清掃回数減を行うと利
用者からの苦情や，乳幼児
や児童，高齢者の健康確保
について支障をきたすおそ
れがある。
②現状においても除排雪回
数を抑えているため，これ
以上削減すると，駐車場内
での車の立ち往生や駐車ス
ペースの減少が発生し，利
用者に大きな不便を強いる
こととなる。

施設の現状を維持
し続ける限り，経費
圧縮は困難であ
る。

ー ー Ｂ 起案文書の電
子決裁化分

Ａ 電話料とイン
ターネット回線
料のみのため

－ － なし （消印費）
1

大きな財源確
保は見込めな
いが，引き続
き経費圧縮に
努める。

4.0 427 Ｂ 財務会計入力
等

Ａ － 0 － － － 業務量・業務内
容を変更しない
限り見直すこと
はできない。

113 社会教
育部
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芸術文化の振興及び文
化財の保全を図るため，
旭川市文化賞や教育長
賞の授与，文化財の管理
保全等の文化振興に関
する事業を実施する。

①永山戸長役場
②養蚕民家
③上川郡農作試験所事務所棟
④旧宮北邸

①A
②A
③A
④ー

①④歴史的建造物としての維
持管理
②③文化財としての維持管理

各種委託及び修繕に
よる維持管理

必要な修繕等を施
しながら適切な維
持管理を継続す
る。

－ ○ － － － ①旧宮北邸，養蚕民家等の屋根除雪委託
料の圧縮
②文化財機械警備委託料の圧縮

（委託料
の3%）

①12
②32

①降雪量によっては文化財
の損壊を招く危険性が高
く，補修に迫られた場合は
通常の建造物よりも高額な
費用が見込まれる。
②機械警備の仕様見直しに
より悪戯，火災等の被害リ
スクが増加する。

条例に定める文化
財の適正な保存を
継続していくため
には現状以上の圧
縮及び削減は困
難。

Ｂ 文化財関係打
合せは電子
メール等の活
用により出張
回数の削減が
可能。

Ａ 追録代，文化
賞記念冊子作
成費等，ペー
パーレス化に
馴染まない経
費のみ計上。

Ａ 機械警備回線
使用料のみ計
上。

－ － なし 10 市は文化の振
興に関する施
策実施に必要
な財政上の措
置を講じなけ
ればならない
と条例で定め
られており，経
費削減は困
難。

0.5 61 Ａ － Ｃ 祝日における
文化賞贈呈式
の実施。

1 1,081 Ｃ 通年（12か月） 会計年度任用職
員が行う文化財
の日常管理業務
の費用対効果か
ら，現状どおり
とする。
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市民文化会館及び公会
堂の施設管理・運営を円
滑に実施する。

①市民文化会館
②公会堂

①Ｂ
②Ｃ

①第１期において公会堂を含
めて取組内容を整理し，第２期
を目途に実施を検討
②市民文化会館との機能集約
を検討 

①サウンディング型
市場調査実施，施設
整備の方向性につい
て検討・関係部局と
協議
②サウンディング型
市場調査実施，市民
文化会館の整備に含
め検討

①建替えに向け，
取組を進める（R5
～13）。
②耐用年数を踏ま
え，文化会館への
機能集約を検討す
る（R5～13）。

－ － － － － ①使用頻度等を踏まえた清掃業務仕様の
次期契約からの見直し（長期継続契約R8
～）
②文化会館の人的警備業務の警備時間
等仕様の次期契約からの見直し（長期継
続契約R8～）

①②計
614

①清掃が行き届かない場所
の発生や臨時的な清掃の人
員不足により，利用者サー
ビスが低下する。
②夜間早朝対応の人員が不
足し，施設運営に支障が生
じ，延長利用を希望する利
用団体が利用できないなど
の影響を受ける。

R8からの業務委
託について仕様の
見直しを検討する。
※②を見直す場
合，管理業務等他
の経費が増加しな
いような検討と機
械警備の仕様変更
（経費増の有無の
確認）が必要
※契約更新時に
は，人件費の増が
見込まれるため，
仮に仕様を見直し
ても，委託料が上
昇する可能性があ
る。

Ａ 現在も必要最
低限の予算計
上であり，直接
出張して調整
が必要な事案
の場合のみ執
行しているた
め

Ｂ 文書管理・電
子決裁の導入
によるコピー
用紙の減
※施設運営に
必要な紙類の
削減は困難

Ａ 公会堂電話料
や全庁ネット
ワーク利用に
伴うネット回線
使用料のみ予
算計上

－ － なし 12 施設管理運営
の必要経費の
ため，大幅な
削減は困難で
あるが，日常
の管理運営で
節減に努め
る。

2.0 341 Ｃ 支払事務，使
用料還付事務

Ｄ 運営審議会開
催，コロナ減員
等による人員
不足

0 － － － ・文化会館の建
替えにあわせ
て，管理運営手
法などアウト
ソーシングの検
討を進める。
（R5～R11）
・管理運営業務
と並行し，文化
会館建替え検討
業務を行ってい
るが，日常業務
で時間外が多く
発生しており，
早期に人員体制
の見直しが必要
である。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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大雪クリス
タルホール
管理費
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大雪クリスタルホールの
施設管理・運営を円滑に
実施する。

大雪クリスタルホール B 音楽堂：建物性能を維持するた
め保全計画策定（第１期～）　国
際会議場：民間事業者（貸室）
において代替可能であるため，
改修し常磐館の機能の一部を
移転することも検討（第１期又
は第２期）

サウンディング型市
場調査実施

建物性能を維持す
るため，施設保全
計画等に基づき計
画的な改修を行
う。
※国際会議場は常
磐館の一部機能の
移転先となってい
るが，一定の利用
もあることなどか
ら，常磐館の移転
先としてふさわし
いかを改めて検討
するとともに，部
内で常磐館の移転
先等について検討
していく。

－ － － － － ①清掃頻度など仕様の次期契約からの見
直し（長期継続契約R6～）
②外構・緑地等維持管理仕様の次期契約
からの見直し（長期継続契約R6～）

①②計
500

①清掃が行き届かない場所
の発生により利用者サービ
スが低下する可能性があ
る。
②外構の清掃が行き届かな
い場所の発生や周辺環境の
悪化，施設イメージの低下
につながる可能性がある。

R６年度からの業
務委託について仕
様の見直しを検討
する。
※契約更新時に
は，人件費の増が
見込まれるため，
仮に仕様を見直し
たとしても，委託料
が上昇する可能性
がある。

Ａ 委託業務に係
るプロポーザ
ルの審査委員
旅費であり，外
部委員を含む
複数人による
当該審査をオ
ンラインで行う
のは困難であ
るため。

Ｂ 文書管理・電
子決裁の導入
によるコピー
用紙の減
※施設運営に
必要な紙類の
削減は困難

Ａ 電話料とWi－
Fi回線使用料
のみ予算計上

－ － なし 20 施設管理運営
の必要経費の
ため大幅な削
減は困難であ
るが，日常の
管理運営での
節減に努め
る。

2.0 195 Ｃ 支払事務，使
用料還付事務

Ｃ 運営協議会開
催

0 － － － 管理運営手法な
どアウトソーシ
ングの検討を進
める。
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井上靖記念館の管理・運
営により，文学の振興を
目指す。指定管理によ
り，青少年ｴｯｾｰｺﾝｸｰﾙ，年
4回の企画展のほか，講
座等の開催やSNSによ
る情報発信を積極的に
実施している。

井上靖記念館 Ａ 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

保全計画に基づき改
修費等を予算要求
（予算措置なし）

保全計画の遂行 － － － － － ①指定管理料の削減
②生垣剪定委託の廃止

①593
②57

①指定管理者による事業実
施回数の減少や事業の質の
低下を招き，施設利用者数
の減少や市民及び観光客の
関心の希薄化に繋がる。
②隣接する民家に害虫等の
影響が及び，地域の美観を
損ねる。

委託料の大幅な削
減を図るために
は，条例で定めて
いる休館日，開館
期間等を含め，施
設運営方針に関す
る抜本的な見直し
が必要であり，即
時削減は困難。

ー ー ー ー ー ー － － なし － その他の経費
に裁量の余地
がなく削減困
難。

0.1 28 Ａ － Ｃ 週休日におけ
る事業の実
施。

0 － － － 運営管理の大部
分を指定管理者
に委託している
ことから，人件
費削減は困難。
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彫刻美術館及び分館の
運営と，彫刻美術館（井
上靖
記念館共用部含む。）及
び分館の維持管理を行
う。

①中原悌二郎記念旭川市彫刻美
術館
②彫刻美術館ステーションギャラ
リー

①A
②C

①文化財としての維持管理
②継続

①サウンディング型
市場調査の実施（参
加者なし）。隣接する
井上靖記念館との一
体発注による管理委
託経費の削減。

人員体制などを見
据えた施設の在り
方について，美術
館協議会からの意
見を参考にしつ
つ，毎年度の状況
を踏まえた維持管
理を行う。

－ － － － －
隣接する井上靖記念館との一体発注によ
る管理委託経費の削減は実施済みで，新
たな経費圧縮は困難な状況。

0 － 今後の経費削減は
困難

Ａ 通期手当のみ
計上

Ｃ 時期尚早。
電子決裁への
対応が安定し，
紙出力の取捨
選択が明確に
なる段階で検
討。

Ｃ 郵送は市民等
に対するもの
であり，内部処
理とは違うた
め，慎重な対
応が必要。

－ － なし 0 設置目的であ
る立体作品を
中心とした美
術振興等を仮
想空間で実現
できる段階と
ならなければ，
経費圧縮は困
難。

0.9 104 Ａ － Ｂ 休館日でしか
対応できない
施設点検，維
持管理業務の
監督など。

22 15,649 Ｃ ギャラリー管
理人（１人工１
２か月），本館
事務補助（３人
工１２か月），
ギャラリー事
務補助（１人工
１２か月）

AIやロボットに
よる無人化等を
行っても十分に
市民サービスが
提供できる段階
を見極めながら
見直しを検討す
る。
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博物館の管理運営 博物館 C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第1期～）

サウンディング型市
場調査の実施（参加
者なし）

大雪クリスタル
ホール保全計画に
基づく維持管理を
行い，収蔵物を活
用しながら来館者
増に向けて取り組
む。

－ － － － － 常設展示保守点検業務の展開数の減（年
3回から1部業務を年2回に）

192 展示の破損や不具合が発生
した場合，その修理・復旧に
半年程度要することにな
り，観覧者に本来の展示体
験を提供できない。

展示室を良好な状
態に保つことは，博
物館として最低限
行わなければなら
ないことであるた
め，展示室の維持
管理，保守の水準
を落とさない範囲
で引き続き委託料
の圧縮に努める。

Ａ 対面で調査・
情報交換する
ことに意義が
ある出張しか
ないため。

Ａ 博物館内で配
布するチラシ
用の紙しか購
入しておらず，
ペーパーレス
化できないた
め。

ー ー － － なし － 今後も効率的
な予算執行に
努める。

0.5 70 Ａ － Ｃ 博物館協議会
の開催，保守
点検業務立会

3 7,174 Ｄ 観覧者窓口対
応（フルタイム
2人），団体対
応（パート1人）

観覧者窓口対応
業務を委託業務
にすることで経
費を削減できな
いかR6から検
討する。

119 観光ス
ポーツ交
流部

0
5

3
1

0
4

0
1

学校施設ス
ポーツ開放
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地域住民が生涯にわた
りスポーツに親しみ，健
康と体力の維持増進を
図る。
学校施設である体育館
やグラウンドを各スポー
ツ団体に開放する。

－ － － － － － ○ － － － ①収納事務委託：利用券販売１件につき１
１０円の委託料を支払っているが，LoGo
フォームでの利用券販売（使用料の収納
あり）が可能となった場合，１／４程度削
減となる可能性がある。

57 金券送付となるため，購入
者は送料（簡易書留相当）の
負担がある。

LoGoフォームで
の料金収納が可能
となり次第，調整す
る。

Ａ 任用職員の通
勤手当のため

Ａ 主にスポーツ
用品の購入に
使用している

ー ー － － なし － 継続して見直
しできる箇所
を模索する。

1.0 35 Ａ － Ａ － 1 1,886 Ｃ １２ヶ月分 継続して見直し
できる箇所を模
索する。
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（スポーツ
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スポーツ行政の一般管
理事務費及びスポーツ
施設を管理運営を行うこ
とで，市民にスポーツの
場を提供し，市民スポー
ツの推進に資する。

①カムイスキーリンクス
②総合体育館
③東地区体育センター
④忠和テニスコート
⑤柔道場
⑥旧神居古潭駅舎
⑦富沢クロスカントリーコース
⑧（借上）大成市民センター

①A
②B
③B
④D
⑤C
⑥A
⑦－
⑧C

①③建物性能を維持するため，
保全計画作成（第１期～）
②⑧第１期において大会対応
施設の将来像に関する検討
④第１期において民間事業者
によるサービス提供への移行
検討
⑤東光スポーツ公園複合体育
施設（武道館）と機能が重複す
るため，現利用者の利便性を
考慮した取組と併せて廃止を
検討
⑥文化財としての維持管理
⑦事後保全

①作成済
②協議中
③作成済
④未着手
⑤未着手
⑥⑦なし
⑧協議中

②⑧継続して協議
する。
④コロナ後の施設
利用の状況把握に
努める
⑤総合体育館の施
設改修の状況によ
り利用者の意見を
聴取する。

－ ○ － － － なし － － 見直しできる箇所
を模索する

ー ー Ａ すでに不足し
ており削減で
きる余地なし

Ａ 施設の電話代 Ａ 土地等利用料
のため

なし － 継続して見直
しできる箇所
を模索する。

1.0 325 Ａ － Ｃ 指定管理者の
選定委員会や
施設の現地確
認が必要な時
など

0 － － － 継続して見直し
できる箇所を模
索する。
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アリーナ貸し館業務を行
うことにより，本市ス
ポーツ振興及び文化振
興を行う。

大雪アリーナ A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

作成済 － － － － － なし － － 見直しできる箇所
を模索する

ー ー ー ー ー ー Ａ 建物の賃借料
のため

なし － 1.0 30 Ａ － Ｃ 指定管理者の
選定委員会や
施設の現地確
認が必要な時
など

0 － － － 継続して見直し
できる箇所を模
索する。
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市民のスポーツへの関心
を高め，本市のスポーツ
推進を図るため，スポー
ツ推進委員の活動推進
やスポーツ賞の贈呈など
の各種事業を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 推進委員の資
質向上を目的
に行われる研
修会等が，現
状オンライン対
応となってい
ないため。

Ａ すでに不足し
ており削減で
きる余地なし

ー ー Ａ 表彰等の会場
使用に係る必
要経費として，
確保すべきも
のであるた
め。

なし － 継続して見直
しできる箇所
を模索する。

1.0 748 Ａ － Ｃ スポーツ推進
審議会及びス
ポーツ推進委
員に係る各種
会合等の実施

0 － － － 継続して見直し
できる箇所を模
索する。
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工芸センターの施設及び
機械の維持管理・運営，
事務執行等を行う。

（借上）工芸センター事務室・工
房・研究室

C 継続 施設及び機械の適切
な維持管理

施設及び機械の適
切な維持管理を継
続

－ － － － － ー ー ー ー Ａ オンライン化を
前提とした予
算を編成済み
のため

Ａ 紙使用量削減
を前提とした
予算を編成済
みのため

Ａ 電話料金のみ
のため

－ － 施設賃貸借面
積の縮小

未定 R5年度中に，
施設賃貸借面
積縮小につい
ての可能性を
検討する。

1.0 5 Ａ － Ａ － 1 1,915 Ｄ － 現行体制を維持
しつつ，時間外
の更なる圧縮等
に取り組む。

124 経済部 0
6

1
1

2
6

0
1

施設管理費

9

3

1

0

2

2

6

3

,

2

6

5

5

,

1

5

2

2

0

5

7

6

7

,

3

5

2

4

1

7

2

5

1

7

,

1

3

6

1

4

,

8

3

4

2

,

3

0

2

工業技術センターの施設
管理及び運営を行う。

工業技術センター A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

付帯設備の修繕，照
明のLED化，空調設
備やWi－Fiの設置な
ど。

付帯設備の修繕を
行いながら建物性
能を維持するため
の設備更新を行っ
ていく。

－ － － － － 清掃業務委託料について
毎日や週２の清掃箇所を見直し清掃回数
を減少する。

－ センターの利用者，入居者
及び職員に一定程度影響が
ある。

清掃回数を見直す
ことで，委託額の減
額を見込めるが，
貸館や機械利用等
で来所する事業者
が不衛生な環境で
使用することにな
りうるため，令和6
年度の契約時に
は，利用者に迷惑
がかからない範囲
で仕様書を見直す
こととする。

Ａ 会議をオンラ
イン開催とす
るかは主催者
の判断による
ため

Ｂ 電子決裁によ
る削減分

Ｂ 委託，賃貸借
契約事務手続
きに係わる費
用。各団体へ
の情報提供。

－ － 施設全体の蛍
光灯をＬＥＤ化
し，電気料の縮
減や蛍光管交
換費用を圧縮
する。

電気料予算額の
５％程度

施設全体の蛍
光灯をＬＥＤ化
するには一定
程度，費用が
発生するため
3回（実習試験
室，1階，2階）
に分けて予算
要求する。

1.5 35 Ａ － Ａ － 0 － － － 施設規模・利用
頻度に応じ最低
限の人工で業務
を行っているた
め，現状維持が
妥当である。

125 経済部 0
6

2
1

0
9

0
1

木工芸指導
行政費

1

,

7

0

7

2

6

7

2

0

2

1

5

3

7

3

3

5

7

7

4

1

,

0

8

7

1

4

3

1

8

4

,

2

6

1

-

2

,

7

8

9

7

,

0

5

0

木工，窯業技術等に関す
る技術指導，製品開発，
人材育成のほか，機械の
貸出し及び依頼試験等
を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 技術担当者会
議等につい
て，オンライン
開催されるも
のについて
は，オンライン
で参加する。

Ａ 紙類の購入予
定なしのため

ー ー Ａ サーバ，CAD
システム等の
賃借料のため

なし 未定 オンライン開催
の会議には原
則としてオン
ライン参加す
ることで旅費
の圧縮を図
る。

6.0 40 Ａ - Ａ - 1 1,997 Ｄ － 現行体制を維持
しつつ，時間外
の更なる圧縮等
に取り組む。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

126 経済部 0
6

2
1

1
0

0
1

技術指導行
政費

5

,

6

4

5

1

2

1

1

,

5

7

3

7

1

6

1

,

7

1

1

6

1

6

0

1

1

9

,

8

9

8

-

6

1

1

1

0

,

5

0

9

試験・研究及び技術指導
を行い，機械金属工業等
の技術向上を図る。

－ － － － － － ○ － － － なし － － レーザー加工機保
守点検業務委託及
びプレスブレーキ
等定期検査業務委
託について，実施し
なければならない
検査であったり，機
械を安全に稼働さ
せるために必要な
業務であり，実施せ
ず故障した場合に
は施設の機器利用
料に大きく影響す
ることから現状維
持が妥当である。

Ａ 会議をオンラ
イン開催とす
るかは主催者
の判断による
ため

Ｂ 電子決裁によ
る削減分

ー ー － － なし － 機械に使用す
る消耗品を効
率よく購入す
るなど，工夫す
るものの材料
等の高騰の影
響を受け物の
値段が上がっ
ているため，ど
こまで費用を
削減できるか
見通せない現
状である。

2.5 150 Ａ － Ｃ 土日の貸館対
応や体験教室
等のイベント開
催

2 5,721 Ｄ － 当センターで
は，事業者向け
に機器使用や研
修会の開催及び
公設試として依
頼試験等を技術
職が実施してお
り，技術職の正
職員1名では業
務遂行が困難な
分を会計年度任
用職員を雇用し
ている状況で，
最低限必要な人
数を雇用してい
るため現状維持
が妥当である。

127 経済部 0
6

2
2

0
6

0
1

労働行政費

2

8

5

1

3

0

0

3

7

9

3

7

9

就労の促進,人材の確保
と育成，勤労者福祉の向
上を図るため，労働団体
への助成や関係機関と
の連絡調整等を実施。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 会議等はオン
ラインで対応
済。現地で開
催される就職
説明会等はオ
ンラインでの
対応は困難。

Ｂ 電子決裁によ
り一部削減は
可能。

ー ー － － 補助金につい
て，対象経費の
見直し。

5 令和６年度よ
り消耗印刷費
を削減。

0.1 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 現行体制を維持
する。

128 経済部 0
6

2
2

1
3

0
1

振興行政費

2

7

8

1

4

6

2

8

6

3

8

1

2

4

7

2

5

3

0

3

0

,

4

8

9

3

2

,

2

5

1

3

2

,

1

6

2

8

9

中小企業の振興･育成を
支援することにより，地
域経済の活性化と雇用
の促進を図るため，経営
指導等に対する助成，中
小企業等の組織化の促
進，地域企業活動の支援
等を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 旅費の主な使
途は経済部長
の東京旭川会
等出席であり
総合政策部の
判断必要。事
務的な打合せ
は既に必要時
オンライン活用
中。

Ｂ 電子決裁の活
用及び「経済
部 施策の概
要」の印刷部
数減により，コ
ピー用紙削減
可能。

Ａ 郵送料は予算
持っていない。
FAX通信は総
務部へ移管さ
れる予定と聞
いているの
で，削減するも
のが無い。

Ａ ・FAX賃貸借
→総務部移管
・電子複写機
使用料→電子
決裁の活用に
より，複写機
使用料削減可
能。

なし 3 電子決裁の活
用及び「経済
部 施策の概
要」の一部ペー
パーレス化は
直ちに取り組
む。

1.0 130 Ｂ 資料（施策の
概要・予算決
算説明資料）
の製本業務

Ａ － 0 － － － 既に単純作業
は，会計年度任
用職員（旭川高
等支援学校卒業
生）にお願いす
るなどし，削減
を図っており，
これ以上の労働
時間減は困難。

129 経済部 0
6

2
2

1
4

0
1

金融相談行
政費

1

0

8

1

9

1

9

1

中小企業振興資金融資
事業の執行に活用する
ため，金融相談及び中小
企業融資制度の運用に
係る関係機関との連絡
調整，金融施策研究及び
金融情報収集を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ リアル開催の
会議であり，オ
ンライン配信
はないため。

Ａ 金融関係情報
冊子の購読料
のため。

ー ー － － 圧縮可能な経
費なし

－ 圧縮可能な経
費がないた
め，改善・対策
することは困
難である。

1.0 2 Ａ － Ｂ 事業者からの
金融相談

0 － － － 事業者の都合で
の時間外となる
ため，改善・対策
をすることは困
難である。

130 経済部 0
6

2
2

1
9

0
1

産業振興行
政費

1

3

4

5

1

3

3

6

1

2

3

6

4

4

-

6

5

5

1

,

2

9

9

市内の中小企業等を振
興するため,情報収集や
連絡調整,関係機関との
連携を行う。
具体的には,旅費のほか
事務環境整備費用（電話
代,ＦＡＸ代,コピー用紙代
など）を支出。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ オンライン対応
可能な会議は
既に対応済
み。現行の旅
費は，複数の
自治体と連携
した創業計画
策定やビジネ
スプランコン
テスト開催，中
小企業関連の
支援策協議等
により，細かな
コミュニケー
ションが求め
られるためオ
ンライン化は
難しい。また，
オンラインで
は，得がたい
情報などもあ
り，市外への出
張を優先的に
行っているた
め，在勤地内
旅費の圧縮も
不可能。

Ｂ ファイル代，封
筒代，トナー
カートリッジ
代，コピー用紙
代がメイン。電
子決裁システ
ムの導入や通
常業務におけ
るペーパーレ
ス化（補助金申
請の電子化な
ど）により上記
の費用は削減
可能。

Ａ 電話代がメイ
ン。デザイン関
連業務，フード
フォレスト構
想，大阪万博，
菓子博など，
当課において
は年々，新規
業務のボ
リュームが増
えており，むし
ろ予算が足り
ないところ。令
和４年度にお
いては予算が
足りず流用を
行った。

Ｃ コピー代及び
FAXがメイ
ン。当課にお
いては複数の
協議会事務局
を担当してい
る。当該業務
においては，
総会や契約な
どの事務面に
おいてコピー
及びFAXが必
要。当課が直
接的に実施す
る補助金や計
画申請受付業
務などにおい
ては，ペー
パーレス化を
実施済。

補助金申請受
付，国関連の計
画策定，計画申
請受付などの
業務において，
紙媒体で対応
していたものを
電子化するな
ど，引き続き，
ペーパーレス化
を実施する。

0 令和６年度以
降は，消耗印
刷費を中心に
見直す。

0.1 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 少ない人数で、
様々な業務を遂
行している中、
デザイン施策な
ど新たな業務が
増えているが、
効率的な執行を
模索しながら対
応していく。

131 農業委
員会事
務局

0
6

2
3

0
1

0
1

農業委員会
運営費

1

9

,

5

0

2

1

2

,

6

0

1

7

2

5 5

1

,

3

6

5

5

0

1

,

1

8

0

1

,

4

0

1

5

7

1

6

7

5

5

3

8

1

,

2

7

0

3

8

,

7

8

5

1

4

,

7

5

4

2

0

,

6

7

4

3

,

3

5

7

農業委員会は，農業・農
業者の公的代表機関とし
て法的な必置義務があ
り，地域の農業振興に資
するため，次の主要業務
を行っている。
１ 法令に基づく必須業務
農地法等の関係法令に
基づく農地の権利移転，
転用等に係る許認可や，
農地等の利用の最適化
（担い手への農地利用集
積・集約化，耕作放棄地
の発生防止・解消，新規
参入の促進）の推進
２ 法令に基づく任意業
務
法人化・経営合理化や担
い手対策，農業に関する
調査及び情報提供など
これらに関する業務のほ
か農業委員による日常
の相談業務等の実施
その他，農業者年金や農
地中間管理事業に係る
業務
３ 関係行政機関等への
農地利用最適化推進施
策についての意見提出

－ － － － － － ○ － － － なし － － GIS端末保守委託
のみ。圧縮可能な
ものはない。

Ｃ ①市が主催し
ている会議は
ないため，主
催者次第。
次の旅費は，
R4はオンライ
ン参加可能
だったが，R5
は不明。
農業委員会職
員現地研究会
（首都圏）
76,220円(2
泊)×1人×1回
＝76,220円

②次の旅費
は，人事異動
等に左右され
る。新任研修
会のため。
農業者年金新
任研修会
22,210円×1
人×1回＝
22,210円

Ｃ 令和４年度冬
季に国の支援
を受けて導入
したタブレット
端末１２台によ
り，今年度より
農業委員が主
に現場で使用
する図面等に
要する経費を
削減している
が，タブレット
端末利用可能
な他の業務へ
の活用を模索
するとともに，
農業委員定数
に合わせた新
規の機器導入
を検討しなが
ら，ペーパーレ
ス化の促進に
向け取組み，
経費の一層の
削減を目指
す。
なお，機器導
入への国の支
援は令和４年
度で終了して
いる。

Ｂ ①同左
ただし，総会資
料等の通信費
は，現在は総
務課負担。

②R5当初予
算
目標地図意向
調査郵送料
【発送】
94円×
4,700通＝
441,800円
目標地図意向
調査郵送料
【返送】
114円×
3,290通＝
375,060円
上記はR5の
み。次回は５年
後予定。

－ 総会等の会場
使用料が計上
されている
が，農業委員
会の総会につ
いては，オンラ
イン開催不可
と確認済み。
（コロナ禍でも
開催した）

R5から農業委
員によるタブ
レットの使用が
始まるため，本
来の目的であ
る現地確認以
外にも活用方
法を検討し，効
率化及び経費
削減への有効
性が確認され
た場合は，全農
業委員へのタ
ブレット配布を
検討する。

893 令和５年７月
末から農業委
員の数が37
人から27人に
減ることにな
るが，すでに
R5予算は27
人を想定した
予算となって
いる。
今後，農業委
員によるタブ
レットの活用を
進め，効率化
や経費削減の
有効性を確認
した場合は，追
加の導入を検
討する。

12.0 2,547 Ｂ ・照会回答など
の庶務業務
・農業委員会
サポートシステ
ムへの入力及
び内容確認
（ほぼ毎日）
等があるが，
年間100時間
はないため，B
を選択した。

Ｂ ・総会や部会
が定期的に開
催されるため，
その開催に合
わせ議案の作
成が生じる。
農地に係る申
請は随時受け
付けているた
め，開催直前
に多くの申請
があった場合
には，時間外
で処理せざる
を得ない。
・賃貸が年
400件以上あ
るが，農繁期
をさけた申請
が多数。申請
時期が偏り，
冬～春先に集
中。
・既存の通常
業務に加え，
各種制度変更
に伴う業務量
の増。（地域計
画の目標地
図，水活見直
し，交付金，強
化法等）

2 3,994 Ｄ （金額の内訳）
=3355200
+6052+53
2400+100
800

農地部会，農政
部会を廃止し，
総会へ統合
（R5.8）するこ
とで，開催準備
及び議案作成作
業の削減及びタ
ブレットの活用
による現地確認
の効率化など，
事務の効率化を
進める。
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 本市農業の発展を目的
として，管内市町村，農
業団体等と連携の上，円
滑な事務の推進を図る
とともに，旭川市農業農
村振興条例に基づく農
業功労者表彰，農振法に
基づく事務，営農改善推
進協議会及び農業所得
調査等団体への支援を
実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 協議において
は，膨大な資
料を端的に説
明する必要が
あり，現地に行
くことが効果
的と考えられ
る。
また，主催で
はなく，参加す
る会議や研修
会がほとんど
のため，オンラ
イン化の主導
権がない。

Ａ 紙の使用が多
い農業振興地
域関係業務に
ついては，告
示を行うため，
従来どおり紙
決裁とされて
おり，大幅な削
減は難しい。

Ａ 該当の郵送費
はなく，ファク
シミリ電話回
線使用料のた
め

Ａ 再リースで使
用しているシ
ステムであり，
最安値になっ
ていると考え
られるため

なし － R6も現状のと
おり，実施す
る。

2.0 123 Ａ － Ａ － 0 － － － システム改修に
より，効率的に
業務を行う余地
があるものの，
改修には多額の
費用を要するた
め，現実的には
難しい。
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稲作を中心に畑作・野
菜・果樹等，幅広く農産
物を生産している本市に
おいて，基本的かつ不可
欠な情報を収集・整理す
る等，政策に基づく農業
構造を確立するための
事務的な役割を担う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ トップセールス
やオンラインで
の実施が行わ
れていない研
修会に参加す
るための旅費
にあてている。

Ａ 紙の購入はし
ていない。

ー ー － － なし － 職員の業務遂
行に必要な執
行であるため，
継続すべきも
のと考える。

0.04 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 必要最低限の事
務費等を計上し
た事業であるこ
とから，当該事
業に係る人件費
は消耗品の購入
等の作業のみで
あり，削減でき
る部分はない。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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農業センターが，「農業支
援機能」や「都市農村交
流機能」を十分に発揮す
るため，野菜・花きの試
験研究や技術普及，自主
講座の開催，貸館業務，
施設の維持管理等を行
う。

農業センター A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第1期～）

建物性能を維持する
ため，改修要素の優
先度を整理した上
で，必要な予算の要
求を行い，一部実施
してきた。

施設保全計画策定
済みだが，本年度
は改修要素の優先
度を踏まえ計画の
見直しを行う。

－ ○ － － － なし － － 委託料について
は，予算要求ごと
に仕様の内容等を
精査し，必要最小
限の要求を行って
おり，今後もその取
組を継続する。

Ｃ 現地検討会な
ど現地確認が
必要な出張に
ついては，オン
ライン化でき
ない。
成績検討会
等，現地確認
を伴わない会
議については
極力オンライン
で参加してい
るが，開催側
の対応状況に
よる。

Ｃ 紙の使用につ
いては，農業
者・市民向け
の資料作成が
最も多い。
JA等，農業関
係団体に対し
ての資料提供
は，可能な限り
ペーパーレス
（データ提供）
で行っている
が，農業者・市
民に対しては，
現段階では紙
媒体で情報提
供することが
効果的である
と考える。

Ａ 郵送費予算な
し。

Ｃ ハードウェア
の賃貸借をや
めても，大容
量のデータを
保管しなけれ
ばならない状
況にある。ま
た，農業情報
システムの保
守等も必要で
あるが，次回
契約（R7年度
予算編成時
期）までに内
容の精査を要
する。

なし 現段階では不明 委託料と同
様，予算要求
ごとに内容を
精査し，必要最
小限の要求を
行っており，今
後もその取組
を継続する。

9.7 372 Ａ － Ｄ ○土日祝日の
試験ほ場の栽
培管理
○市民向け家
庭菜園講習会
の開催

18 23,341 Ｂ 一般作業員は
作業日数，施
設管理人，農
業技術指導
員，専門補助
員は作業月数
で積算。

これまで，施設
管理の方法につ
いて効率化を図
り，会計年度任
用職員について
は，R3年度から
R5年度で4人
減，3,986千円
の削減を行って
いる。
直近3年間で一
定の見直しを
図ったことか
ら，R6年度に向
けては現状を維
持する。
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飼料自給率の向上及び
生産コスト削減が重要で
あることから，酪農及び
肉用牛経営の安定化を
図るため，育成牛の預託
放牧及び牧草供給を行
う。

市営牧場 Ａ 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

建物性能を維持す
るため，予算確保
に努める。

－ － － － － 現行では，富原・西里団地が未利用と
なっている一方で，管理費が年間２００万
円程度かかっている。
そのため，当該２団地の利活用を検討し
ながら，管理費の圧縮についても合わせ
て検討する。

700 ①未利用団地の管理を廃止
又は縮減した場合は，草地
が木本化したり，雑用水管
施設の管理等が行き届かな
なくなり，周辺の農地等に
影響が生じるおそれがあ
る。
②国と雑用水管施設管理委
託協定を締結しており，未
利用団地を含む範囲を管理
する必要がある。

２団地の利活用の
方法・方向性により
圧縮が可能かどう
かも検討する。

Ａ 公共牧場会の
研修会等の旅
費であるが，オ
ンラインでの
実施が行われ
ていない。

ー ー ー ー － － なし － 市営牧場の適
切な管理運営
に必要である
ことから，継続
するべき者と
考える。

0.6 45 Ｂ 入牧や退牧時
の補助作業な
ど

Ｃ 予算編成に係
る指定管理者
との折衝や事
故等イレギュ
ラーな事例が
生じた場合の
対応など

0 － － － 予算折衝や突発
的な対応が主な
ものであること
から，人件費の
削減は難しい。
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本市の畜産振興を図る
ため必要な情報収集等
を行うとともに,家畜の
保健衛生・改良増殖・集
団管理等に関する専門
知識を有する団体に委
託し,畜産生産物の品質
向上と家畜伝染病の予
防を推進する。

－ － － － － － ○ － － － 畜産指導業務について，市営牧場内の指
導業務やコクシジウム対策等を行ってい
るが，診療の回数やコクシジウム対策の
想定頭数を減らすことが考えられる。

20 衛生対策がおろそかになる
ことで，預託牛の病気への
感染リスクが高くなる。

市内畜産農家が病
気が原因による経
済ダメージを被る
可能性がある。

Ａ 家畜衛生に関
する研修会へ
の参加１回分
の旅費であり，
オンラインでの
実施が行われ
ていない。

Ａ 紙の購入はし
ていない。

ー ー － － なし － 職員の業務遂
行に必要な執
行であるため，
継続すべきも
のと考える。

0.1 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 必要最低限の事
務費等を計上し
た事業であるこ
とから，当該事
業に係る人件費
は委託業務の手
続きや消耗品の
購入等の作業の
みであり，削減
できる部分はな
い。
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農政部所管の飲雑用水
施設５カ所，農村公園６
カ所及び旧聖和小学校
の適正な管理を行うこと
により，農村地域の生活
環境の保全を図る。

①旧聖和小学校
②旧聖和小学校教員住宅
③忠別ふれあい公園
④さくらおか公園
⑤共栄地区専用水道施設
⑥新開地区飲料水供給施設
⑦神華地区飲料水供給施設
⑧春日地区飲料水供給施設
⑨共有地地区飲料水供給施設及
び共有地地区飲料水浄水施設
⑩春志内地区飲料水供給施設

①－
②－
③－
④－
⑤A
⑥A
⑦－
⑧－
⑨－
⑩－

①③④⑤⑥⑦⑧⑨事後保全

②－

⑩利用状況を踏まえ，廃止を検
討

①設備の保守管理及
び必要に応じ修繕を
実施した。
②－
③,④・委託内容の見
直し ・各公園の維持
管理のため，必要に
応じて最低限の修繕
と維持管理を実施し
た。
⑤～⑨安定した水
質，かつ，安定した供
給量を確保できるよ
う，浄水機能を維持
するために供給施設
の管理及び，導水，配
水管路の草刈を委託
したほか，必要に応
じた修繕を実施し
た。
⑩現在休止中。廃止
に向け土地改良法等
による関係機関と協
議，検討中。

①設備の保守管理
及び必要に応じ修
繕等を実施し，施
設の使用を維持す
る。
②施設の状況に合
わせて，解体を検
討する。
③使用状況に応じ
不要な設備の更新
を行わない。
④必要に応じて最
低限の管理委託・
修繕を行ってい
く。
⑤～⑨供給施設の
維持管理及び，導
水管路，配水管路
の草刈を委託する
ほか，必要に応じ
た修繕を実施し，
安定した水質，か
つ，安定浄水機能
を維持する。
⑩国及び道との協
議結果により，解
体費用を試算し，
廃止に向けた検討
を行う

－ ○ － － － （１）③将来的に飲料水系水処理装置の更
新をとりやめ，必要最低限の機器の維持
管理のみに切り替えることで修繕及び点
検費用の縮減を測ることが可能となる。
（２）⑤～⑥の施設及び⑦～⑨の施設の各
委託業務で，各施設の点検回数や，ろ過
池等の清掃，草刈り回数を減ずる。
（３）⑥と⑨をバイパス管を設置すること
で，施設を統合することができ，共有地浄
水場分の維持管理費用が削減できる。

（１）100
（2）638

（３）1,155

（１）飲用水としての処理を
とりやめ雑用水として利用
者に使用してもらうことと
なる。
（２）点検や清掃の回数の削
減は原水の水質に合わせた
薬品注入の調整や適正な水
処理（ろ過）ができず，結果
的に断水事故，水質異常に
よる断水，利用者の健康被
害などのリスクが高まる。ま
た，自動警報装置がないた
め各施設の機器等に異常の
発見が遅れ，機器の大規模
な故障に繋がりむしろ修繕
費等が増大する。
施設の統合については施設
能力の高い新開地区から供
給することで安定した水
質，供給量が確保できるな
どメリットが大きいが，バイ
パス化に向け調査，設計，施
工の費用が大きくなる
⑩の廃止については，莫大
な解体費用が想定される。

③将来的な設備の
故障対応を最低限
にすることで点検
整備費用を削減す
る。
⑤～⑨施設の点
検，池清掃，運転管
理については，利
用者へのリスクが
極めて高くなるた
め，委託費の削減
は困難である。しか
しながら，草刈りに
関しては，更に，現
地調査を進め維持
管理に必要最小限
の範囲と頻度を検
討していく。また，
施設統合に関し，
整備費用は嵩む
が，維持管理費用
が今後削減できる
ので，長期的なコス
トと今後むかえる
施設更新費用を勘
案した場合，採算
がとれる可能性が
あるので，今後検
討を進める。
⑩廃止に向け継続
して検討

Ａ 複数の関係団
体が出席する
会議等である
ため,本市の判
断でwebにす
ることは困難
であるため。

Ａ 当該事業で用
紙を購入して
いないため。

ー ー Ａ 複写機の使用
料,単価データ
の使用料であ
り,クラウド化
はできないた
め。

なし － 可能な限り
web会議等を
活用し,経費の
圧縮を図る。

①,②
0.5
③,④
1.25

⑤～⑩2

①,②
0

③,④
11

⑤～
⑩53

Ａ － Ｂ ①,②施設の状
況に応じて突
発的に時間外
が生じること
がある。
③,④施設等の
不具合による
対応等。
⑤～⑩基本的
には突発的な
断水時，水質
悪化時の応急
給水作業，ろ
過池異常時の
配水池水位監
視作業が多い
が，幾分季節
的な要素もあ
る。

0 － － － 業務の効率化等
により，人件費
の削減について
検討する。

138 観光ス
ポーツ交
流部
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嵐山レクリ
エーション
施設管理費
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山村地域における農村
と都市の交流を促進し，
市民の心身の健全は発
達と生涯楽しむスポーツ
の推進を図る。

嵐山レクレーション施設 D 第１期において民間事業者に
よるサービス提供への移行検
討

未着手 施設利コロナ後の
施設利用の状況把
握に努める

－ － － － － なし － － 見直しできる箇所
を模索する

ー ー ー ー ー ー － － なし － 継続して見直
しできる箇所
を模索する。

1.0 30 Ａ － Ｃ 指定管理者の
選定委員会や
施設の現地確
認が必要な時
など

0 － － － 継続して見直し
できる箇所を模
索する。
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6

2
4

0
4

0
1

若者の郷施
設管理費
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指定管理者と連携のう
え，江丹別若者の郷の運
営，施設の維持管理に当
たっている。

江丹別若者の郷 A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

若者センター浄化槽
修繕，センター手すり
取付け修繕，ロッジ
消防設備取付修繕，
給湯器修繕，キャン
プ場トイレ洋式化修
繕，加工室床抗菌加
工修繕，センター窓
用雪害防止策柵修
繕，浄化槽ブロワー
取替修繕，センター
前通路舗装修繕等を
実施した

－ － － － － － 利用率の低いキャンプ場の一画につい
て，草刈りなどの管理を休止する。

122 近年増加傾向にあるソロ
キャンパーの受け皿が減る
が，他に無料のキャンプ場
がないため，指定地にテント
を設営できなかったキャン
パーが指定キャンプ地以外
へのテント設置する等，近隣
への悪影響が発生する恐れ
がある。

近隣施設への悪影
響も想定されるこ
とから，江丹別の
市民委員会等，地
元との協議等，慎
重に情報収集を行
う。

ー ー ー ー ー ー Ａ AEDのリース
については施
設を維持管理
していく上で
必要となるた
め経費圧縮は
不可

なし － AEDの賃貸借
契約が
R8.6.30まで
なので，令和８
年度の見直し
を検討します。

1.0 0 Ｃ 施設使用申請
及び使用料の
収入調定等に
係るチェック
業務や定例的
な支払い業務

Ａ － 0 － － － 単独で会計年度
任用職員を活用
するほどのこと
ではないため，
今後は業務の効
率的な進行に努
める。
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農村地域における生産
及び社会活動を支援す
るとともに，農村と都市
との交流の促進を図る
拠点施設として，農村地
域センター５館の管理運
営を行う。

①西神楽農業構造改善センター
②東旭川農村環境改善センター
③旭正農業構造改善センター
④永山ふれあいセンター
⑤東鷹栖農村活性化センター

全てB ①②④⑤
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

③事後保全

①令和３年度に支所
機能と農業構造改善
センター機能を複合
化した。
③施設の運営の維持
に必要な範囲内で修
繕を行った。

①今後新たな機能
を追加するなど必
要な修繕があれば
その都度行う。
③今後も施設の運
営の維持に必要な
範囲内で修繕を行
う。

－ ○ － － － ②指定管理者制度を導入することで，市
民サービスの質を低下させることなく，
一元的な管理となることで事業費のコス
ト削減が見込める。
なお，委託料の圧縮は困難であり，現在
相手方との交渉を継続中であるため，具
体的な金額は算出できない。

－ － ②指定管理者制度
導入を検討中だ
が，様々な課題を
解決しなければな
らず，具体的な実
施時期は未定。

Ａ 旅費は全て交
通費であり，削
減は不可。

Ａ 紙代を計上し
ていないた
め。

Ａ 郵送費はなく，
電話代のみ計
上しているた
め。

－ － 大半が施設の
緊急修繕に要
する経費であ
り，削減は困難
である。

－ ②東旭川農村
環境改善セン
ターを指定管
理者制度導入
することを目
標としている
が，調整に難
航しており，
様々な課題を
解決する必要
があることか
ら実施時期は
未定。

1.5 360 Ｃ 財務会計シス
テムにおける
各種帳票の起
票，実績報告
書の入力作業
など

Ａ － 3 3,589 Ｃ ･139,800円
×12月＝
1,677,600
円（東旭川農
改センター業
務（早番）のた
め４月から３月
まで１人が必
要）
･146,900円
×12月
=1,762,80
0円（東旭川農
改センター業
務（遅番）のた
め４月から３月
まで１人が必
要）
･1,150円×
129時間＝
148,350円
（上記の代替
勤務のため４
月から３月ま
で２人が必要）

会計年度任用職
員は必要最小限
度の人数しか配
置されていら
ず，これ以上の
削減は不可能で
ある。
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デン管理費

6

7

,

2

8

0

6

7

,

2

8

0

4

9

,

0

4

0

1

8

,

2

4

0

繰

入

1

6

,

0

0

0

北彩都ガーデンの施設
維持管理を行う。

北彩都ガーデン － 建物性能を維持するため，長寿
命化計画見直し予定

長寿命化計画の改定
検討

長寿命化計画の改
定検討

－ ○ － － － 次期指定管理業務の発注に合わせて経
費の見直しを行う。

公園の管理水準が下がるた
め利用者への影響が懸念さ
れる。

Ｒ６年度の更新か
ら見直す。

ー ー ー ー ー ー － － なし － － 0.5 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務委託担当者
として正職員の
配置が必要。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

142 地域振
興部
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駅前広場管
理費
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旭川駅前広場や旭川駅
を利用する市民や観光
客等のため，旭川駅北・
南広場の管理を行う。
【実施内容】
・清掃・除雪等の日常管
理
・広場内のイベント開催
及び交通安全の確保等
に係る管理業務等

旭川駅前広場駐車駐輪場 A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

保全計画に基づき，
施設の一部修繕を実
施した。

保全計画に基づ
き，適切な時期に
更新・修繕を実施
する。

－ ○ － － － ・各種管理業務委託
様々な交通機関が集約し，また，年間を
通して様々なイベントが開催され，多くの
市民・観光客の利用がある駅前広場の管
理や円滑な運用体制を確保できなくなる
ことから，これ以上の経費圧縮は困難で
ある。

－ － 経費圧縮は困難で
ある。

ー ー Ａ 主に施設用品
を購入してい
るため。

ー ー － － なし － 経費削減は困
難である。

2.0 200 Ａ － Ａ － 0 － － － 施設の維持管理
のため，日中現
場に出向くこと
が多いことか
ら，時間外勤務
を要する部分も
あるが，今後も
効率的に業務を
行い，時間外勤
務の縮減に努め
る。
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市内商業活動の活性化
を図るため，商店街振興
組合連合会等への支援，
日本貿易振興機構北海
道貿易情報センター等へ
の負担金支出等を行う。

（借上）経済交流課執務室 C 総合庁舎建替え後，第二庁舎
に集約予定

移転準備 － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ｂ ・課内資料，通
知等
・押印省略が
可能な公文書

Ａ 郵送費なし － システム関連
経費なし

なし 4 ・文書管理シス
テムやLoGo
チャット等の活
用によりペー
パーレス化を
進める。

2.0 335 Ａ － Ａ － 0 － － － ・ファイリングシ
ステムの導入や
文書管理システ
ムの活用等によ
り業務の効率化
を図り，時間外
の削減に取り組
む。

144 動物園
事業特
別会計
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旭山動物園の維持管理，
運営及び事務執行を行
う。

①旭山動物園
②（借上）旭山動物園東門及び管
理事務所

①A
②A

①建物性能を維持するため，保
全計画作成（第１期～）
②継続

①えぞひぐま館整
備，既存施設の改修
等
②－

①動物園の適切な
維持管理，運営を
継続する。
②継続

－ － － － － なし － － 現状の動物園運営
に当たり，必要最
低限の委託内容で
実施していること
から，これ以上の削
減は困難

Ａ 会議等は必要
に応じてオン
ラインで対応
済。現地で開
催される総会
等や動物輸送
に係る費用は
対応困難。

Ｂ 団体入園の回
復に伴い，受
付に関する印
刷数が増加し
ている状況が
あるが，電子
決裁により一
部は削減でき
る可能性あり

Ａ 郵送費につい
ては，電子メー
ル等への置き
換え可能なも
のは既に実施
した上で，予算
計上している

Ａ NAS等機器の
賃借料につい
ては，動物園
の立地上，他
部局との共有
化は困難

なし 未定 ペーパーレス
化について，
令和5年度の
紙類使用状況
を調査する。

32.0 8,070 Ａ － Ｃ 4月夏期開園
及び11月冬期
開園の準備に
係る業務

34 95,845 Ｄ － 開園準備作業の
構造的時間外等
があり，単純作
業は既に会計年
度任用職員に依
頼しているた
め，これ以上の
改善・対策によ
る削減は困難
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空港運営事業が実施契
約等に基づき適正に実
施されるようモニタリン
グを行う。

【実施内容】
・モニタリングに係る定
例会議
・総合アドバイザー業務
委託

①旭川空港事務所
②空港政策課執務室

①Ａ
②－

①貸付け継続
②建物性能を維持するため，保
全計画作成（第１期～）

①空港運営者による
維持保全
②神楽市民交流セン
ターとして施設保全
計画策定済み

①空港運営者によ
る維持保全
②

－ ○ － － － ①空港政策課執務室清掃業務委託
月６回の清掃回数を月５回に減らす。
②総合アドバイザー業務委託
当該委託は運営者が実施する空港維持
管理運営について,専門的な助言を要す
ること，かつ，委託先が道内７空港特定運
営事業のアドバイザーを務めていること
から，委託先の変更や委託の規模縮小を
図ることは難しい。

27 ①執務室内の衛生水準が低
下する。
②当該委託の内容等変更に
より，市の重要な施設であ
る空港の適切な運営維持管
理がされない。

①令和６年度の委
託契約時に，清掃
回数の削減を検討
する。
②令和６年度につ
いても同事業者へ
の委託を要する。

Ｃ 他空港の事例
参照等で現地
視察を要する
場合もあるた
め。

ー ー ー ー － － なし 0 現場視察不要
の出張につい
て，内容によっ
てはオンライン
対応とし旅費
削減の可能性
があるが，会
議の主催が旭
川市ではない
ため実施方法
に関しては主
催者と調整す
る必要があ
る。

1.5 20 Ａ － Ａ － 0 － － － 令和４年度の時
間外実績（空港
管理業務）は10
時間程度であ
り，適正な人員
配置が行われい
るため，今後も
引き続き総合ア
ドバイザーと連
携し，効率的な
空港管理業務を
行う。

146 観光ス
ポーツ交
流部

0
7

2
1

1
4

0
1

観光振興行
政費

1

,

6

2

1

2

4

8

2

2

0

3

1

5

8

8

4

2

5

7

0

9

1

8

0

1

,

3

8

3

3

,

5

2

5

7

6

6

4

6

0

1

0

,

3

3

6

1

0

,

3

3

6

・観光事業及び部内企画
の調整・遂行に要する一
般事務的経費及び人件
費の支出
・各種観光関連団体への
負担金交付
・観光大使の委嘱
・神居古潭，外国樹種見
本林における環境整備
・執務環境の維持管理
・観光宣伝物の送付

①神居古潭石狩川左岸河川敷ト
イレ
②見本林簡易式バイオトイレ
③（借上）観光課執務室

①ー
②ー
③Ｃ

①事後保全
②事後保全
③継続

①，②については清
掃や修繕など維持管
理を行い，観光客を
始めとした来訪者の
利便性を確保した。

来訪者の利便性や
円滑な事業の実施
につながるため，
今後も引き続き実
施する。

－ ○ － － － ・神居古潭地域（神居大橋周辺）等の草刈
業務
　毎年６月・９月の年２回行っているが，う
ち１回の草刈り範囲について，歩行等の
影響のない範囲で減少させる。
・112,500円×２回＝225,000円
→
・112,500円×１回/2＝56,250円

56 神居古潭地区の景観が損な
われる等の影響により，観
光資源としての魅力低下に
つながる恐れがある。
また，神居古潭地区の関係
者等への説明を丁寧に行う
必要がある。

範囲を見直すこと
で56千円と財源
確保額が見込める
が，観光誘客の低
下や関係者の信用
低下につながる影
響が大きいため，
令和6年度は試行
的に契約範囲はそ
のままとするが，範
囲を減少させた場
合の効果測定を実
施する。

Ａ 当該事業費で
計上している
出張旅費につ
いては，本市
と連携して事
業に取り組む
自治体や観光
関連団体，企
業等が主導す
る会議や打合
せを想定して
おり，本市の意
向でオンライ
ン・書面等で実
施することが
困難なため。

Ａ 観光プロモー
ション事業や
各種イベントの
実施など，対
外的に配布す
る資料や周知・
宣伝用広報物
を用意する場
面が多く，ある
程度は紙ベー
スで制作する
必要があるた
め。

Ａ 当該事業にお
ける通信運搬
費について
は，市外在住
者や旅行会社
等からの依頼
を受けて送付
する観光パン
フレットの郵送
料であるため。

－ － なし － 観光宣伝物を
デジタル化す
ることで郵送
料や紙の縮減
につながる可
能性はある
が，利用者の
利便性を維持
しながらデジ
タル化するこ
とにはある程
度の金銭的・
人的コストが
見込まれるこ
とと，高齢者や
子どもなどデ
ジタルでの対
応が難しい方
もいることか
ら，適切なタイ
ミングを見て
デジタル媒体
での周知・宣
伝を検討す
る。

1.0 0 Ａ － Ａ － 1 1,985 Ｃ １２か月 会計年度任用職
員の配置を継続
する。
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地域国際化の推進拠点
である国際交流センター
の運営をはじめとする国
際交流等の事業を実施
する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 出張旅費では
ないため

Ａ 電子決裁によ
り起案文書等
は削減される
が，交流事業
の再開に伴
い，周知に係
る印刷物の増
が見込まれる
ため。

ー ー － － なし － 交流事業の再
開により印刷
物の増が見込
まれるが，紙に
よらない周知
方法等の活用
も推進してい
く。

0.2 0 Ａ － Ａ － 4 5,990 Ｄ － 業務内容及び作
業量に合わせて
任用している
が，業務効率化
を図りながら随
時見直しを行っ
ていく。
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土木部の管理事務運営
の円滑化を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 期成会に係る
出張であるた
め，オンライン
化へは会員へ
の合意が必要
となる。なお，
オンライ化出
来るものにつ
いては，既に
実施されてい
る。

ー ー ー ー － － 期成会活動を
削減する。

未定 期成会活動を
削減する。

0.01 0 Ａ － Ａ － 5 6,488 Ｄ 専門補助員
139,800円
×12が月×1
人
指導員
139,800円
×12が月×1
人
苗圃管理員
約1,050円×
7.25h×100
日×3人≒
2,267千円

期成会活動等に
ついては，オン
ライン化の推進
を図る。
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市道の適正な維持・管理
を行う。

－ － － － － － ○ － － － <樋門管理委託>
北海道から受託している樋門樋管の巡回
点検・操作のため，経費圧縮の案はなし。

－ － 北海道からの受託
業務のため，今後
の北海道の動向に
合わせる。

Ｃ 実施主体がオ
ンラインでの
会議を実施し
ていないた
め，今後，実施
主体へオンラ
イン化を図る
必要がある。

Ａ 申請書や町内
会等への送付
用封筒など，
一定数の需要
があり削減で
きない。

ー ー Ａ 土地の賃借料
のため

道路賠償責任
保険事務説明
会の出席を見
送り，加入保険
会社や人事課
への相談等で
知識習得を行
う。

9 瑕疵事故対
応・損傷事故
対応等の知識
習得の方法に
ついての見直
しを行う。

6.7 904 Ｃ 道路占用許可
申請受付・審
査業務

Ｂ 事故対応
災害対応

1 2,564 Ａ 16.5時間×
88件（瑕疵事
故・損傷事故
件数）

交通事故等に伴
い発生する業務
のため，即座に
削減することは
困難である。
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安全かつ快適で緑豊か
な道路空間を保持する
ため，計画的かつ効率的
な街路樹の維持管理を
行う。
<主な実施内容>
・総合道路維持管理
・街路樹調査
・平和通歩行者専用道路
維持管理
・大町自転車歩行者道路
維持管理
・危険木伐採
・プラタナス剪定

－ － － － － － ○ － － － 社会資本の維持管理経費であり，近年の
労務単価，燃料単価等の上昇により事業
量を年々減少させている状況であり，必
要な事業量を確保できず，毎年事業の先
送りが続いているため，これ以上の経費
の圧縮は大変難しい状況である。維持管
理経費であり，特定財源はない。

－ － 将来を見据え，必
要な経費について
要求する。

ー ー Ａ 法令で定めら
れたマニフェス
ト代のため

ー ー Ａ 住民説明会の
会場使用料で
あるため

修繕費等であ
り，施設が老朽
化していること
から削減が困
難である。

－ 必要な経費で
あるため，継
続的に要求す
る。

2.0 560 Ａ － Ｂ 災害や通報に
よる対応など

0 － － － 災害や除排雪
等，業務量が多
く，人員が不足
しているため時
間外が増える傾
向にあるが，市
民サービスが低
下しないよう，
業務を進める。
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社会資本が良好に機能
し，安全・安心な市民生
活や社会活動が営まれ
るよう計画的かつ適切な
維持管理を行う。

－ － － － － － ○ － － － 社会資本の維持管理経費であり，近年の
労務単価，燃料単価等の上昇により事業
量を年々減少させている状況であり，必
要な事業量を確保できず，毎年事業の先
送りが続いているため，これ以上の経費
の圧縮は大変難しい状況である。必要な
特定財源（社交金）について要望している
が，配当が少ない状況である。

－ － 将来を見据え，必
要な経費について
要求する。

Ａ 道庁で行われ
るヒアリング出
席のための旅
費であるため。

Ａ 紙による消耗
品ではないた
め

Ａ 電話代，プロ
バイダー料等
であるため

Ａ 電柱使用料で
あるため

光熱水費等で
あり，近年の高
騰から予算が
不足しており削
減が困難であ
る。

－ 必要な経費で
あるため，継
続的に要求す
る。

10.0 3,000 Ａ － Ｂ 災害や通報に
よる対応など

0 － － － 災害や除排雪
等，業務量が多
く，人員が不足
しているため時
間外が増える傾
向にあるが，市
民サービスが低
下しないよう，
業務を進める。
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土木施設の維持管理や
災害対応，除排雪の拠点
となる土木事業所施設
の適切な維持管理を行
う。

土木部土木事業所 C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

・緊急用雪堆積場と
して活用
・災害対応資材の保
管場所として活用
・車両基地として活
用

将来にわたり道路
河川の維持管理を
適切に実施するた
め，必要な修繕を
行い，施設を適切
に維持管理してい
く。

－ ○ － － － 土木事業所の運営経費であり，光熱水費
の上昇から流用や補正でしのいでいる状
況である。また燃料費についても，必要な
経費が確保できておらず，これ以上の経
費圧縮は困難である。

－ － 将来を見据え，必
要な経費について
要求する。

ー ー Ａ トイレットペー
パー代などで
あるため

Ａ 電話代である
ため

－ － 燃料費等であ
り，近年の高騰
から予算が不
足しており削減
が困難である。

－ 必要な経費で
あるため，継
続的に要求す
る。

1.0 16 Ａ － Ａ － 0 － － － 災害や除排雪
等，業務量が多
く，人員が不足
しているため時
間外が増える傾
向にあるが，市
民サービスが低
下しないよう，
業務を進める。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

153 地域振
興部

0
8

1
1

1
5

0
1

都市計画推
進費

3

0

8

2

8

2

9

7

2

2

9

2

,

5

4

7

2

0

3

,

4

2

9

3

,

2

7

5

1

5

4

　秩序ある健全な市街地
の形成及び土地利用の
促進等を図る。
【実施内容】
・都市計画決定に係る証
明発行，各種相談対応
・各種許可や届出対応
・都市計画審議会開催
（都市施設の決定）
・都市計画情報システム
の運用

－ － － － － － ○ － － － ・都市計画図及び道路網図更新業務委託
延伸（隔年での更新）

不明
※更新内

容によって
変化するた

め

更新を辞めることは難し
い。都市計画図を利用して
いる民間事業者への影響が
ある。
更新を隔年とすることで経
費節減の可能性はあるが，
図面（基図）が最新のもので
はないという課題がある。

業務内容等の見直
しについて検討を
行う。

Ｃ 都市計画決定
に係る申請が
考えられるが，
相手先（北海
道等）との協議
が必要

Ｃ 　外部の委員
を含む会議に
おいてはまだ
紙の資料を用
いなければな
らないため，
ペーパーレス
化による経費
の削減は庁内
の文書のみと
なり，大きな削
減とはならな
い。
　外部会議に
おけるペー
パーレス化の
検討が必要。

ー ー Ａ 　都市計画シ
ステムは，庁
内でのシステ
ム閲覧は業務
上常時利用す
る必要がある
ことから外部
ネット回線で
はなくLG回線
の使用が不可
欠となるた
め，クラウド化
のハードルは
高い。※市民
用の都市計画
システムはク
ラウド化済み。

なし 9 出張を伴う打
合せについ
て，相手先と
の協議を行
い，可能な範
囲でリモートを
活用する。

2.0 121 Ａ － Ｂ 都市計画審議
会

0 － － － 効率的に業務を
行い，時間外勤
務の縮減に努め
る。

154 土木部 0
8

1
1

1
8

0
1

公園管理費

9

3

7

3

1

8

0

1

,

1

7

1

,

3

0

9

4

3

1

0
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1

,

1

7

1

,

7

9
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1

,

0
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,

0

0

1

1

3

3

,

7

9

7

繰

入

2

,

5

6

3

市内の公園施設維持管
理を行う。

①花咲スポーツ公園
②東光スポーツ公園
③緑の相談所
④忠和公園
⑤東豊公園
⑥カムイの杜公園
⑦錦はるかぜ公園会館
⑧公園

①②
（武道
館を除
く。）

③～⑥
Ａ

⑦Ｃ又
はＤ

②（武
道館）

⑧
－

①建物性能を維持するため，長
寿命化計画見直し実施

②（武道館を除く。），
③～⑥，⑧
建物性能を維持するため，長寿
命化計画見直し予定

②（武道館）
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

⑦
解体撤去時に，必要性を整理
し，地域会館の補助制度等によ
り対応検討（第1期又は第2期）

①～⑥，⑧
長寿命化計画の改定
検討
⑦
貸付け継続

①～⑥，⑧
長寿命化計画の改
定検討

－ ○ － － － 次期指定管理業務の発注に合わせて経
費の見直しを行う。

－ 公園の管理水準が下がるた
め利用者への影響が懸念さ
れる。

Ｒ６年度の更新か
ら見直す。

ー ー Ａ 公園占用申請
用紙であるた
め

ー ー Ａ 電柱共架料で
あるため

なし － 公園占用申請
は町内会等高
齢者からの申
請も多く電子
化に対応でき
ない申請者も
多いが，申請
者の状況を見
て徐々に削減
していく。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務委託担当者
として正職員の
配置が必要。

155 土木部 0
8

2
1

0
1

0
1

除雪費

2
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0
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2
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1

1
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0

,

0
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,

4
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1

9
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,

0

0
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,

5

0

1

3

,

0

5

7

,

4

9

8

4

6

4

,

0

0

0 3

冬期間道路の除排雪を
することで，より安全で
快適な道路環境保全を
図る。

－ － － － － － ○ － － － 社会資本の維持管理経費であり，冬期の
道路機能の維持や持続可能な除排雪体
制の確保を行うものであるが近年，労務
単価，燃料単価等の上昇が大きく，経費
の圧縮は難しい状況である。必要な特定
財源（社交金）について要望しているが，
配当が少ない状況である。

－ － 将来を見据え，必
要な経費について
要求する。

ー ー Ａ 紙による消耗
品ではないた
め

Ａ 電話代，プロ
バイダー料等
であるため

Ａ 雪堆積場の借
地料等である
ため

修繕費などで
あり，車両の経
年により必要
な経費であり，
不足しているこ
とから削減が
困難である

－ 必要な経費で
あるため，継
続的に要求す
る

20.0 5,660 Ａ － Ｂ Ｂ：大雪や厳冬
期の暖気や通
報による対応
など，Ｃ：除雪
連絡協議会

0 － － － 災害や除排雪
等，業務量が多
く，人員が不足
しているため時
間外が増える傾
向にあるが，市
民サービスが低
下しないよう，
業務を進める。

156 土木部 0
8

2
1

0
3

0
1

消流雪管理
費
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0
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0
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7

7
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3
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,

0
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2

国が提唱する「ふゆトピ
ア構想」に基づく旭川市
中央地区流雪溝や基北
川消流雪事業を円滑で
安全に供用するため，適
正な維持管理を行う。

－ － － － － － ○ － － － 社会資本の維持管理経費であり，近年の
労務単価，燃料単価等の上昇により事業
量を年々減少させている状況であり，必
要な事業量を確保できず，毎年事業の先
送りが続いているため，これ以上の経費
の圧縮は大変難しい状況である。維持管
理経費の管理負担金であり，特定財源の
増額は見込めない。

－ － 将来を見据え，必
要な経費について
要求する。

ー ー Ａ 紙による消耗
品ではないた
め

Ａ 電話代，プロ
バイダー料等
であるため

Ａ 協議会の会場
使用料である
ため。

負担金などで
あり，義務的経
費であることか
ら削減が困難
である。

－ 必要な経費で
あるため，継
続的に要求す
る。

1.0 280 Ａ － Ｂ 閉塞対応や通
報による対応
など

0 － － － 災害や除排雪
等，業務量が多
く，人員が不足
しているため時
間外が増える傾
向にあるが，市
民サービスが低
下しないよう，
業務を進める。

157 地域振
興部

0
8

2
2

0
7

0
1

宅地造成指
導費

7

7

7
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3

6

-

1

,

0

1

9

1

,

3

5
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　都市計画法に基づき無
秩序な開発を抑制する
ための指導を行うほか，
宅地工事規制により災
害を防止することで，安
心して住むことのできる
宅地を供給する。
【実施内容】
・開発行為や宅地造成工
事許可申請手続
・各種相談業務

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 北海道との打
合せ

Ｃ 　外部の委員
を含む会議に
おいてはまだ
紙の資料を用
いなければな
らないため，
ペーパーレス
化による経費
の削減は庁内
の文書のみと
なり，大きな削
減とはならな
い。
　外部会議に
おけるペー
パーレス化の
検討が必要。

ー ー － － なし 9 出張を伴う打
合せについ
て，相手先と
の協議を行
い，可能な範
囲でリモートを
活用する。

2.0 150 Ａ － Ｂ 開発審査会 0 － － － 業務や時間外の
増は外部要因
（民間事業者か
らの相談等）に
よるためコント
ロールが難しい
面があるが，効
率的に業務を行
い，時間外勤務
の縮減に努め
る。

158 建築部 0
8

2
2

0
8

0
1

建築指導費

1
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6
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0
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1

0 3
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,
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,
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建築基準法に基づく特
定行政庁及び建築主事
業務等に係る事務

－ － － － － － ○ － － － なし － － システムのデータ
更新業務として最
低限の予算しか計
上しておらず，これ
以上の圧縮は難し
い。

Ｂ 会議や講習会
でオンライン参
加の選択がで
きる場合に変
更可能。

Ａ すでにかなり
ペーパーレス
化を進めてお
り（R3→R4コ
ピー枚数4割
削減），コピー
用紙も値上が
りしているた
め，これ以上の
削減効果は得
られない。

Ａ 郵送費ではな
い（携帯通話
料）。

Ｃ 当課で利用契約
している「建築
行政地図情報シ
ステム」は，Web
公開している都
市計画課の「都
市計画情報シス
テム」及び土木
管理課の「市道
認定路線網図」
と機能や内容が
類似したシステ
ムである。これら
を統合できれ
ば，市民の利便
性向上とシステ
ム利用料を縮減
できる可能性が
あるが，各システ
ムは各課の業務
に最適化されて
おり利用目的や
運用方法が異な
るため，統合を
実現するために
はシステム開発
費の確保や各課
の要求を満たす
仕様を策定する
必要があり，こ
の作業は非常に
困難なものであ
る。
　なお，当課の
「建築行政地図
情報システム」は
クラウド化を実
施済であり，
サーバーの賃借
料を削減してい
る。

なし － 会議のオンラ
イン参加など，
少額ではある
が可能なとこ
ろから削減に
努める。

10.0 430 Ｂ 文書の発送作
業など

Ｂ 苦情対応，違
反指導，意見
の聴取会等

1 1,884 Ｄ － 関係法令の改正
により令和７年
度から業務量が
増加するが，業
務を効率的に行
い時間外時間の
縮減に努める。

159 地域振
興部
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都市景観推
進費
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　本市の景観資源を生か
した旭川らしい景観づく
りを推進する。
【実施内容】
・普及啓発事業
・届出制度による景観誘
導
・景観審議会及び街なみ
形成懇談会の運営
・景観アドバイザーの派
遣

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 北海道との打
合せ

Ｃ 　外部の委員
を含む会議に
おいてはまだ
紙の資料を用
いなければな
らないため，
ペーパーレス
化による経費
の削減は庁内
の文書のみと
なり，大きな削
減とはならな
い。
　外部会議に
おけるペー
パーレス化の
検討が必要。

ー ー － － なし 9 出張を伴う打
合せについ
て，相手先と
の協議を行
い，可能な範
囲でリモートを
活用する。

0.5 20 Ａ － Ｂ 景観審議会 0 － － － イベント等に伴
う時間外の削減
は難しい。

160 建築部 0
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対策費
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本市域における屋外広
告物の許可・指導を行
い，良好な景観の形成を
図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 国が主催する
担当職員向け
の行政連絡会
議等のオンラ
イン化が継続
されれば旅費
の経費削減も
継続可能。

Ｃ 現在使用して
いる台帳を
kintoneのｱ
ﾌﾟﾘに置き換え
る作業を行っ
ており，ｱﾌﾟﾘ作
成を進めなが
ら，業務のうち
削減できる項
目を検討して
いる。

ー ー Ａ 市の条例で規
定された屋外
広告物講習会
の開催にかか
る会場使用料
であるため。

業者向け講習
会の開催方法
及び会場の検
討を行い，使用
料の削減を図
る。

3 業者向け講習
会会場につい
て，講師の駐
車場及び出席
者数等を考慮
し，可能であれ
ば令和6年度
に見直す。

1.0 0 Ａ － Ａ － 2 4,176 Ｄ － 令和6年度から
kintoneを導
入し，更なる効
率化に努める。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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市営住宅管
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市営住宅の維持管理を
行う。

①緑町団地など29団地
②東豊団地
③中央団地など５団地

①B
②Ｃ
③Ｅ

・建替え（第１豊岡，第２豊岡，
第３豊岡，東豊）
・建替え検討（神楽岡ニュータ
ウン）
・用途廃止（中央，旭正，瑞穂，
千代ヶ岡，第４東鷹栖）
・一部を用途廃止（春光台）
・建築年数超過による老朽化へ
の対応策を検討（長寿命化計
画策定済み）（藤岡，高台）
・建物性能を維持するため，長
寿命化計画策定済み（以上を
除く全て）

旭川市営住宅長寿命
化計画で用途廃止と
位置づけられている
団地の入居者の移転
を促進し，用途廃止
を推進している。

旭川市営住宅長寿
命化計画により，
維持管理及び用途
廃止を実施してい
く。

－ － － － － ①用途廃止を予定している団地の入居者
の移転を促進し，住宅の除却等を行うこ
とで，当該住宅の維持管理に係る経費を
削減する。
②単身者が入居できる住宅の拡大等によ
り，修繕済の部屋が空き室になっている
状況を解消し，家賃収入を確保する。

①短期で
の経費削
減効果は
見込めな
い。
②900

①対象となる入居者の移転
に要する費用や事務作業が
増える。また，除却費用が必
要である。（臨時事業費）

①用途廃止団地の
除却を進める。
②修繕済住宅の活
用を進める。

Ｃ 道内の主要市
が参加する会
議であり，会議
のあり方を検
討する必要が
ある。

Ａ 住宅使用料の
納付書等を作
成する費用で
あり，削減はで
きない。

Ａ 市営住宅の明
け渡し等訴訟
に係る費用で
あり，削減はで
きない。

Ｃ マイナンバー
系のシステム
であり，現在
はクラウド化
を行うことが
できない。

短期での経費
圧縮は見込め
ない。

－ 大きな経費削
減は困難であ
るが，会議の
オンラインによ
る参加等経費
削減に努め
る。

10.0 1,000 Ｃ ・算定表への
入力作業
・システムへの
入力作業

Ｂ 夜間及び休庁
日の市営住宅
内の事故等に
よる緊急対応

6 13,100 Ｄ － ＲＰＡの導入等Ｄ
Ｘにより業務改
善を目指す。
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市営住宅改
善費
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市営住宅入居のための
住宅修繕等を実施する。

①緑町団地など29団地
②東豊団地
③中央団地など５団地

①B
②Ｃ
③Ｅ

・建替え（第１豊岡，第２豊岡，
第３豊岡，東豊）
・建替え検討（神楽岡ニュータ
ウン）
・用途廃止（中央，旭正，瑞穂，
千代ヶ岡，第４東鷹栖）
・一部を用途廃止（春光台）
・建築年数超過による老朽化へ
の対応策を検討（長寿命化計
画策定済み）（藤岡，高台）
・建物性能を維持するため，長
寿命化計画策定済み（以上を
除く全て）

旭川市営住宅長寿命
化計画で用途廃止と
位置づけられている
団地の入居者の移転
を促進し，用途廃止
を推進している。

旭川市営住宅長寿
命化計画により，
維持管理及び用途
廃止を実施してい
く。

－ － － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － ニーズの高い
住戸（125戸／
年）のみ修繕を
行う。

R5年度予算で
削減済（112戸）

ニーズの低い
住戸は修繕し
ないことによ
り，入居者数を
減少させるこ
とで管理戸数
の減少につな
げる。

2.0 400 Ａ － Ａ － 0 － － － 複数の職員で作
業を分担するこ
とで，時間外勤
務時間の平準化
を図る。
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市営住宅管
理業務改善
費
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市営住宅の管理業務の
一部を民間事業者に委
託する。

①緑町団地など29団地
②東豊団地
③中央団地など５団地

①B
②Ｃ
③Ｅ

・建替え（第１豊岡，第２豊岡，
第３豊岡，東豊）
・建替え検討（神楽岡ニュータ
ウン）
・用途廃止（中央，旭正，瑞穂，
千代ヶ岡，第４東鷹栖）
・一部を用途廃止（春光台）
・建築年数超過による老朽化へ
の対応策を検討（長寿命化計
画策定済み）（藤岡，高台）
・建物性能を維持するため，長
寿命化計画策定済み（以上を
除く全て）

旭川市営住宅長寿命
化計画で用途廃止と
位置づけられている
団地の入居者の移転
を促進し，用途廃止
を推進している。

旭川市営住宅長寿
命化計画により，
維持管理及び用途
廃止を実施してい
く。

－ － － － － ①建替事業等を進めることにより老朽化
した住宅を除却することで，修繕費を抑
制させる。
②現契約がＲ６年度までのため，次期契
約で仕様見直しを検討する。

①短期で
の経費削
減効果は
見込めな
い。
②未定

①建替事業の推進には，そ
の建設費が必要である。
②委託料が減ることによ
り，受託先が見つからない
可能性がある。

委託する業務のＤ
Ｘによる業務量の
削減の可能性を検
証し，削減が可能と
なれば，仕様見直し
により委託費の削
減を検討する。

ー ー ー ー ー ー － － なし － － 0.1 0 Ｃ 修繕履歴のシ
ステムへの入
力

Ａ － 0 － － － ＲＰＡの導入等Ｄ
Ｘにより業務改
善を目指す。

164 建築部 0
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管理事務費
（建築総務
課）
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住宅・建築行政を円滑に
推進するための事務経
費
（一財）北海道建築指導
センターに委託して住宅
相談業務を実施

－ － － － － － ○ － － － なし － － 令和５年度予算に
おいて，相談業務
従事者の従事時間
を縮減し，委託料を
前年比59.7％ま
で圧縮（R4委託料
2,263千円→R5
委託料1,324千
円）した。令和５年
度は相談窓口開設
時間の短縮による
市民生活への影響
を検証し，さらなる
見直しの可否を検
討する。

Ｃ 札幌市で開催
される会議
で，主催者がリ
モート会議開
催に対応する
必要がある。

Ｂ コピー用紙
（A4）2箱

ー ー Ａ コピー機，
FAXの賃貸借
料であるため
（FAXはR6庁
舎移転時で廃
止）。

なし 4 令和５年度か
ら開始した電
子決裁システ
ムの導入等に
よる効果を見
極め，引き続
き紙使用の縮
減に努める。

1.0 0 Ｃ 住宅相談業務
委託

Ａ － 0 － － － 住宅相談業務に
ついては，「３－
１委託料」に記載
のとおり。

165 建築部 0
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管理事務費
（公共建築
課）
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公共工事を円滑に推進
するための事務経費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 研修等の主催
者がオンライン
対応では無い
ため。

Ｃ 電子決裁に
なっても，契約
課や会計課等
に係る業務
は，紙での提
出を求められ
る。
また，支給され
ているノート
PCで設計内
容等をチェッ
クするには，モ
ニター画面が
小さいため
チェック漏れ
が生じること
から，結局，紙
に出力するこ
とになってし
まう。紙の出力
を減らすには，
少なくとも，複
数データを並
べて見られる
大きさのモニ
ターの支給が
必要。
工事発注時の
閲覧用図書を
電子化するこ
とで，コピー用
紙の削減が可
能（契約課判
断）。

ー ー Ｃ 建築保全シス
テム用機器賃
貸借料はクラ
ウド化できれ
ば削減できる
かもしれない
が，膨大な
データ量があ
るため，クラウ
ド化できるか
検討が必要。
また，別途シス
テム利用料が
かかることが
想定される。

なし 6 閲覧用図書を
電子化するこ
とは，公共建
築課だけでは
効果が低い
が，他の工事
発注課も合わ
せるとそれな
りの費用減と
なるため，来
年度以降の実
現に向けて契
約課と協議す
る。

14.0 2,240 Ａ － Ｂ ・工事監理業
務
・設計積算業
務
・庁内各課から
の来年度以降
工事費見積業
務

0 － － － 工事費見積業務
については，実
現性・必要性の
高い案件に絞っ
て依頼を受ける
ことで業務縮小
を図る。
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管理事務費
（設備課）
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公共工事を円滑に推進
するための事務経費

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 研修等の主催
者がオンライン
対応では無い
ため

Ｃ 工事発注等の
閲覧設計図書
を電子化する
ことで，コピー
用紙の削減が
可能（契約課
判断）。

ー ー Ｃ 設計・積算業
務に使用して
いる業務用
サーバーの賃
貸借について
は，セキュリ
ティー，通信環
境の整備が課
題である。

なし － 設計・積算・工
事監理業務の
更なる電子化
について検討
し，可能な範囲
で紙使用の削
減を実施す
る。

15.0 5,286 Ａ － Ａ － 0 － － － ・設計・積算業務
及び発注時期平
準化
・次年度工事費
見積回答時にお
ける依頼課発注
等による業務の
効率化を図る。
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市民が安心して生活でき
る環境の維持のために
公害関係法令に基づき
大気，水質等の監視，調
査，分析を行う。また，公
害苦情の対応を行う。

①中央環境測定局
②新旭川環境測定局
③北門環境測定局

①ー
②ー
③ー

（いずれも）
事後保全

概ね３～４か月スパ
ンで不定期に施設の
状態を確認してい
る。
Ｒ４年度に新旭川観
測局舎の屋根を再塗
装した。小規模修繕
事業による。

施設の状況把握を
継続し，機能不全
に陥る前に修繕を
していく。

－ － － － － 現在，予算付けしている１０の委託業務は
いずれも必要不可欠な業務。
既に一部の業務は，測定マニュアルに示
された測定頻度から減らして実施してい
る。これ以上，頻度を下げることは不可能
である。

－ － 委託料は法定受託
事務に関わる業務
に関するもので，結
果について毎年国
から報告を求めら
れている。既に回
数，方法は見直し
て削減しており，更
なる圧縮は難しい

Ａ ①建築物石綿
含有建材調査
者講習，②特
別管理産業廃
棄物管理責任
者講習，いず
れも資格試験
受験（会場受
験）のため，削
減はできな
い。

Ｃ データ保存性
は向上する
が，現状デジタ
ルデータは視
認性が低く，業
務効率は下が
る。労働時間
増の考慮を要
す。最低でも大
型モニタ支給
は必要。

Ｃ 大気汚染常時
監視システム
の通信方法を
光通信以外の
安価な方法に
できないか検
討中。

－ － なし － 大気監視シス
テムの通信方
法変更には一
部機器の入替
を要する。コス
トを考えれば，
システム更新
時が最良。次
回更新時に，
安定性・価格
面を精査し通
信方法の変更
を検討する。

6.0 235 Ａ － Ｂ 油事故などの
事故対応

0 － － － 現状では過去に
当係を経験した
者３名を再配置
する事で時間外
を圧縮している
が，いつまでも
同じ手法はとれ
ないと認識して
いる。
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環境保全費
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自然環境の保全及び良
好な生活環境の形成を
図ることを目的として，
環境学習機会の提供，緑
地の保全及び回復，草木
が繁茂する管理不全空
地への対応等を行う。

－ － － － － ○ － 環境アドバイ
ザー講師派遣
は「経常費」で
はなく「一般臨
時事業」として
整理し，政策的
な視点から事
業の要否，他部
局の類似事業
との統廃合等
を検討する

150 （廃止した
場合）
市民に対し
する環境教
育機会の減
少

刈払機の管理委託，ふれあいの森の管理
について，削減要素があるが，削減に当
たり課題があることから検討を進めてい
くべきと考える。

－ － 経費削減に向けて
関係機関との話合
いを進める。

ー ー Ｃ 道からの権限
委譲事務であ
る鳥獣捕獲許
可等事務の経
費だが，許可
証等はペー
パーで交付し
ているため，
一定の経費は
発生する。

ー ー － － 他部局（社会教
育課，公園みど
り課等）と事業
統廃合による，
合理化を図る。

－ 申請及び審
査，決定に関し
てデータの活
用を積極的に
進めることに
よる経費圧
縮。

1.0 0 Ａ － Ｃ 外郭団体（あさ
ひかわ自然共
生NW）の総
会・会議等

0 － － － 各事務事業につ
いて，経常費と
して適切か否か
を仕分けし，政
策的観点から継
続の要否を検討
する。
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苗圃管理費
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緑化木，花株の養成やリ
サイクル事業を推進する
苗圃の維持管理を行う。

－ － － － － － ○ － － － 次期指定管理業務の発注に合わせて経
費の見直しを行う。

－ 公園の管理水準が下がるた
め利用者への影響が懸念さ
れる。

Ｒ６年度の更新か
ら見直す。

ー ー Ａ 紙の使用はな
い。

Ａ 電話基本料金 － － なし － 通信手段とし
て利用してい
る電話をすぐ
に廃止するこ
とはできない
が，将来的に
は廃止を検討
する。

0.1 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務委託担当者
として正職員の
配置が必要。
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２１世紀の
森施設管理
費
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,

4

4

3

3

1

1

5

3

,

7

5

4

3

1

,

9

8

7

2

1

,

7

6

7

繰

入

1

0

,

3

8

0

農村と都市との交流を
促進し，森林及び水辺空
間における自然とのふれ
あいを通じて，利用者の
心身の健康に寄与する。

２１世紀の森施設 A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

トイレ洋式化修繕，森
の湯揚湯ポンプ取
替，ログハウスシャ
ワー室改修，パーク
ゴルフ場管理棟周り
排水工事

R5:森の湯屋根修
繕，ログハウス・総
合案内所手すり修
繕，R6:森林学習
展示館外壁・柱修
繕，R7:ふれあい
広場展望台床修繕

－ － － － － ２１世紀の森施設指定管理業務におい
て，①２１（ニイペ）の森自然体験ゾーン
キャンプ場見直しにおける管理費減，②
森林学習展示館見直しにおける管理費減

①未定，②
未定（R5
年度実施
の劣化調
査の結果
による）

①利用者が森林浴を楽しみ
ながらキャンプを行うこと
ができなくなる，②利用者
が展示物を見て触るなどで
学習したり，研修を行うこと
ができる場がなくなる

①，②公約に関連
することもあり，見
直しについては慎
重に要検討

ー ー ー ー ー ー Ａ ２１世紀の森
施設用地の賃
借，北電柱の
共架，AEDの
リースについ
ては施設を維
持管理してい
く上で必要と
なるため経費
圧縮は不可

なし － 公約に関連す
ることもあり，
見直しについ
ては慎重に要
検討

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務の効率化等
により，人件費
の削減について
検討する。



資料12

１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

171 農政部 0
9

1
1

1
0

0
1

市有林管理
費

1

0

2

2

6

3

7

1

2

4

,

4

1

0

1

3

,

7

6

9

3

0

3

5

5

1

8

,

8

4

9

1

8

,

5

6

8

2

8

1

繰

入

2

4

0

市が保有する市有林の
維持管理を実施するとと
もに，市有林を活用した
「とみはら自然の森」の
維持管理を行う。また，
市有林から生産される
原木を森林認証材とし，
利用促進の拡大を図る。

①とみはら自然の森
②市有林石垣山事業所

①A，
②ー

①事後保全
②事後保全

①管理棟トイレ・排水
管掃除口修繕，木橋
修繕，管理棟薪ス
トーブ取替，案内看
板修繕

①R6:木橋撤去・
ウッドチップ舗装
新設修繕，R7:池
木柵部分修繕

－ ○ － － － － － － 市有林やとみはら
自然の森の管理委
託料として，必要最
低限の委託内容で
実施していること
から，これ以上の削
減は困難

ー ー Ａ 紙の購入予定
がないため

Ａ とみはら自然
の森の電話に
ついては利用
者からの問合
わせや災害の
緊急対応とし
て必要である
ため

－ － なし － 事業を実施し
ていく上で経
費圧縮は難し
い

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務の効率化等
により，人件費
の削減について
検討する。

172 農政部 0
9

1
1

1
1

0
1

林業行政費

3

5

3

,

0

3

8

8

2

3

7

9

3

,

5

3

4

4

1

4

3

,

1

2

0

繰

入

3

,

1

2

0

林地台帳制度により，森
林情報を一括管理し，所
有者や事業体への情報
をワンストップで提供し，
森林整備の促進や，各種
林業団体と連携を保ち，
林業行政の諸政策の推
進を図る。

－ － － － － － ○ － － － － － － 林地台帳の管理や
地域林政アドバイ
ザーの委託料とし
て，必要最低限の
委託内容で実施し
ていることから，こ
れ以上の削減は困
難（全額森林整備
基金で対応）

ー ー Ａ 定期購読誌が
紙のみでの販
売であるため

ー ー Ａ 北海道とのク
ラウドサービ
スを利用する
ための賃借料
であるため経
費圧縮不可

なし － 事業を実施し
ていく上で経
費圧縮は難し
い

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 業務の効率化等
により，人件費
の削減について
検討する。

173 環境部 0
9

2
1

0
1

0
1

環境総務費

5

7

8 5 8

1

3

2

3

2 4

4

6

9 5

1

,

2

3

3

1

,

2

3

3

環境行政全般の適正な
管理・運営を行うため，
環境審議会の運営や，環
境基本計画の進捗管理
等を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 各自治体の環
境行政に対す
る課題等を共
有し，具体的な
解決策を思案
する環境主管
者会議。北海
道市長会が主
管する会議で
あり，各自治体
が会合し協議
するものであ
るため，一定
の課題がある
と考える。

Ｂ 電子決裁シス
テムの導入に
より回覧で決
裁していた文
書。環境基金
に関する起案
文書。

Ａ 置き換え可能
な業務がない
ため。

Ａ コピー機，
FAXの使用料
であるため，ク
ラウド化は困
難。庁舎移転
後は他部局と
共同で使用す
ることから経
費の削減は図
れるものと考
える。

左記内容以外
の経費は当該
事業を執行す
るにあたり，必
要最低限の額
であるため，経
費圧縮は困難
であると考え
る。

8 電子決裁導入
されたため，電
子発送等によ
り削減できる
文書について
は極力削減す
るよう努める。

0.2 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 主な業務は庶務
業務となるた
め，当該事業の
人件費につい
て，特に改善・見
直す内容はない
と考える。

174 環境部 0
9

2
1

0
2

0
1

家庭ごみ処
理費用適正
化事業費

1

,

0

1

9

6

3

1

6

3

,

1

5

4

2

7

5 8

5

9

,

2

2

4

9

7

6 1

2

2

4

,

7

2

0

2

2

4

,

7

2

0

家庭ごみの有料化を適
正かつ円滑に運営する
ため，指定ごみ袋の製造
や保管・配送及び手数料
の徴収・減免などの管理
を行う。
・指定ごみ袋等製造 ・指
定ごみ袋等保管 ・配送 ・
ごみ処理手数料収納 ・減
免申請受付 ・運営管理シ
ステム関係

－ － － － － － ○ － － － 安定した家庭ごみ有料化制度を運営する
上で，指定ごみ袋の保管・配送，及び市民
への交付と手数料の収納業務等の委託
は，必要最低限の仕様であり，経費圧縮
は困難。

－ － 今後も，引き続き
必要最小限度の業
務委託を実施す
る。

ー ー Ａ ・ごみ処理手数
料徴収管理シ
ステム（個別業
務システム）に
より事務作業
を行っている
ため（電子決裁
対象外）
・コピー用紙は
そもそも予算
計上していな
い

Ａ ・ごみ処理手数
料徴収管理シ
ステムにより
出力された納
付書を送付す
るため

Ｃ ・サーバのクラ
ウド化による
経費節減につ
いて，可否を
含めて専門業
者と協議を行
う。

本事業を進め
る上での必要
経費であり，そ
の他経費圧縮
は困難

－ コスト意識を
持ちながら，適
切な家庭ごみ
の有料化制度
の管理を継続
する。

1.3 82 Ａ － Ａ － 4 1,082 Ｃ ごみ処理手数
料減免受付業
務［フル４人
（事務補助)］
４月→２人体
制（紙おむつ購
入助成世帯受
付等）
５月→４人体
制（生活保護
世帯集中受付
等）

人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。

175 環境部 0
9

2
1

0
3

0
1

清掃指導費

2

3

,

0

7

7

3

0

2

,

9

7

0 6

6

,

0

8

5

6

,

0

8

5

分別収集カレンダーの全
戸配布や清掃活動の優
良者表彰を継続的に行
い，ごみの減量化資源
化・適正排出及び美化活
動を推進する。
・家庭ごみ分別収集カレ
ンダーの作成・配付 ・清
掃活動優良者表彰

－ － － － － － ○ － － － 家庭ごみ分別カレンダー配付業務は，１１
パターンを市内全戸に配付する特殊な業
務であり，最低限の仕様となっているこ
とから，経費削減は困難。

－ － 今後も，市民生活
に不可欠なごみ分
別カレンダーの配
付を継続する。

ー ー Ａ 日常生活で活
用する分別収
集カレンダー
は，ごみの分
別・排出に関す
る唯一の紙媒
体であり，高齢
者等から強く
継続を望む声
が寄せられて
いることから，
ペーパーレス
化は困難。

ー ー － システム関連
経費なし

表彰に係る筆
耕料等は必要
経費のため圧
縮困難

－ 事業費予算計
上額の約９
７％が分別カ
レンダーの作
成・配付にか
かる経費であ
り，現行どおり
継続する。

0.4 10 Ａ － Ｃ 11月～1月に
校正作業など
で，一時的に
時間外が生じ
る場合があ
る。

0 － － － 人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。

176 環境部 0
9

2
1

0
7

0
1

資源リサイ
クル費

6

6

5

8

3

1

3

,

3

2

1 5

1

8

1

3

1

3

,

6

3

1

3

1

3

,

6

3

1

ごみの資源化を推進す
るため，分別収集した資
源物（プラスチック製容
器包装，紙製容器包装，
ペットボトル，廃乾電池，
廃蛍光管）の中間処理，
保管及び運搬を委託す
る。

－ － － － － － ○ － － － 容器包装リサイクル法において，自治体
は容器包装廃棄物の分別収集に必要な
措置を講ずるよう定められており，旭川
市では，分別収集計画を策定し，その処
理等を委託している。

当該事業の委託料については，資源ごみ
の排出量に連動するものであり，政策的
に削減できるものではない。

－ － 現状維持 Ａ 委託者には資
源化処理等の
状況につい
て，1年に1回
以上実地確認
することとさ
れており，容器
包装リサイクル
協会からも，検
査時の立会を
求められるた
め。

Ｂ 電子決裁導入
により実績報
告や契約締結
に係るの起案
文書を省略で
きることから
少量ではある
がコピー用紙
の削減が可能
と考える。

ー ー － 実地確認にあ
たり，公共交
通機関が無い
施設に向かう
場合のタク
シー代のた
め。

なし 1 現状維持 1.5 10 Ａ － Ｃ 次年度契約事
務

0 － － － 現状維持

177 環境部 0
9

2
1

0
9

0
1

リサイクル
プラザ管理
費

9

0

1

3

1

,

5

3

9

9

,

9

6

7

2

8

2

,

1

2

2

4

2

1

,

6

8

1

1

5

6

1

8

8

9

2

8

,

6

2

9

1

5
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5

5
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5

5

,

4

9

5

市内全域から収集され
た，缶・びん・家庭金物を
受け入れ，選別処理し資
源化する。また，各種団
体等の施設見学を受け
入れ，ごみのリサイクル
等の啓発活動を行う。
・資源物選別処理業務 ・
施設維持管理 ・庶務業
務

近文リサイクルプラザ A 移転し建替え 移転に向けた検討な
ど

R7.10月供用開始
にむけ，維持管理
費や必要車両など
清掃施設整備課と
協議を進める。

－ － － － － 自動扉保守点検業務→廃止 66 故障した場合，回収拠点に
持ち込んだ市民が手動でド
アを開け閉めする可能性が
ある。

自動扉保守点検業
務については，長
期継続契約が終わ
る令和７年度以降，
業務を廃止する。

Ａ 代替職員の通
勤費のため

Ｂ 電子決裁シス
テム等により
コピー用紙等
の削減を目指
す

Ａ 郵送費がない
ため（電話料金
及び庁内ネッ
トワークシステ
ム使用料）

－ システム関連
経費なし

事務用品の購
入抑制

10 令和６年度か
らコピー用紙
や事務用品の
購入を抑制す
る。

3.0 390 Ｂ びん・缶等選別
作業に係わる
こと。

Ｂ 選別機械の突
発的な修繕や
定期整備に係
わる時間外。

14 40,054 Ｄ － 人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。

178 環境部 0
9

2
1

1
1

0
1

廃棄物最終
処分場管理
費

5
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4
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,

0

0

0

3

9

0

2

0

4

4

6

,

9

4

9

9

1

0

2

,
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2

3

4

4 1

5

4

0

,

2

4

3

4

6

4

,

8

9

9

7

5

,

3

4

4

廃棄物処分場の維持管
理（現処分場における一
般廃棄物の埋立業務全
般及び，現及び前処分場
の浸出水を法定基準値
内で放流するための処
理ほか。）

①中園廃棄物最終処分場
②廃棄物処分場

①A
②A

①一部の建物について保全計
画作成(第1期～)
②建物性能を維持するため，保
全計画作成(第1期～）

②引込柱～受電
キュービクル間ケー
ブル改修，管理棟エ
アコン改修

2032年：屋上ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ防水，電気設
備（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ，変圧
器，非常用発電機
ほか)更新，機械設
備(ﾎﾞｲﾗｰほか）更
新

－ － － － － 施設管理業務中の草刈業務の一部（施肥
業務）の見直しを図ることで経費圧縮で
きると考えている。

528 植栽した樹木も植栽から数
年経過しており，状態が安
定していることから影響は
ほとんどないと考えてい
る。

ごみの搬入状況を
踏まえつつ，周辺
環境の保全に最低
限度必要な事業を
実施していく。

Ｂ リモート参加
を可としてい
る学会等

Ｂ 電子決裁シス
テム導入によ
り財務会計調
書作成分が削
除可能

Ｃ 江丹別地域住
民を対象に，
広報誌を郵送
している。高齢
者が多く，デジ
タル閲覧困難
者が大多数と
考える。

Ａ 当該サービス
に置き換え可
能な事務がな
いため。

左記を除いて，
施設の維持管
理に必要な最
低限度の予算
しかないため，
圧縮は困難と
考えます。

55 環境省が発信
しているオン
ライン講習会
等の活用によ
り旅費の削減
を図る。

4.5 217 Ｂ 突発的な事故
やクレーム対
応，会議開催
に当たって委
員から要求が
あった資料の
作成　等。

Ａ － 0 － － － 令和５年度の状
況を踏まえて業
務分担の見直し
を行う。

179 環境部 0
9

2
1

1
3

0
1

産業廃棄物
対策費
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1

1
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0
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2

4
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2

,

0

4

8 7

2

,

4

2

7

2
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【事業の目的】
産業廃棄物等の適正処
理を啓発指導すること
で，生活環境の保全及び
公衆衛生の向上を図る。
【実施内容】
廃掃法・自リ法，PCB特
措法に基づく各種許可・
届出・報告等，
許可業者・排出事業者・Ｐ
ＣＢ保管事業者・処理施
設への立入検査・適正処
理指導等
地下工作物に係る相談・
現地調査等，
特定建設資材廃棄物の
再資源化等に係る指導・
現地調査等

－ － － － － － ○ － － － 管理型最終処分場の水質検査を優先し，
使用中の安定型最終処分場及び埋立終
了した最終処分場に係る地下水（上流）の
検査について，周辺環境への影響が生じ
る可能性が極めて軽微であると判断し，
調査を省略する。

110 【追加検査を削減した場合】
最終処分場が法令に基づき
適切に維持管理されている
事を客観的に確認している
ところである。調査対象を
削減することで，最終処分
場が設置されている地域住
民等からの廃棄物処理への
信頼性の確保が困難となる
可能性がある。
市民から廃棄物処理への信
頼が得られない場合，新た
な最終処分場設置に理解が
得られず，市民生活，事業活
動に影響を与える事が懸念
される。

令和６年度から調
査期間を見直す。

Ａ オンラインの選
択が可能な場
合は，オンライ
ン参加を実施
中である。

Ｂ 内部文書や照
会・回答等に
電子決裁シス
テムやLoGo
チャットを使用
し，白黒印刷の
Ａ４用紙の使
用を削減す
る。

Ａ 郵送費はなく，
すべて携帯電
話使用料であ
り，通話料は
基本料金内に
収まっている。

－ － なし 1 電子決済シス
テム，LoGo
チャットを積極
的に使用し
ペーパーレス
化に努める。

6.0 101 Ａ － Ａ － 0 － － － 効率的な業務執
行による，最低
限の時間外勤務
に努める。

180 環境部 0
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1
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1

清掃工場管
理費
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,
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燃やせる家庭ごみ，事業
系ごみを環境保全に万
全を期した安定的な焼却
処理を継続して行う。併
せて，旭川市のごみ焼却
施設の有効性を生かし，
更なる余熱利用やCO2
削減に寄与することを目
的とする。

近文清掃工場 A 施設の再延命化 計画的に修繕を行
い，予算の平坦化を
図る。

再延命化に該当す
る以外の設備につ
いても，老朽化に
よる補修が必要で
あることから，これ
までの取組と同様
に計画的な修繕を
行う。

－ － － － － 過去の委託料削減により，既に業務の維
持管理に支障をきたしているため，これ
以上の経費削減は困難であると考える。

－ － 行政機関として、市
民生活に影響を及
ぼさないよう最低
限維持する。

ー ー Ｃ データ容量の
確保を行え
ば，保存にお
ける用紙の削
減が見込め
る。

Ａ 郵送のほとん
どが，請求行
為や入札によ
るものである
ことから困難
である。

Ａ 外局であるた
め不可であ
る。

維持管理にか
かる経費以外
の予算がない
ため，不可であ
る。

50 現行の予算規
模を最低限維
持する。

7.0 377 Ｃ 書類整理 Ｂ 地域協議等 0 － － － 最低限現状維持
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

181 環境部 0
9

2
1

1
7

0
1

クリーンセ
ンター管理
費
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,
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0
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1
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0
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2

1

1

,

0

5

6

6

6

2

3

,

1

9

1

4

,

7

4

5

1

0

7

6

4

7

,

4

1

9

4

7

,

4

1

9

ごみ収集等施設である
旭川市クリーンセンター
の維持管理を行う。
・施設維持管理　・労働安
全衛生対策　・戸別収集・
資源化等関係　・ふれあ
い収集　・排出指導等関
係　・庶務業務

クリーンセンター Ａ 耐震性に関する対応策の検討 老朽化した設備の取
替及び延命化
・重油地下タンク内面
FRPライニング工事
・給湯ボイラー取替工
事

耐震性に係る対応
等については未定

－ － － － － 施設内の除雪や各設備の法定点検等，施
設の維持管理に係る各種業務委託であ
り，必要最小限度で実施していることか
ら，経費圧縮は困難。

－ － 今後も，法令等に
基づき，引き続き
必要最小限度の業
務委託を実施す
る。

Ｂ 主任無線従事
者講習のオン
ライン出席に
より出張旅費
を抑制

Ｂ 電子決裁シス
テム等により
コピー用紙
５％程度の削
減を目指す

Ａ 郵送費がない
ため（電話料金
及び庁内ネッ
トワークシステ
ム使用料）

Ａ 粗大ごみ受付
システム（個別
業務システム）
は，外部のネッ
トワークと接
続していない
ため

適切に施設を
管理運営する
上でその他経
費圧縮は困難

17 コスト意識を
持ちながら，適
切な施設の管
理運営を継続
する。

3.7 232 Ａ － Ｃ 法令等に基づ
いた設備の年
次点検（停電
作業等）

11 24,880 Ｃ ・粗大ごみ受付シ
ステムオペレー
ター［フル４人
（事務補助）］通
年業務（12か
月）
・ふれあい収集
作業員［フル２人
（一般作業員）］
通年業務（12か
月）
・剪定枝等受付
事務（4月～10
月）［フル１人（事
務補助）］冬期間
以外（7か月）
・用務員［パート１
人（ボイラー運転
員)］通年業務
（12か月）※
7:30～12:30
・ボイラー担当
［パート１人（ボイ
ラー運転員)］通
年業務（12か
月）※12:30～
18:00
・事業係資源化
促進指導員
［パート１人（専門
補助員)］通年業
務（12か月）※
水曜日除く
・公用車整備業
務担当［パート１
人（専門補助
員)］通年業務
（12か月）※月
曜日除く

人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。
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管理費
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ごみ収集等で使用する
廃棄物収集車等の整備
や維持管理を行う。
・車両維持管理

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 用紙購入費は
計上していな
い。

Ａ 郵送費は計上
していない（電
話料金のみ）。

－ － 車検等の法定
点検や緊急修
理など，車両維
持に係る経費
のため，圧縮は
困難。

－ コスト意識を
持ちながら，適
切な車両の維
持管理を継続
する。

0.3 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。
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ごみ収集運
搬費
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ごみの減量化やリサイク
ル，適正な処理を推進す
るため，家庭ごみの排出
状況に見合った適正で
効率的な収集運搬体制
を確保する。
・家庭ごみ収集運搬業務
委託

－ － － － － － ○ － － － 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて，一般廃棄物の収集，運搬及び処
分は，委託による場合においても，市は
処理責任を負うものと定められており，
同法施行令において，委託料は，経済性
の確保等の要請ではなく，業務の確実な
履行を重視し，かつ受託者の要件として，
業務の遂行に足る施設・人員及び財政的
基礎を有し，業務に関する相当の経験を
有する適切な者に対して委託すること
と，基準が定められている。
　本市の委託業務も，こうした法令の趣旨
に基づき仕様を定め，専門業者を選考
し，そして最も適正かつ効率的に業務が
遂行され，法令の趣旨・目的が達成され
ることから，現行どおりとする。

－ － 今後も，現行どお
り，法令の趣旨に
基づき，家庭ごみ
の収集運搬業務委
託を継続する。

ー ー ー ー ー ー － － 委託料以外の
経費はない。

－ 今後も，現行
どおり，法令の
趣旨に基づ
き，家庭ごみ
の収集運搬業
務委託を継続
する。

1.0 165 Ａ － Ａ － 0 － － － 人員配置等は適
切であり，今後
も事務作業等の
効率化に努めな
がら業務に従事
する。

184 環境部 0
9
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1

廃棄物行政
推進費
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所管する計画や廃棄物
計量処理ネットワークシ
ステムの管理業務を行う
ほか，廃棄物減量等推進
審議会を開催するなど，
廃棄物行政を適正に推
進する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 外部団体（全
国都市清掃会
議）の理事とし
て参加してい
る会議のほ
か，道内の限
られた自治体
（10市）で構成
している会議
であるため，参
加が必須であ
る。

Ｃ 清掃事業概要
などの，その
年度の基本と
なる資料の印
刷費であり，モ
バイル端末が
配置されてい
ない現状，別
室での会議等
に持ち運ぶた
めにも印刷が
必須である。

ー ー Ａ 当該システム
は廃棄物処分
場における料
金収受機能も
有しており，ク
ラウド化した
場合のネット
ワーク障害リ
スクが大きい
ため。

なし － 現状維持 0.5 50 Ａ － Ｂ システム障害
時の早期復旧
に向けた業者
修正作業対応

0 － － － 現状維持
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し尿処理費
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・市内のし尿を衛生的に
処理するため，収集運搬
業務を委託する。
・移動式公衆便所の市民
への有償貸出

－ － － － － － ○ － － － これまでも継続的に経費の削減を行って
きた。また，請負可能な業者が市内に１者
しかおらず，経費の圧縮に伴い当該業者
が事業から撤退した場合，業務が滞り，市
民生活に深刻な影響が及ぶことになる。

－ － 現行の予算規模を
最低限維持する。

ー ー Ｂ 積算書資料等
の電子化によ
り，インクカー
トリッジやコ
ピー用紙の削
減が見込め
る。

ー ー － － し尿収集運搬
業者へ支払う
収入証紙売り
さばき手数料
の減額改正が
考えられるが，
し尿収集運搬
業者の理解が
得られるか不
透明である。

61 積算書等の電
子化に取り組
み，用紙，ト
ナーの消費等
を削減する。

2.0 5 Ａ － Ａ － 0 － － － 統計や委託の積
算・設計業務を
抱えており，現
行の正職員数の
維持が望まし
い。
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市内及び近隣５町のし
尿・浄化槽汚泥を衛生的
に処理するため，環境セ
ンターの必要な維持管理
を行う。

環境センター A 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）
施設整備の方針の整理及び建
物性能維持の取組を推進

平成23～25年度の
大規模改修工事によ
り図られた最大で令
和15年度までの延
命化を実現するた
め，優先度の高い設
備の更新・補修を実
施した。

これまでと同様，
老朽化した設備の
更新・補修を限ら
れた予算の範囲内
で計画的に行う。

－ － － － － 限られた予算の中，環境センターの維持
管理上必要な業務の見直しを継続して
行ってきた結果，削減の余地はほとんど
残されておらず，さらなる経費圧縮によ
り施設の維持が困難となることが懸念さ
れる。

－ － 現行の予算規模を
最低限維持する。

ー ー Ａ 破砕機部品等
環境センター
で使用する物
品のみで，紙
類は予算計上
していない。

Ａ 環境センター
緊急連絡用の
電話回線を確
保しておく必
要がある。

Ａ 環境センター
運転管理のた
め設置した専
用の計装シス
テムのため。

計装システムを
再リースするこ
とで経費の削
減が考えられ
るが，契約先と
の交渉結果次
第である。

－ 現行の予算規
模を最低限維
持する。

2.0 7 Ａ － Ａ － 0 － － － 委託や修繕の積
算・設計等の業
務を多数抱えて
おり，現行の正
職員数の維持が
望ましい。
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平成20年10月に運用
を開始した総合防災セン
ターや消防防災指令セン
ター装置等を適正に管理
する。

旭川市総合防災センター Ｂ 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

施設保全計画策定済
み

保全計画に基づき
建物性能を維持す
る。

－ ○ － － － 法定保守点検等ではない，清掃業務や除
雪業務について，回数などの仕様見直し
で経費圧縮を検討することは可能だが，
コミュニティホール等は使用料を徴収す
る市民利用施設の側面もあることから，
仕様変更については十分な検討が必要で
ある。

56 施設利用者への健康被害や
来庁車両等への雪害が考え
られる。また，除雪業務につ
いては，緊急車両が入庫し
ている車庫前やヘリ離着陸
場も含まれるため，出動等
が困難になる。

仕様について見直
しを検討する。

Ａ 会計年度任用
職員の通勤手
当であるため

Ａ 出動指令書用
の紙であるた
め

Ａ 郵送費はなく，
通信料や回線
料である。

－ － 圧縮可能経費
なし

－ 圧縮可能経費
について，継
続して見直し
を検討する。

1.6 90 Ａ － Ｂ 庁舎管理対応
等

3 7,393 Ｄ － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。
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市民の生命，身体及び財
産を自然災害や事故災
害から守るため，旭川市
地域防災計画に基づき，
防災対策の推進を図る
ことを目的とする。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 中核市防災担
当者会議総会
について，役
員の選出がブ
ロック内持ち
回りであり，役
員期にオンラ
イン参加とした
場合，役員の
目的を達成す
ることが困難
となるため。

Ａ 当課で印刷す
る紙は，市民
等を対象とし
た講習会や説
明会で使用し
ているものが
多いため，庁
内でのペー
パーレスによ
る紙の削減に
該当するもの
ではない。

Ａ Ｊアラート等，
災害時におけ
る通信網を整
備しているも
のであるため，
有事の際に通
信できなくて
も良いものは
なく，オンライ
ン化で解決す
るものではな
い。

Ａ 防災情報共有
システムの使
用料や土砂災
害住民説明会
の会場使用料
であるため，ク
ラウド化の移
行で経費を削
減できるもの
ではない。

なし － 市民の生命，
身体及び財産
を自然災害や
事故災害から
守るために必
要なものを整
備しているた
め，ペーパーレ
ス化やオンライ
ン化で経費を
圧縮できるも
のではない。

8.0 394 Ａ － Ａ － 1 5,091 Ｄ － 業務の大半が専
門的な知識を有
するものである
こと，就業時に
おける災害対応
等の突発的な業
務により，時間
外勤務増加が見
込まれること等
から，人員配置
等により削減で
きるものではな
い。
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消防法第１条の「火災を
予防し，市民の生命・身
体・財産を災害から守
る」という目的を達成す
るために，市民の防火意
識の高揚と防災知識の
普及を図るもの。

－ － － － － － ○ － － － 住宅火災予防推進業務（個人住宅又は共
同住宅を直接訪問し，防火広報や住宅用
火災警報器の維持管理について広報する
もの。）について，実施件数の見直し等で
経費圧縮を検討することが可能であると
考える。

25 全国的に建物火災による死
者の約８割は，住宅火災に
よるものであり，本業務実
施件数の減少は，防火意識
の低下による火災件数及び
火災による死傷者数が増加
する可能性がある。

仕様について見直
しを検討する。

ー ー Ｃ チラシやポス
ターなどを電
子化すること
で紙を削減で
きるが，事業
者への防火広
報としての効
果が薄れる点
や一定数いる
デジタル難民
を無視するこ
とはできない
と考える。

ー ー － － 圧縮可能経費
なし

10 圧縮可能経費
について，継
続して見直し
を検討する。

1.6 315 Ａ － Ｂ 各種会議対
応，消防法令
違反処理等

0 － － － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続
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消防組織法施行に基づ
き，自治体消防として消
防行政遂行上，必要な組
織・施設・装備等を維持
管理し，業務を遂行す
る。

①神居水防倉庫
②東旭川水防倉庫
③旧南消防署東出張所
④旧南消防署豊岡出張所
⑤南消防署西神楽分遣所
⑥南消防署東旭川出張所
⑦南消防署忠和出張所
⑧南消防署神楽出張所
⑨北消防署
⑩北消防署春光出張所
⑪北消防署新旭川出張所
⑫北消防署永山出張所
⑬北消防署東鷹栖分遣所
⑭北消防署近文分遣所
⑮南消防署豊岡出張所
⑯南消防署緑が丘出張所

①～
⑤,
⑯
－

⑥,
⑩～⑭
Ａ又は

Ｃ

⑦⑧Ａ
⑨Ｂ
⑮Ｃ

①②事後保全
⑤⑦⑧⑨⑮⑯建物性能を維持
するため，保全計画作成（第１
期～）
⑥東旭川支所に関する検討と
併せ，第１期において検討し，
第１期又は第２期に実施
⑩⑪⑬隣接する出張所等との
関係性を整理し，建替手法を検
討（第１期）
⑫消防訓練施設の移転場所と
併せ，第１期において検討し，
第１期又は第２期に隣接する出
張所等との関係性を整理し実
施
⑭耐震性に関する対応策の検
討

①～②定期的に環境
整備を行い，必要に
応じて修繕を行っ
た。
③R3～R4で建物を
解体整地した。
⑦～⑨施設保全計画
策定済み
⑮東部まちづくりセ
ンターとして施設保
全計画策定済み

保全計画策定済み
の施設ついては，
それに基づき建物
性能を維持する。
それ以外の施設に
ついては，手法・優
先順位等を検討す
る。

－ ○ － － － 法定保守点検等ではない，清掃業務や除
雪業務について，回数などの仕様見直し
で経費圧縮を検討することは可能だが，
北消防署附属体育館は使用料を徴収す
る市民利用施設の側面もあることから，
仕様変更については十分な検討が必要で
ある。

14 施設利用者への健康被害や
来庁車両等への雪害が考え
られる。また，除雪業務につ
いては，緊急車両が入庫し
ている車庫前も含まれるた
め，出動等が困難になる。

仕様について見直
しを検討する。

Ｃ オンラインに変
更可能な出張
もあるが，研
修や会議等の
開催者側がオ
ンライン化して
いなければ出
張せざるを得
ない。

Ｂ 事務用コピー
用紙を削減可
能

Ａ 相手方から簡
易書留の指定
があるもので，
デジタルによ
る情報発信等
に切り替える
ことが困難で
ある。

－ － 圧縮可能経費
なし

16 圧縮可能経費
について，継
続して見直し
を検討する。

3.5 1,064 Ａ － Ｂ 議会対応，危
機管理案件対
応，庁舎管理
対応等

21 49,147 Ｄ － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。
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消防組織法施行に基づ
き，自治体消防として消
防行政遂行上，必要な組
織・施設・装備等を維持
管理し，業務を遂行す
る。

－ － － － － － ○ － － － 感染性廃棄物処理業務（救急出動等に係
る感染性廃棄物を処分するもの。）は単
価契約であり，経費の圧縮は困難であ
る。

－ － 経費の性質上，圧
縮は困難である。

ー ー Ａ 消防活動等に
係る消耗品
（資機材等）を
購入する経費
であり，紙を購
入していない。

Ａ 郵送費はなく，
運搬料であ
る。

－ － 圧縮可能経費
なし

－ 圧縮可能経費
について，継
続して見直し
を検討する。

2.2 518 Ａ － Ｂ 災害対応等 0 － － － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。

192 消防本
部
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消防団が災害等で円滑
な活動を行うための事業
であり，車両の維持，更
新費用，ホースの購入費
等を計上している。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ａ 消耗印刷費に
紙の購入代は
なし（車両のオ
イル，バッテ
リー代等を計
上）

ー ー － － なし － 事業の対象者
が団員である
ため，圧縮＝
団員の活動低
下を招く懸念
があるが，部
分的な事業の
廃止等を慎重
に検討する。

1.5 172 Ａ － Ｂ 災害対応等 0 － － － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。

193 消防本
部
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消防団の円滑な管理運
営を行うための事業であ
り，団員の報酬，詰所の
光熱水費，修繕費等，消
防団の運営に関わる経
費を計上している。

①消防団第１分団詰所
②消防団第２分団詰所
③消防団第３分団詰所
④消防団第６分団詰所
⑤消防団第７分団詰所
⑥消防団第８分団詰所
⑦消防団第９分団詰所
⑧消防団第１０分団詰所
⑨消防団第１１分団詰所
⑩消防団第１４分団詰所
⑪消防団第１５分団詰所（千代ヶ
岡）
⑫消防団第１５分団詰所（就実）
⑬消防団第１６分団詰所
⑭消防団第１７分団詰所
⑮消防団第１８分団詰所
⑯消防団第１９分団詰所
⑰消防団第２０分団詰所（中央）
⑱消防団第２０分団詰所（芳野）
⑲消防団第２１分団詰所（嵐山）
⑳消防団第２２分団詰所
㉑消防団第２４分団詰所
㉒消防団第２６分団詰所
㉓消防団第２７分団詰所
㉔消防団第２９分団詰所
㉕消防団第３０分団詰所
㉖消防団第３２分団詰所
㉗消防団第３３分団詰所
㉘８条通８丁目消防団物置
㉙中園水防倉庫
㉚豊里水防倉庫

①～㉚
－

①⑪⑫⑱耐震性に関する対応
策の検討
②～⑩，⑬～⑰，⑲～㉗，㉙㉚
事後保全
㉘解体

【事後保全施設】
環境整備を定例的に
行い，必要に応じて
設備等の修繕を行っ
た。
【①，⑪，⑫，⑱】
耐震性が不足してい
る建物について，耐
震診断，建替等必要
な措置の検討を行っ
た。
【㉘】
解体に向けての関係
課等との調整を行っ
た。

【事後保全施設】
今後も継続的に施
設の適切な維持管
理を行う。
【①，⑪，⑫，⑱】
引き続き耐震性に
関する対応策の検
討を行う。
【㉘】
令和５年度中に施
設の解体を行う。

－ ○ － － － ・消防団詰所排雪委託料
令和４年度から開始した事業であり，実
績を積み上げて内容を精査していく段階
であるが，契約の手法等を随時見直し，
事業費の圧縮を検討する。
（上記理由から財源確保額は現段階で明
示できないため，財源確保額は0とす
る。）

0 詰所の排雪が円滑に行え
ず，消防団車両の出動に支
障をきたす。

団員の活動に支障
をきたさないよう
慎重な検討が必要
であるが，事業費
の圧縮を目指す。

Ａ 消防団員の訓
練・研修のため
の旅費，各種
式典など，オン
ラインで行え
る性質のもの
ではないため

Ａ 消防団員が対
象の会議であ
るため，ペーパ
レス化は現在
のところ不可
能

Ａ 団員からの書
類返送に使用
する切手代の
ため，オンライ
ン化は不可

－ － なし － 事業の対象者
が団員である
ため，圧縮＝
団員の活動低
下を招く懸念
があるが，部
分的な事業の
廃止等を慎重
に検討する。

1.5 172 Ａ － Ｂ 各種会議対
応，庁舎管理
対応

0 － － － 現状の業務内容
について，継続
的に見直しの検
討を行う。

194 防災安
全部
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悲惨な交通事故を根絶
するため，各層にわたる
交通安全教育の推進と，
交通安全に関する普及
啓発活動の推進を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 主に，会計年
度職員の通勤
手当によるも
の

Ｂ 電子決裁によ
り起案文書等
を削減可能

ー ー Ｂ 電子複写機賃
借料について
は共同利用に
より削減

報償費につい
ては，令和６年
度より削減

33 令和6年度か
らは電子複写
機の共同利用
により削減が
見込める。

3.0 700 Ｂ 封詰め等 Ｃ 交通安全啓発 6 10,177 Ｄ － 交通安全に係る
啓発活動や交通
安全教室を開催
するに当たり，
現在の人員が必
要

195 市民生
活部
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消費生活の安定と向上
を目的として，消費生活
相談業務や消費者啓発，
計量法に基づく定期検
査・立入検査を行う。

計量検査所 C 事後保全 雪害による破損箇所
の撤去，補修を実施
した。

非常駐施設だが，
検査で使用するた
め，適宜巡回し，破
損箇所を発見した
場合は速やかに対
応する。

－ ○ － － － なし（R5年度の検査所屋根雪下ろし委託
は差金執行となっており，委託料は不足
しているため，削減が困難。）

－ － 計量検査所：施設
の維持管理に支障
を生じない範囲で
の経費圧縮に努め
る。

Ｃ 会議招集者
（持ち回り）に
Web会議を行
える設備・能力
を必ずしも有
していないた
め。

Ｂ 電子決裁シス
テムにより紙
を削減する。

Ａ 郵送費なし Ａ クラウドサー
ビスへ移行で
きる業務がな
い。

機器の賃貸借
契約料を削減
する。

52 Web参加が可
能な会議があ
れば出張を削
減する。令和６
年度電話交換
機賃貸借契約
を再リースと
する。

5.0 58 Ａ － Ｃ ・消費生活相
談員を対象と
した研修
・消費生活会
議

1 2,052 Ｄ H29年度から
2名配置を1名
配置に削減

構造的時間外以
外の時間外削減
に務める。

196 市民生
活部
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市民の日常生活上生じ
る悩みごとの解消に努め
るため，相談を受け適切
な助言を行い，専門性を
有する相談事案に対して
は，弁護士による無料法
律相談を開催し，専門的
立場から問題解決に努
めている。

－ － － － － － ○ － － － なし（旭川弁護士会への業務委託により，
弁護士2人による第1から第4木曜日に
無料法律相談を行っている。無料法律相
談の希望者増加に伴い，実施日を増やし
てきた経過があり，連携中枢都市圏の形
成に関する協定に基づく近隣８町からの
相談も受け入れているため，開催規模の
縮小等は適切ではない。）

－ － 引き続き，法的な
問題について専門
家に相談する機会
を市民に提供す
る。

Ａ 出張なし。
会計年度任用
職員の通勤手
当のみ。

Ｂ 業務に必要な
書籍購入は削
減不可。ペー
パーレス化に
ついては，相
談員の業務日
報等，一部書
類を令和5年
度から電子化
している。

ー ー － － なし 0 予算のうち，
人件費と業務
委託料が主で
あり，消耗印刷
費も少額であ
るため大幅な
削減項目なし。

0.3 0 Ａ － Ａ － 3 6,149 Ｄ 相談員３名
（パートタイム）
でシフトを組み
ながら年間約
3,000件の一
般相談対応と
無料法律相談
の事務支援を
行っている。

カウンセラー又
は社会福祉主事
資格を持つ相談
員によって市民
の日々の困りご
とや不安軽減に
あたっており,運
営に適正な人数
である。

197 市民生
活部
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市民の交流及び協働を
促進し，活力ある地域社
会の形成及び市民主体
のまちづくりの実現のた
め，市民活動を支援する
市民活動交流センターの
管理運営を行う。

市民活動交流センター B 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

特になし 保全計画に沿った
施設運営を行う。

－ ○ － － － 利用料金制度の指定管理施設であること
から，経費圧縮について，「１　利用料金収
入の増」「２　指定管理委託料の減」の２つ
の観点から検討する。
１　利用料金収入の増　
令和４年度末時点で新型コロナウイルス
感染症による利用回数の減少から回復し
ており，令和5年度以降の大幅な利用回
数の増加は見込めない。また，センター利
用者の多くは高齢者団体が占めている
が，コロナ禍以降は団体の解散も発生し
ており，利用者の大幅な増加は見込めな
い。
２　指定管理委託料の減　
指定管理委託料の積算にあたり，多くを
占めるのが職員人件費であるが（全費用
の58.9%），人件費に伴う人数や回数に
見直しの余地はない。
また，人件費に次いで多くを占めるのは
光熱水費であるが（全費用の14.8%），
昨今の情勢を鑑みると，これ以上の削減
は困難である。

－ － 人件費及び光熱水
費の削減は困難で
あるが，指定管理
者に対しては，その
他の経費の削減
（人件費以外の事
務費の節減や印刷
製本を自前で行う
等）に努めるよう改
めて依頼し，施設の
運営に支障を来さ
ない範囲での経費
圧縮に努める。

ー ー ー ー ー ー Ａ クラウドサー
ビスに移行済
である。

光熱水費や緊
急を要する修
繕費，災害保険
料は施設を運
営するために
必要な経費で
あり，削減は困
難である。

－ 施設を利用す
る市民活動団
体に対して影
響が大きいた
め，施設の運
営に支障を来
さない範囲で
の経費圧縮に
努める。

1.0 120 Ｂ 統計の入力業
務

Ｃ 利用者懇談会 0 － － － 業務の方法の見
直し・効率化を
図ることによ
り，正職員の時
間外時間数を削
減し，人件費削
減に努める。

198 市民生
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女性，勤労青少年，高齢
者，障碍者，ボランティア
等のための市民ホールと
市民各層の活動を助長
するとともに相互の交流
促進と連帯意識の醸成
を図り，もっと福祉の増
進と市民活動の促進に
寄与するため，施設の管
理を行う。

①ときわ市民ホール
②勤労者福祉会館
③建設労働者福祉センター
④勤労者体育センター

①B
②C
③C
④A

①
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）
②
耐震性に関する対応策の検討・
実施（第１期又は第２期）
③
勤労者福祉会館等に機能集約
し廃止検討（第１期又は第２期）
④
耐震性に関する対応策の検討・
実施
（第１期又は第２期）

①③
特になし
②④
施設利用者のアン
ケート調査

①
保全計画に沿った
施設運営を行う。
②
耐震性に関する対
応策を検討し，今
後も施設の運営の
維持に必要な範囲
内で修繕を行う。
③
市民団体等にとっ
ては必要不可欠な
施設なので，期限
を定めた廃止を検
討する段階ではな
い。
④
保全計画に沿った
施設運営を行う

－ ○ － － － 利用料金制度の指定管理施設であること
から，経費圧縮について，「１　利用料金収
入の増」「２　指定管理委託料の減」の２つ
の観点から検討する。
１　利用料金収入の増　
令和和４年度末時点で新型コロナウイル
ス感染症による利用回数の減少から回復
しており，令和5年度以降の大幅な利用
回数の増加は見込めない。また，施設の
利用者の多くは高齢者団体が占めている
が，コロナ禍以降は団体の解散も発生し
ており，利用者の大幅な増加は見込めな
い。
２　指定管理委託料の減　
指定管理委託料の積算にあたり，多くを
占めるのが職員人件費であるが（全費用
の55.0%），人件費に伴う人数や回数に
見直しの余地はない。
また，人件費に次いで多くを占めるのは
光熱水費であるが（全費用の20.4%），
昨今の情勢を鑑みると，これ以上の削減
は困難である。

－ － 人件費及び光熱水
費の削減は困難で
あるが，指定管理
者に対しては，その
他の経費の削減
（人件費以外の事
務費の節減や軽微
な修繕を自前で行
う等）に努めるよう
改めて依頼し，施設
の運営に支障を来
さない範囲での経
費圧縮に努める。

ー ー ー ー ー ー － － 施設の緊急修
繕に要する経
費であり，削減
は困難である。

－ 施設を利用す
る市民活動団
体に対して影
響が大きいた
め，施設の運
営に支障を来
さない範囲で
の経費圧縮に
努める。

1.0 120 Ｂ 紙資料データ
化

Ｃ 利用者懇談会 0 － － － 業務の方法の見
直し・効率化を
図ることによ
り，正職員の時
間外時間数を削
減し，人件費削
減に努める。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

199 総合政
策部

1
1

1
2

0
3

0
1

広報活動費

6

0

2

8

5

4

9

1

2

3

7

7

2

1

7

,

4

2

0

1

,

1

8

3

2

2

4

4

2

0

,

2

0

1

1

3

,

6

0

5

1

,

2

9

6

6

4

8

4

,

6

5

2

市民と行政との情報共
有の推進のため，テレ
ビ，ラジオ，ホームペー
ジ，冊子など各種広報媒
体を通じて，行政サービ
スの情報をより正確かつ
タイムリーに市民に提供
するとともに，旭川の魅
力を国内外に広く発信す
る。

－ － － － － ○ － 街頭放送の一
部事業（市政
100年記念楽
曲）

560 － ①視覚障害者向け広報の発行部数を見
直し（79千円）
②市勢要覧の発行部数を見直し（40千
円）

119 ①新規送付希望者分等の予
備分の確保が困難
②官公庁や他都市関係機
関，視察で来旭した方など，
配布先及び配布部数が限ら
れる。

令和５年度の実績
を踏まえ，発行部
数減を検討

Ａ 道広報コン
クールの表彰
式を同時開催
しているほか，
カメラを用い
た写真実習を
行っているた
め。

Ｂ 電子決裁シス
テム及び広報
誌のオンライン
による校正方
法を導入した
ことで，紙の大
幅な削減が見
込まれる。

Ａ 電話料及びWi
－Fi通信料の
ため（郵送費な
し）

－ － なし 49 オンライン・
ペーパーレス
化を意識しな
がら，コピー用
紙やインク代
の削減に積極
的に取り組む

2.2 250 Ａ － Ａ － 1 1,793 Ｄ － 引き続き継続が
必要（令和5年
度は13款任用
（人事課）として
いるが令和6年
度以降は広報活
動費で要求予
定）

200 総合政
策部

1
1

1
2

0
4

0
1

市民広報発
行費

4

7

1

5

8

6

4

8

1

,

0

6

2

1

3

4

,

8

7

2

1

3

6

,

7

8

7

1

1

7

,

0

5

9

1

9

,

7

2

8

市政の現状や施策の内
容，行政サービスの情報
を正確かつタイムリーに
市民に提供し，市民参加
による協働のまちづくり
を進めるとともに，市民
と行政の情報の共有化
を図るため，広報誌「こう
ほう旭川市民」を毎月発
行し，市内の全世帯に配
布する。

－ － － － － － ○ － － － 広報誌の配布方法の見直し（配布方法の
一本化ほか）

※委託料は1,213千円増となるが，通運
及び手数料の削減により事業費全体で
302千円の確保が見込める

302 広報誌の配布を通じて行っ
てきた，地域の見守り機会
が失われるとともに，自治
会収入減にもつながる。

配布方法を一本化
することによるメ
リット・デメリットを
精査しながら配布
方法の見直しを検
討していく。

ー ー Ａ 用紙代は含ま
れてない。

Ａ 広報誌の配布
に係る費用の
ため。

－ － なし － 現在，市内全
戸に配布して
いる広報誌の
発行事業圧縮
は，市民生活
に与える影響
が大きいた
め，事業圧縮
や改善等は慎
重に検討して
いく。

2.0 350 Ａ － Ｂ 広報誌の取材
など

0 － － － 引き続き継続が
必要

201 女性活
躍推進
部

1
1

1
3

0
1

0
1

市民参加推
進費

2

,

3

0

4

2

6

7

1

2

4

6

5

1

1

7

3

2

2

,

9

0

9

2

,

8

0

9

1

0

0

市政に対して，市民の参
加を推進するため，提案
を行うための各種市民
参加手続きを実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 出張旅費を計
上していない。

Ａ 事務移管によ
り，市民参加に
係る業務で消
耗印刷費の予
算がない。

ー ー Ａ 事務移管によ
り，市民参加
に係る業務で
使用料賃借料
の予算がな
い。

市民参加に係
る業務で，消耗
印刷費，通信運
搬費，使用料賃
借料の予算が
ないため，経費
圧縮の余地は
ない。

－ 圧縮する経費
がないため，
現行とおりと

する。

1.0 150 Ａ － Ｃ 附属機関の開
催により時間
外勤務が生じ
る。

1 2,060 Ｄ 週29時間勤
務
市民参加推進
業（文書作成，
会議録の作
成，公表資料
及びホーム
ページの管理・
更新等），市政
情報コーナー
の資料整理及
び管理業務等
として配置
（報酬1,678

市政に対する市
民参加の意識向
上及び積極的な
参加を促進し，
協働による市政
運営に向けた環
境を引き続き整
備する必要があ
る。

202 市民生
活部

1
1

2
1

0
1

0
1

住民活動推
進費

3

,

3

3

7

5

2

5

2

3

0

2

0

4

2

1

1

8

0

3

7

,

5

0

1

4

2

,

0

8

8

4

2

,

0

8

8

住民組織活動を推進し，
住みよい地域社会の形
成を図るため，地区市民
委員会及び市民委員会
連絡協議会へ補助金を
交付する。また，町内会
等が実施する加入促進
や担い手育成，地域課題
の解決等に繋がる事業
に対し補助金を交付し，
地域が主体的に取り組
む活動を支援する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ パート職員の
通勤手当

Ａ 町内会などと
のやり取りは
紙であり，表彰
状など紙でし
か対応できな
いものもある
ため。

Ａ 町内会名簿の
提出を受ける
ための郵送料
であり，相手方
がオンライン化
していない。

－ － なし － 各町内会長の
オンライン化の
対応がされて
おらず，紙での
郵送が不可欠
であるため，当
面の改善は困
難である。

5.0 600 Ａ － Ｃ 補助金の支出　　
外郭団体業務

2 4,061 Ｄ － 効率的な業務の
執行により時間
外の圧縮に努め
る。また，R5年
度から補助金業
務の一部を支所
へ移管している
ことから，一定
程度の時間外の
圧縮が見込め
る。

203 市民生
活部

1
1

2
1

0
4

0
1

コミュニ
ティセン
ター管理費

1

,

0

9

0

1

5

7

6

7

1

1

,

4

7

6

3

0

0

8

2

1

3

5

1

1

7

,

2

2

9

1

,

6

7

3 3

1

2

2

,

8

1

6

1

2

0

,

9

6

4

1

,

8

5

2

地域におけるコミュニ
ティ活動やサークル活動
等を活性化するため，地
域活動拠点の維持，整
備，機能の充実を図り，
より地域に密着した施設
の管理運営を行うことを
目的とする。

①東部住民センター
②北部住民センター
③永山住民センター
④神居住民センター
⑤末広地区センター
⑥豊岡地区センター
⑦忠和地区センター
⑧啓明地区センター
⑨神楽岡地区センター
⑩新旭川地区センター
⑪北星地区センター
⑫春光台地区センター
⑬西神居会館
⑭嵐山中央会館

借①春光６区会館

①～⑭
B

借①
C又は

D

①～⑫，⑭
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）
⑬
事後保全
借①
国に返還時に，必要性を整理
し，地域会館の補助制度等によ
り対応検討

①～⑫，⑭
特になし
⑬
施設運営の維持に必
要な範囲内で保全を
行った。
借①
地元で地域会館とし
て利用するため，地
域住民組織に貸し付
け。

①～⑫，⑭
保全計画に沿った
施設運営を行う
⑬
施設運営に必要な
範囲での保全を行
う。
借①
３年ごとの契約更
新の際に，地域住
民組織の要望を聞
き取り，必要性を
判断する。

－ ○ － － － 大多数が利用料金制度の指定管理施設
（住民・地区センター）であることから，経
費圧縮について，「１　利用料金収入の増」
「２　指定管理委託料の減」の２つの観点
から検討する。
１　利用料金収入の増
令和４年度末時点で新型コロナウイルス
感染症による利用回数の減少から回復し
ており（直近のピークの年度の98.5%ま
で回復），令和5年度以降の大幅な利用回
数の増加は見込めない。また，センター利
用者の多くは地域の高齢者団体が占めて
いるが，コロナ禍以降は団体の解散も発
生しており，利用者の大幅な増加は見込
めない。

２　指定管理委託料の減
指定管理委託料の積算にあたり，多くを
占めるのが職員人件費であるが（全費用
の約45%），全ての施設で２～３名の職
員がそれぞれワンオペで稼働しており，人
数や回数に見直しの余地はない。
また，人件費に次いで費用の多くを占め
る光熱水費（全費用の約14%）は，昨今
の情勢を鑑みると，これ以上の削減は困
難である。

－ － 人件費及び光熱水
費の削減は困難で
あるが，指定管理
者に対しては，その
他の経費の削減
（人件費以外の事
務費の節減や軽微
な修繕を自前で行
う等）に努めるよう
改めて依頼し，施設
の運営に支障を来
さない範囲での経
費圧縮に努める。

ー ー Ｂ 決裁に用いる
コピー用紙

Ａ 固定電話の料
金であり，削減
不可。

－ － 大半が施設の
緊急修繕に要
する経費であ
り，削減は難し
い。

9 令和6年度よ
りコピー用紙
購入量の削減
を検討する。

1.0 120 Ｃ 紙資料のデー
タ化（月１）

Ａ － 2 1,090 Ｃ ①45,900円
×12か月（施
設管理業務の
ため嵐山中央
会館に毎月１
名必要）
②44,900円
×12か月（施
設管理業務業
務のため嵐山
中央会館に毎
月１名必要）

業務の方法の見
直し・効率化を
図ることによ
り，正職員の時
間外時間数を削
減し，人件費削
減に努める。

204 市民生
活部

1
1

2
1

0
7

0
1

東部まちづ
くりセン
ター管理費

3

,

3

8

2

5

3

3

1

8

3

4

7

7

1

2

4

,

1

4

2

8

0

2

6

0

4

,

9

0

1

2

5

1 3

1

4

,

2

2

4

1

3

,

7

9

4

4

3

0

繰

入

1

5

・地域力及び住民の利便
性の向上を図り，安全で
安心な地域の実現を目
指す。
・地域支援，窓口サービ
スの提供，消防や高齢者
支援の機能を持つ複合
施設の運営

東部まちづくりセンター Ｂ 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

適宜，必要な点検を
実施し，緊急性と経
費負担を考慮した修
繕を行うなど，適正
に維持管理を行っ
た。

建築物点検等で，
修繕か所等が発見
された場合，予算，
必要度（躯体への
影響度）等を考慮・
判断し，適宜又は
計画的に修繕を
行っていく。

－ ○ － － － なし（一部削減可能な産廃処理業務は差
金対応。）

－ － 人件費を使用して
の積算は常に最低
限の人数で積算
済。予算上削減可
能なものはない
か，随時確認し，積
算する。

Ａ 出張に係る費
用の計上はな
い。

Ｂ 電子決裁施行
のため紙決裁
時起案等に使
用していたコ
ピー用紙の削
減

Ａ 郵送費はある
が，緊急要件
及び返信用で
の使用を想定
しているため
デジタルは不
可。今後は必
要時総務課で
支給を受け削
減。

Ａ クラウドサー
ビスへ移行で
きる業務がな
い

在勤地内旅費
の削減
郵送料切手購
入費の削減

8 使用機器は，
現状の再リー
スを可能な限
り継続してい
く，その他，削
減できる方法
があれば，随
時検討，実施し
ていく。

2.5 87 Ｂ 会計年度職員
の休暇時の窓
口対応

Ｃ ・学校運営協
議会への委員
としての出席
・地域からの要
請による会議
等への出席
・休日の定期
清掃及び点検
作業への対応

2 4,096 Ｄ － 構造的な業務以
外については，
職員間の連携強
化と事務の効率
化を図り，時間
外時間数を削減
する。

205 市民生
活部

1
1

2
1

1
0

0
1

地域活動セ
ンター管理
費

3

,

6

7

9

2

0

,

9

6

3

2

4

,

6

4

2

2

4

,

5

6

0

8
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地域活動の促進及び地
域力の向上を図り，活力
ある地域社会の形成及
び市民主体のまちづくり
の実現のため，地域活動
の拠点となる地域活動
センターの運営を行う。
地域活動センターの管理
運営は，地域住民で組織
する運営委員会及びス
ポーツクラブを指定管理
者として行い，地域の特
色や地域課題を踏まえた
施設運営及び事業展開
を実施する。

①末広地域活動センター
②緑が丘地域活動センター

①B
②－

①②
建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

①②
特になし

－ ○ － － － 利用料金制度の指定管理施設であること
から，経費圧縮について，「１　利用料金収
入の増」「２　指定管理委託料の減」の２つ
の観点から検討する。
１　利用料金収入の増　
令和４年度末時点で新型コロナウイルス
感染症による利用回数の減少から回復し
ており，令和5年度以降の大幅な利用回
数の増加は見込めない。また，センター利
用者の多くは地域の高齢者団体が占めて
いるが，コロナ禍以降は団体の解散も発
生しており，利用者の大幅な増加は見込
めない。
２　指定管理委託料の減　
指定管理委託料の積算にあたり，多くを
占めるのが職員人件費であるが（全費用
の53.1%），全ての施設で3～4名の職
員で稼働しており，人数や回数に見直し
の余地はない。
また，人件費に次いで多くを占めるのは
委託費であるが（全費用の14.9%），昨
今の情勢を鑑みると，これ以上の削減は
困難である。

－ － 人件費，光熱水費
及び委託費の削減
は困難であるが，
指定管理者に対し
ては，その他の経
費の削減（人件費
以外の事務費の節
減や軽微な修繕を
自前で行う等）に努
めるよう改めて依
頼し，施設の運営
に支障を来さない
範囲での経費圧縮
に努める。

ー ー ー ー ー ー － － 光熱水費の経
費であり，昨今
の情勢を鑑み
るとこれ以上
の削減は困難
である。

－ 施設を利用す
る市民活動団
体に対して影
響が大きいた
め，施設の運
営に支障を来
さない範囲で
の経費圧縮に
努める。

0.5 120 Ｃ 紙資料のデー
タ化

Ｂ 利用者懇談会 0 － － － 業務の方法の見
直し・効率化を
図ることによ
り，正職員の時
間外時間数を削
減し，人件費削
減に努める。

206 女性活
躍推進
部

1
1

3
1

0
1

0
1

男女共同参
画推進費

3

0

5

3

4

6

1

6

3

4

9

5

0

1

2

0

1

,

0

3

3

1

,

0

3

3

・男女共同参画社会を実
現するため，男女共同参
画基本計画の目標達成
に向け，啓発活動など各
種施策を推進する。
・パートナーシップ制度
導入・LGBTQ窓口設置・
男女共同参画審議会・男
女共同参画苦情処理委
員会・出前講座等の実施

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ オフライン研修
（講座）の講師
招聘及び参加
に係る旅費で
あるため。

Ｂ 外部配布用が
主であるため
大幅な削減は
見込めないが
電子決裁によ
り若干の削減
は可。

Ａ 電話相談設置
に係る電話料
であるため。

－ － なし 2 見直しが困難
な項目が多い
が，課内の
ペーパーレス
化を進めるな
ど削減に努め
る。

3.0 250 Ａ － Ｃ 出席者の勤務
などに配慮し
た時間設定
（男女共同参
画審議会・
パートナーシッ
プ制度有識者
会議・各種啓
発事業）

0 － － － 業務の特性から
構造的時間外が
多く，大幅な時
間外の削減は困
難であるが，外
部との打ち合わ
せに可能な限り
メール等を活用
するなど，業務
効率化を図る。

207 総務部 1
3

1
1

0
1

0
1

人事管理費

3

,

0

9

9

2

6

7

1

2

4

7

5

8

3

6 4

2

,

1

5

6

5

6

8

3

3

7

,

4

5

0

7

,

4

4

9 1

有能な人材の確保，職員
の能力開発など人事管
理の適正な執行を図る。
職員表彰の実施・職員採
用試験の実施・公正職務
審査会の運用。

－ － － － － － ○ － － － ①採用試験に係るSPI試験の受験者数
（２次試験到達者）を減らす。

①１名あた
り5,000

円

①各試験での適切な倍率を
保持し，採用試験を進めて
いく上では，経費圧縮は困
難と思われる（人材確保や
採用者数への影響が大き
い）

次年度も現在の委
託内容を継続した
いと考える。

Ａ 会計年度任用
職員の通勤費
と会議や採用
説明会（実地
開催）の旅費
のため

Ｂ 記章や書籍購
入費は削減で
きないが，電
子決裁による
紙の削減は可
能

Ａ 対応に苦慮す
る市民に対す
る通知文送付
料のため

－ － なし 未定 電子決裁の導
入により，消印
費の削減に努
める。

2.0 740 Ｂ 採用試験に係
る事前準備

Ｃ 採用試験が週
休日に行われ
ることから，準
備や時間外が
発生する。

2 3,539 Ｄ － 令和６年度も同
様に継続する。

208 総務部 1
3

1
1

0
2

0
1

職員研修費

8

0

2

9

4

5

0

1

5

1

5

0

7

6

0

7

6

0

多様化する行政課題に
積極的に取り組み，組織
目的をよりよく実現させ
るため，創造的・能動的
な職員を育成する。

－ － － － － － ○ － － － 部下のマネジメントスキルを身につける
ことを目的として階層別研修を行ってお
り，研修の一部を外部講師に委託してい
る。研修講師の見直し，研修時間の短縮
等，必要最小限の内容としており，これ以
上の圧縮は困難。

－ － 次年度も現在の委
託内容を継続した
いと考える。

ー ー Ａ 研修図書の購
入費用に充て
ているため，コ
ピー用紙の購
入はない。

ー ー － － なし 未定 必要最低限の
予算であり，削
減できる経費
はない。

2.0 160 Ａ － Ｂ 研修の前日設
営のため時間
外が発生す
る。

0 － － － 令和６年度も同
様に継続する。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

209 議会事
務局

1
3

1
2

0
1

0
1

管理費

3

0

1

,

7

2

7

4

8

7

6

6

,

8

3

1

2

6

6

,

9

5

8

1

,

0

0

0

1

4

,

0

2

9

4

1

1

3

4

1

6

1

2

5

1

5

,

8

9

0

2

,

1

4

8

2

,

2

0

4

3

2

,

6

4

0

4

3

4

,

5

2

7

4

3

4

,

5

2

7

議会運営に関わる管理
的事業

－ － － － － － ○ － － － なし － － 改選期実施の事業
及び新庁舎移転に
伴う経費がほとん
どであるため，令
和６年度には自然
減となる。視覚障
害者向け議会広報
誌発行委託料及び
会派インターネット
保守運用支援につ
いては，議会運営
に不可欠な事業で
あり，削減可能な
要素もないため経
費圧縮は困難であ
る。

Ａ 正副議長及び
議会事務局長
が公務として
出席する会議
に係る旅費の
ため，オンライ
ン開催かどう
かは主催者側
に委ねられて
いるため。

Ｃ 議会のＩＣＴ化
に伴うタブレッ
トの導入によ
りペーパーレ
ス化が進む見
込みである
が，どこまで
ペーパーレス
化するのかは
議会内の協議
を要する。

Ａ 議長から関係
者に送付する
年賀はがきに
ついては，年
始の挨拶のた
めのものであ
り，デジタル化
にはそぐわな
いため。

Ａ クラウドサー
ビスへの移行
等で削減でき
る内容ではな
いため。

なし 57 紙の使用を減
らすよう努め
る。また，議会
内のペーパー
レス化の協議
が進むようサ
ポートを行う。

9.0 584 Ｃ 各種支出事務
及び資料の作
成・発送業務
等

Ｄ 議長随行業
務，本会議対
応業務及び市
民と議会の意
見交換会等

2 3,709 Ｄ － 新庁舎供用開始
後は，現在「分
室」で行ってい
る会計年度任用
職員の業務を，
正職員と同室で
業務を行うこと
となるため，正
職員との連携及
び協力体制の強
化などにより会
計年度任用職員
の業務の効率
化・省力化を図
り会計年度任用
職員を１人とす
ることができる
よう議員の理解
を図っていく予
定。

210 議会事
務局

1
3

1
2

0
2

0
1

運営費

1

,

6

7

8

2

6

7

5

0

1

1

,

5

4

0

6

,

5

3

5 5

3

7

4

4

,

2

9

7

6

3

8

9

1

5

2

6

,

2

9

9

2

6

,

2

9

9

議会運営に関わる事業 － － － － － － ○ － － － なし － － 議場マイクシステム
保守点検及び議事
録作成支援システ
ム保守業務は議会
運営に不可欠であ
り，削減可能な要
素もないため経費
圧縮は困難であ
る。

Ａ 単独行政視
察，常任委員
会行政視察等
は議員が政策
立案のために
行っているも
のであり，オン
ラインに置き
換えることは
困難である。

Ｃ 市議会のＩＣＴ
化に伴うタブ
レットの導入に
より会議録や
市政のあらま
し等をペー
パーレス化で
きる可能性が
あるが，議会
内の合意形成
を要する。

ー ー Ａ 既にクラウド
サービスへの
移行を終えて
いるため。

なし 0 会議録や市政
のあらまし等
をペーパーレ
ス化すること
により消耗印
刷費を削減す
るよう努める
が，議会内の
合意形成を要
する。

10.0 766 Ｂ 突発的に生じ
る議会が混乱
したときの発
言内容の文字
起こし業務

Ｃ 特定の時期に
ある予算・決
算・議案の審
査時における
議会運営業務

1 2,045 Ｄ － 会パート職員１
名が正職員でカ
バーしきれない
会議録作成や録
音等の業務を補
助しているた
め，廃止による
削減は困難であ
る。

211 総合政
策部

1
3

1
2

0
3

0
1

管理事務費
（政策調整
課）

1

,

0

9

5

5

8

1

1

6

3

0

1

,

3

4

2

7

,

0

6

2

1

0

,

1

2

6

1

0

,

1

2

6

市政に関する諸問題の
解決のほか行政推進の
効果を高めるため，各市
長会等の活動に関する
業務，総合政策部内の庶
務的経常業務を実施

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ オンライン参加
に対応した会
議，研修等で
はないほか，
オンラインでは
用務の目的の
一部を達成で
きないおそれ
があるため。

Ａ 各種打合せな
どペーパーレ
ス化が可能な
ものは既に実
施しているた
め。議会資料
の紙配付が不
要となれば削
減可能

Ｂ ファクシミリ使
用に伴う電話
料であり，新庁
舎移転に伴
い，計上が不
要となる。

－ － 事務用品，ト
ナーカートリッ
ジ等消耗印刷
費の庁内一括
計上

504 当課限りでの
経費圧縮は困
難であるため，
全庁的に必要
経費を確保す
ることで，適正
な用品を確保
する。

3.0 1,372 Ａ － Ｂ 市長会活動等
の意見集約

0 － － － 業務の適正配分
により時間外勤
務時間数を削減
する。

212 総合政
策部

1
3

1
2

0
4

0
1

交際費（秘
書課）

1

,

0

5

0

1

,

0

5

0

1

,

0

5

0

市長の行政執行におけ
る交際事務（各種会合等
出席に係る会費，香典，
御見舞等）

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － №２１３の事業
と統合し交際
事務に係る費
用を圧縮する

50 令和６年度か
らは，コロナ５
類移行に伴い
会合に係る支
出増が見込ま
れる今後の実
績を考慮しつ
つ，交際費事
業を統合し費
用の圧縮を図
りながら，事業
を継続する。

1.0 200 Ａ － Ｂ 会合や葬儀等
への市長随行

0 － － － 令和６年度以降
も，業務適正化
を考慮しなが
ら，事業を継続
する。

213 総合政
策部

1
3

1
2

0
5

0
1

交際費（各
部交際費）

6

5

0

6

5

0

6

5

0

市長またはその補助機
関の行政執行における
交際事務（市政推進に係
る各種会合等出席に係
る会費等）

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － №２１２の事業
と統合し交際
事務に係る費
用を圧縮する

50 令和６年度か
らは，コロナ５
類移行に伴い
会合に係る支
出増が見込ま
れる今後の実
績を考慮しつ
つ，交際費事
業を統合し費
用の圧縮を図
りながら，事業
を継続する。

1.0 100 Ａ － Ｂ 会合への出席 0 － － － 令和６年度以降
も，業務適正化
を考慮しなが
ら，事業を継続
する。

214 総合政
策部

1
3

1
2

0
6

0
1

管理事務費
（秘書課）

5

4

1

,

2

0

0

2

,

3

6

8

1

,

1

2

1

7

7

6

3

3

4

2

8

7

9

1

,

4

4

6

6

,

4

7

0

6

,

4

7

0

各種秘書業務の実施
，各種表彰の実施（功労
者，貢献賞，新人奨励賞
他），各種大会等への市
長賞出賞，叙勲等上申業
務，各種事業の後援等

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 開催者指定の
方法で会合出
席しているた
め，視察等で
実際に現地の
様子等情報収
集する必要が
あるため

Ａ 新聞購読料や
賞状用紙，次
第の印刷費用
が主であるた
め

Ａ 随行携帯通信
料が主である
ため

－ － 新庁舎への移
転に伴い，防塵
マット賃貸借
（使賃料）契約
終了予定

17 令和６年度以
降も，実績を
考慮しながら，
事業を継続す
る。

3.0 500 Ａ － Ｂ 出張に伴う市
長随行や表
彰，祝電関係
業務等

0 － － － 令和６年度以降
も，業務適正化
を考慮しなが
ら，事業を継続
する。

215 総務部 1
3

1
2

0
7

0
1

管理事務費
（総務課）

5

1

0

1

6

5

1

0 5

4

5 2

2

0

4

6

5

2

5

1

,

2

4

7

9

8

7

2

6

0

一般行政事務，自衛官募
集事務及び寄附関係業
務を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 最低限の旅費
（日当2人分）
しかなく，これ
以上の削減は
困難

Ａ 自衛官入隊予
定者激励会の
配付資料用紙
代（国委託金
充当事業）や
寄附者への感
謝状額縁等
で，ペーパーレ
スや削減が困
難

ー ー Ｂ ・自衛官入隊
予定者激励会
の会場使用料
（国委託金充
当事業）のた
め，クラウド化
や削減が困難
・コピー機使用
料は，電子決
裁導入による
起案書類印刷
の削減が見込
めるが，導入
初年度で実績
がなく，その効
果は今後の推
移を確認する
必要がある。

なし 未定 電子決裁導入
によりコピー
機使用料の削
減が見込める
が，その効果
は導入初年度
である令和５
年度の推移を
確認する必要
がある。

3.0 1,324 Ａ － Ａ － 1 675 Ｃ 保存文書引継
業務に従事。
その繁忙期（３
か月）に雇用し
ている。

恒常的な時間外
勤務が発生して
おり，人員は不
足しているが，
事務の効率化を
適宜検討し，時
間外勤務の圧縮
に努める。

216 総務部 1
3

1
2

0
7

0
2

管理事務費
（総務課・行
政）

1

,

5

8

5

1

7

8

3

6

4 6

5

,

0

9

0

7

,

2

2

3

7

,

2

2

2 1

一般行政事務に関し，効
率的・円滑に事務処理を
行うことを目的とし，例
規類集の整備業務委託
などを行う。

－ － － － － － ○ － － － 令和３年度に契約内容を大幅に見直して
おり（契約金額で１００万円の減），現契約
で必要最低限の契約内容としているた
め，現契約から経費圧縮できる内容はな
い。

－ － 現時点で必要最低
限の契約内容とし
ているため，経費
圧縮は難しい。

Ａ 参加する会議
等が遠方で行
われるため。

Ａ 追録等の購入
費に充ててお
り，コピー用紙
は購入してい
ないため。

ー ー － － 図書購入費用
について，更新
している図書
数を減らすな
ど，見直しを行
う。

5 令和６年度に
購入する書籍
について，更
新する冊数を
減らすなどの
見直しを行う。

8.0 1,632 Ａ － Ａ － 0 － － － 本事業の実施に
当たり，人件費
で削減できるも
のはない。

217 総務部 1
3

1
2

0
8

0
1

管理事務費
（契約課）

6

2

1

0

5

7

4

1

6

2

2

2

0

1

,

0

2

8

-

3

,

5

7

3

4

,

6

0

1

契約事務の効率的及び
円滑な事務処理を図るこ
とを目的とし，市が締結
する工事請負契約及び
物品
購入契約を集中的に行
う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 情勢の把握・
情報収集等の
ため必要な会
議・研修であ
り，現在オンラ
イン開催は見
込まれていな
い。

Ｃ 電子入札・電
子契約システ
ムの導入によ
り，指名通知
書や契約書用
の紙を削減可
能

ー ー － － なし 8 電子入札・電
子契約システ
ムの導入（R6
予定）により，
消印費の削減
が見込まれ
る。

11.0 1,467 Ａ － Ａ － 2 1,011 Ａ ３年毎の業務
に従事するた
めR4実績。
（R5・６はな
し）

電子入札・電子
契約システムの
導入・運用開始
以降，正職員の
配置等の見直し
を行う。

218 総務部 1
3

1
2

0
9

0
1

管理事務費
（工事検査
課）

6

4 5

1

7

8

6

8

6

①公共工事の品質確保
のため，工事等の設計図
書の審査及び検査を実
施
②公共工事施工業者の
施工技術及び施工品質
の向上のため，優良工事
に対する表彰を実施

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー ー ー Ｂ 電子決裁対象
文書

ー ー － － 事業概要①に
要する経費とし
ては，A4コ
ピー用紙2箱分
と付箋等の最
低限の事務用
品程度であり，
経費削減を
行った場合事
業継続そのも
のが困難とな
るため削減の
余地はない。

17 事業継続性の
観点から，今
後も現状レベ
ル以上の財源
を維持してい
く必要がある。

6.0 258 Ａ － Ａ － 0 － － － 事業概要①にお
いて，設計審
査，検査案件が
重複した場合に
は時間外が発生
してしまうこと
から，余裕を
持った審査期間
を確保できるよ
う工事発注課の
担当者とスケ
ジュール調整を
密に行う。

219 市民生
活部

1
3

1
2

1
0

0
1

管理事務費
（市民生活
課）

1

5

6

2

8

3

2

7

1

6

2

9

3

4 5

1

1

0

1

,

6

7

7

1

,

6

7

7

部内各事業の一般管理
及び旭川台場民放テレビ
中継局の維持管理を目
的とする。

台場テレビ放送中継局 ー 事後保全 業者に委託し中継局
施設の毎年の維持管
理及び５年に１度の
定期点検を実施して
いる。

今後もこれまでと
同様に維持管理及
び定期点検を実施
していく。

－ ○ － － － 維持管理には中継局内の機器について
専門知識を要することから，実質的に委
託が可能な業者が限定されるため経費の
圧縮は困難である。

－ － 機器についての専
門知識を持つ業者
へ委託することが，
費用対効果の観点
から最善である。

ー ー Ｂ 電子決裁シス
テムの導入に
より，コピー用
紙及びトナー
カートリッジの
使用量の減少
が見込まれ
る。

Ａ メールでのや
りとりが可能
なものについ
ては現時点で
メールを使用
しており，大幅
な削減は難し
いと思われ
る。

－ － 現在の情勢で
は光熱水費の
圧縮は困難で
あり，負担金や
補助金は能動
的に削減可能
なものではな
いため難しい。

電子決裁システ
ムは導入直後で
あり，効果につ
いて実績の数値
等がないことか
ら，現時点で算
出は困難であ
る。

ペーパーレス
化により，用
紙・印刷周りの
費用の削減を
目指す。

1.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 人件費に関して
は削減の余地が
ない。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

220 総務部 1
3

1
2

1
1

0
1

給与管理費

1

,

6

7

8

2

6

7

7

4

4

1

8 3

1

5

,

4

1

1

2

4

,

1

7

4

4

2

,

0

2

5

4

2

,

0

2

5

給与管理，諸控除及び年
末調整について，システ
ムの借上げ等により，適
正な事務を行う。

－ － － － － － ○ － － － 人事給与・庶務事務システムの運用管理
支援業務は令和２年３月から令和７年２
月まで契約しているため，委託料の圧縮
は困難。

0 － 令和６年度も現状
維持となる見込
み。

Ｃ 会議をオンラ
イン化するに
は，参加市の
意見を踏まえ
て主催市が決
定する必要が
ある。

Ｂ 電子決裁シス
テムの導入に
伴い不要とな
る決裁文書分
の削減が可
能。

ー ー Ａ 人事給与・庶
務事務システ
ム一式は令和
２年３月から
令和７年２月
まで契約して
いるため，圧
縮は困難。

追録図書の代
替案の検討や
廃止による消
耗印刷費の削
減

85 追録図書によ
る業務効果に
ついて改めて
検討し，代替案
や廃止の可否
を判断する。

3.0 1,800 Ａ － Ｄ 勤務実績のシ
ステム入力内
容・予算不足
の確認，各部
への修正依
頼，追給戻入
処理など，処
理・提出期限
が短期の業務

1 1,967 Ｄ － システムのより
効果的な活用な
ど事務処理方法
の見直しを進
め，正職員の時
間外時間数の縮
減を目指す。

221 総務部 1
3

1
2

1
2

0
1

職員福利厚
生費

5

,

1

1

4

3

0

,

7

6

6

4

,

7

9

5

1

2

6

3

5

7

1

3

0

1

,

5

7

2

2

2

,

3

2

7

4

4

9

8

1

5

,

2

0

6

8

0

,

5

3

5

7

8

,

5

5

8

1

,

9

7

7

職場における安全衛生
管理対策，職員の健康管
理対策，各種共済事業等

－ － － － － － ○ － － － 職員の健康管理対策としての健康診断や
検査などの業務で，対象者や検査項目等
は法令等で定まっているため，圧縮困難

0 － 令和６年度も現状
維持となる見込
み。

Ｃ 主催者がオン
ラインで開催
する場合は，
内容によって
は，オンライン
参加可能

Ｂ 電子決裁シス
テムの導入に
伴い不要とな
る決裁文書分
の削減が可
能。

ー ー Ａ 会場借上料と
コピー機使用
料のみ計上の
ため

各種研修に不
参加の場合の
負担金

99 各種研修のオ
ンラン開催の
見通し確認や
受講の必要性
再検証を行
い，課題が整
理されれば，
令和６年度か
ら見直す。

2.0 500 Ａ － Ｄ 健康診断業
務，資格・短期
給付業務，月
例報告業務な
ど，処理・提出
期限が短期の
業務

4 3,029 Ｂ 健康管理室，
職員相談室の
保健師や相談
員

必要な人員配置
のため，令和６
年度以降も同様
に考えている。

222 総務部 1
3

1
2

1
3

0
1

管理事務費
（総務課･文
書管理）

3

,

6

3

3

5

7

7

4

1

9

4

,

1

0

8

1

2

0

1

5

4

0

,

2

6

6

4

7

2

8

4

3

,

0

1

3

5

2

,

4

8

2

5

1

,

4

1

8

1

,

0

6

4

文書管理事務（庁内印
刷，文書集配，文書発送
等）及び市史に関する業
務を行う。

①東鷹栖書庫
②４条西文書庫
③（借上）文書保存倉庫

①Ｃ
②－
③Ｃ

①事後保全
②建物性能を維持するため，保
全計画作成（第１期～）
③継続

①公文書の保管場所
として活用
②市史資料及び公文
書の保管場所として
活用
③公文書の保存場所
として活用

①～③Ｒ元～Ｒ４ま
での取組に同じ。

－ ○ － － － 無人で管理する文書庫の機械警備業務で
あり，公文書の適正管理のため必要な経
費であることから，圧縮は困難

0 － 公文書の適正管理
のため，今後も継
続する。

Ａ ・会計年度職
員の通勤手当
のため，オンラ
イン化困難
・市史編集事
業再開に向け
た視察旅費
は，電話やオン
ライン調査を
行うほか，公
文書館視察な
ど現場でしか
知り得ない調
査の費用のた
め削減困難

Ｂ 電子決裁導入
による起案用
紙等の削減が
見込めるが，
導入初年度で
実績がなく，そ
の効果は今後
の推移を確認
する必要があ
る。

Ａ ・郵送物は，個
人情報の記載
や公印付きの
公文書が多く，
大幅な郵送費
の削減は困難
・内容によって
は個別に電子
メール等で通
知する手段も
あり得るが，送
信先が不明の
場合が多く，そ
の把握・対応
が課題

Ａ ・文書庫賃借
料は公文書の
適正管理で必
要な経費のた
め削減困難
・印刷室の各
種賃借料は，
大量印刷・作
業を行う環境
を整えること
で，庁内全体
の印刷製本費
の圧縮につな
がっており，削
減は現実的で
はない。

なし 未定 電子決裁導入
により用紙の
削減が見込め
るが，その効
果は導入初年
度である令和
５年度の推移
を確認する必
要がある。

2.0 1,143 Ａ － Ａ － 2 4,440 Ｂ 文書管理業務
（庁内印刷，文
書集配）に従
事。
毎日発生して
いる業務のた
め通年雇用と
している。

印刷機等の適正
な管理を行う必
要があり，さら
に，R5.11月新
庁舎開設後は，
印刷室が離れた
場所になり，無
人化は困難。
文書集配の面に
おいても，多数
ある外部施設を
1人の会計年度
職員が集配する
ことは効率的で
ある。
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・会計管理者所管の会計
事務遂行のため　・現金
及び物品の出納・保管
・決算の調製，その他の
会計事務

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｃ 金融機関や外
部団体，庁内
の公金収納・
支出に関わる
事務費用とな
ることから，削
減は難しい。

Ａ 公金収納にお
ける金融機関
とのやりとり
で必須の納付
書や小切手
帳，領収証類
の費用のた
め。

Ａ 概ねオンライン
化している。

Ａ 収納や支出に
関わる会計課
特有の費用で
あるため。

なし － 金融機関や外
部団体，庁内
の公金収納・
支出に関わる
事務費用とな
ることから，削
減は難しい。

14.0 5,608 Ａ － Ａ － 2 4,056 Ｄ ①１日中支払
窓口業務の対
応が必要
②窓口業務中
はできない業
務がある
以上により最
低限パート２
名は要する。

庁内の支出の増
に伴う業務増に
より経常的な時
間外が発生して
いるが，電子決
裁導入等事務状
況を踏まえなが
ら時間外勤務の
削減を図る。
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各庁舎の維持管理及び
効果的な運用を推進す
る。

①総合庁舎
②福祉部庁舎
③５条庁舎
④第三庁舎
⑤７条駐車場
⑥（借上）第二庁舎事務所
⑦（借上）教育委員会事務所
⑧（借上）消費者相談・国際交流
活動・高齢者等学習支援他
⑨（借上）農政部等事務所

①B
②C
③E
④C
⑤A
⑥B
⑦C
⑧C
⑨－

①建築年数経過による老朽
化，耐震性の確保，施設の狭隘
等の課題を解決するため，第三
庁舎を集約し建替え（2020～
2023年度建設工事，2023
年度供用予定）
②⑥⑧継続
③廃止（第１期）
④建築年数経過による老朽
化，耐震性の確保，施設の狭隘
等の課題を解決するため，総合
庁舎に集約する。総合庁舎建
替え後，敷地を来庁者用駐車
スペースとして活用する。
2025年度解体，2026年度
駐車場整備
⑤総合庁舎建替えによる駐車
場整備（現総合庁舎及び第三
庁舎敷地）時に，廃止を含めて
検討
⑦建替え後の総合庁舎に集約
予定
⑨総合庁舎建替え後，第二庁
舎に集約予定

①2020年2月から
新庁舎建設中
⑤存廃を検討中
⑥EV等不具合設備
の修繕を行い継続利
用

①2023年11月
新庁舎供用開始。
2024年解体予定
③廃止に向けた課
題整理を行い，対
応策を検討
④2024年第二庁
舎に執務室を移転
後，2025年に解
体を開始し，駐車
場として整備予定
⑥2023年新庁舎
等に執務室を移転
後，大規模改修工
事を行い，2024
年全館の供用を開
始する
⑦新庁舎へ執務室
を移転後，原状回
復工事を行い，
2024年3月まで
に解約，退去する
⑨2024年第二庁
舎に執務室を移転
後，退去予定

－ ○ － － － ①第三庁舎清掃業務
②第三庁舎環境衛生測定業務
③庁舎等ボイラー運転保守管理等業務
　～第三庁舎の閉鎖に伴う業務廃止
　　（令和６年度まで実施予定）
④まちなか市民プラザ清掃業務
　～業務仕様（清掃頻度）の見直しによる

①4,000
②100

③
38,000

④400

①～③第三庁舎執務室の移
転，閉鎖に伴う維持保全関
連業務の廃止
④執務室の清掃頻度の見直
し

①～③第三庁舎を
予定通り閉鎖でき
るよう，執務室の
移転を進める。
④清掃頻度の見直
しについて清掃業
者と仕様内容及び
影響額を精査して
いく

Ａ 講習出席のた
めの旅費と会
計年度任用職
員通勤費のた
め

Ｂ 電子決裁によ
る起案や支出
帳票の削減

Ａ 郵便料は含ま
ず，庁舎全体
の電話料，
FAX通信料，
インターネット
利用料等の通
信料のため

－ － なし 未定 文書管理の電
子決裁化によ
り内部事務経
費の縮減に努
める

8.0 952 Ａ － Ｃ 電気や電話，
消防設備や給
排水設備等，
庁舎の各種設
備の点検や修
繕等維持保全
作業は，執務
等に影響しな
い夜間や休日
に行うため。

19 28,535 Ｃ 二庁案内３人
宿日直月額５
人＋時給６人
事務補助１人
施設管理３人
特定施設管理
人１人

第二庁舎案内業
務は第二庁舎改
修を機に，無人
案内に移行させ
ることから，
サービスの著し
い低下を招かな
いよう対策を検
討していく。
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各部における迅速な市
民対応職務遂行におけ
る機動力の確保を図る。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 共済事務説明
会出席と会計
年度任用職員
通勤費のため

Ｂ 電子決裁によ
る起案や支出
帳票の削減

ー ー － － カーシェアリン
グを導入し，公
用車の削減

8 公用車を削減
した上で業務
の円滑化を図
り経費を削減
したい。

4.0 720 Ａ － Ｄ B　事故対応
D　市長車等
運転業務

7 11,476 Ｃ 受付業務１人
整備業務２人
運転業務２人

業務のDX化に
より見直す。

226 市民生
活部
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窓口業務の円滑な推進
を図るため効率的な施
設の管理運営を行う。

①神居支所
②神居古潭出張所

C 第1期において行政機能の内
容，確保手法を検討し，第1期
又は第2期に実施

条件に合致する物件
は見つかっていない
が，近隣民間施設で
移転先となり得る既
存施設調査を継続し
ている。

円滑に業務推進が
できる体制の確保
と，代替施設の調
査を引き続き行
う。

－ ○ － － － なし（施設の維持管理に関する最低限の
仕様としているため，適切な施設運営を
確保するためには，現状以上の経費圧縮
は難しい。）

－ － 引き続き適切な施
設運営を確保する
ための維持管理を
行う。

Ａ 出張旅費なし
（本庁等との事
務連絡分の
み。なお，通常
は公用車使用
のため，R4は
不執行）

Ａ 窓口業務に係
る出力用紙及
びプリンタ用
品のため

Ａ 郵送費なし
（電話料のみ）

－ － 支所業務に係
る必要最低限
の経費しか計
上されていな
い

－ 必要最低限の
経費であるた
め，削減項目
は特にない

9.0 244 Ａ － Ｃ 年度末，年度
初めの繁忙期
の窓口対応関
係業務や夜間
のまち協会議
等

2 4,129 Ｄ 神居古潭出張
所会計年度任
用職員（職員
は常駐せず）

支所機能の維持
が困難となるた
め，支出削減は
困難である
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江丹別市民交流センター
の施設維持管理及び支
所・出張所での窓口業務
を通じた行政サービスを
提供する。

①江丹別支所
②嵐山出張所（嵐山中央会館内）

①C
②C

①建物性能を維持するため，保
全計画作成（第１期～）
②第１期において代替策を整
理し，第１期又は第２期に実施

①江丹別市民交流セ
ンターとして施設保
全計画策定済み
②未実施

②未定 － ○ － － － 従来より必要最低限の予算措置であり，
これ以上の削減は見込めない。

－ － 引き続き適切な維
持管理を行うため
委託業務を行う。

Ａ 会パート職員
の通勤費相当
及び在勤地旅
費のため削減
余地なし

Ａ 予算要求時か
ら削減されて
おり，削減の余
地なし

Ａ 必要最小限の
予算措置であ
り，削減不可

Ａ 必要最小限の
予算措置であ
り，削減不可

なし － 削減の余地な
し

3.0 44 Ｂ 施設管理の都
合上生じるも
の

Ｃ 年度末などの
業務繁忙期

6 7,827 Ｃ 支所施設管
理：2名
出張所：2名
ボイラー作業
員：2名

必要最小限の人
員で行ってい
る。
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永山市民交流センターの
維持管理運営及び永山
支所の業務運営を円滑
に行う。
（施設の適正保守・修繕，
支所業務の消耗品確保
など）

永山支所 Ｃ 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

施設の適正な維持管
理（各種ポンプ・配管
等の部品更新修繕，
照明器具の取替修
繕），衛生用品の確
保，支所窓口運営の
物品購入　他

維持管理に必要な
突発修繕への対
応，運営に要する
物品の確保など，
円滑に業務推進が
できる体制の確保
に引き続き取り組
む。

－ ○ － － － 法定点検等の実施費用が主なため圧縮
は難しい。
対象外の部分も施設の衛生面などを考慮
しながら回数を抑える見直しは取組済の
ためこれ以上の削減は難しい。

－ － 関連規則などに注
意しながら，過不足
のない実施内容と
なるよう取り組む。

ー ー Ｃ 施設運営の物
品購入が含ま
れる。
紙関連の費用
の大半は窓口
業務用の経費
のため削減余
地がない。

Ａ 予算の内容が
ほぼ電話代で
郵送代は削減
の余地なし。電
話代も届出対
応に必要なた
め削減は厳し
い。

－ － 定期更新が必
要な【消火器購
入】や【廃棄物
処理】は全市分
一括契約で経
費圧縮の可能
性があるので
は。

0 ＡＥＤ等の賃貸
借は一括契約
での広告導入
による収入事
業転換の可能
性がある。一
括導入の機会
を逸しない。

14.0 586 Ｄ 証明発行 Ｃ まち協関連会
議，サービスセ
ンター派遣，選
挙対応

0 － － － 支所の機能上完
全分業は不可能
で人員圧縮は困
難。実施は来庁
者の待ち時間
増・時間外激増
に直結する。
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東旭川支所及び米飯出
張所において,各種の証
明や届出,申請等を行う
窓口サービス業務。

①東旭川支所
②東旭川支所米飯出張所

①C
②－

①第１期において行政機能の
内容，確保手法を検討し，第１
期又は第２期に実施
②第１期において代替策を整
理し，第１期又は第２期に実施

・分電盤修繕
・換気扇修繕
・ストーブ修繕
・ガス漏れ警報器修
繕
・ドアノブ修繕
・灯油タンク修繕
・トイレ修繕　他

コンセント取付修
繕ほか

－ ○ － － － 施設の維持管理に関する必要最低限の
予算措置であり，適切な施設運営を確保
するためには，現状以上の経費削減は見
込めない。

－ － 引き続き適切な施
設運営を確保する
ための維持管理を
行う。

Ａ 会計年度職員
の通勤手当及
び在勤内旅費
であり，オンラ
インの活用が
伴わない。

Ａ 窓口業務に係
る出力用紙や
トナー等，市民
サービスに直
結するものの
ため。

Ａ 市民対応が中
心の電話料の
みのため。

－ － なし － 現状でも最低
限の支出であ
り，削減の余
地は見いだせ
ない。

12.0 1,146 Ａ － Ｃ まちづくり協
議会関連

1 2,007 Ｄ 米飯出張所会
計年度職員１
名

１人で複数の窓
口業務を抱えて
おり,時間外勤
務も1,100時間
を超えている中
では,業務の削
減を行わない限
り,人件費の縮
減は困難。
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神楽支所の適切な維持
管理及び円滑な窓口業
務の遂行により市民サー
ビスの向上を図る

神楽支所 C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

神楽市民交流セン
ターとして施設保全
計画策定済み

－ ○ － － － ー ー ー ー Ａ 出張旅費なし
（本庁等との事
務連絡分の
み。なお，通常
は公用車使用
のため，R4は
不執行）

Ａ 窓口業務に係
る出力用紙及
びプリンタ用
品のため

Ａ 郵送費なし
（電話料のみ）

－ － 支所業務に係
る必要最低限
の経費しか計
上されていな
い

－ 必要最低限の
経費であるた
め，削減項目
は特にない

12.0 234 Ａ － Ｃ 年度末，年度
初めの繁忙期
の窓口対応関
係業務

0 － － － 支所機能の維持
が困難となるた
め，支出削減は
困難である

231 市民生
活部

1
3

1
2

2
8

0
1

西神楽支所
管理費

1

7

0

1

0

3

4

0

9

1

9

8

8

8

0

8

5

8

2

2

繰

入

1

6

西神楽支所の管理運営，
諸証明書の発行，生活に
身近な事項の相談等の
業務

西神楽支所 ー 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

西神楽市民交流セン
ターとして施設保全
計画策定済み

－ ○ － － － なし（労務単価の上昇に伴い，業務委託
の積算が上がる傾向にあるが，すでに最
低限の施業回数である。）

－ － 引き続き適切な跡
地管理を行うため
委託業務を行う。

ー ー Ｃ 電子決済によ
り削減が見込
まれるものも
あるが窓口関
連は紙を大量
に使用する。

Ａ 電話FAX代で
ある。
電子メールへ
の移行は困難
な市民がほと
んど。

－ － なし － 再編整備によ
り経費削減し
たところであ
り，最低限の
経費である。

6.0 139 Ｂ 発送封詰め作
業等

Ｃ 懇談会及びそ
の準備作業

0 － － － 最も高齢化の進
む地域であり若
年層よりも人的
なアナログ対応
を要するため人
工を要し自動
化・効率化によ
る人員圧縮が困
難。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

232 市民生
活部

1
3

1
2

2
9

0
1

東鷹栖支所
管理費

6

5

6

8

1

,

8

4

1

2

,

6

0

3

1

3

0

3

8

6

6

,

6

7

5

2

2

7

2

4

2

1

2

,

6

7

8

1

1

,

2

4

8

1

,

4

3

0

繰

入

1

5

東鷹栖地域センター及び
東鷹栖支所の管理運営
に関する経費

東鷹栖支所 C 建物性能を維持するため，保全
計画作成（第１期～）

施設維持管理のた
め，設備等の保守，点
検，維持管理を業務
委託で実施

今後も施設維持管
理のため，設備等
の保守，点検，維持
管理を業務委託で
実施するととも
に，老朽化に伴う
設備等の更新を順
次実施

－ ○ － － － 清掃業務において，週当たりの清掃回数
を一部減らす。0.5回/週→0.4回/週
清掃業務において，管理費率等の引き下
げ
（R4年積算金額との比較）

187 施設を利用する市民から，
清掃の不備を指摘される可
能性が増加

長期継続契約の更
新時期である令和
7年度に来庁する
市民に影響がない
範囲で積算を見直
す。

Ｃ 研修等をどの
ように開催す
るかは相手方
が決定するた
め

Ｃ 導入されてい
るシステムが
各種あり，オン
ライン連携が
ないため，届
出を受け付け
た際に紙出力
が必要となっ
ている。

Ａ 郵送費がない － 使賃料は電話
交換機及びコ
ピー機のため

各システムに付
随するプリンタ
を統合できれ
ば，プリンター
トナー等の共有
を図ることがで
き，消印費が圧
縮できる可能
性がある。

12 窓口業務を円
滑に進めるた
め，物価上昇
により必要数
量を購入でき
ない現状を鑑
み，支所単体
での予算抑制
対策は難しい
ので，プリンタ
の統合，会計
課での主要物
品の払い出し
の復活等，事
業費ごとでは
なく，全庁的な
消印費を抑制
する取組が必
要。

11.0 76 Ｃ 各種集計業務
（他業務との並
行作業）

Ｂ システム改修
作業
定期清掃，機
器定期点検
地域行事参加
地まち会議等

0 － － － 支所機能の維持
が困難となるた
め，支出削減は
困難である

233 総務部 1
3

1
2

3
1

0
1

運営費

3

3

0

3

2

3

1

0

1

2

5

9

0

8

7

8

8

7

8

公平委員会の運営に関
し，効率的・円滑に事務
処理を行うことを目的と
する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 参加する会議
等が遠方で行
われるため。

Ａ 追録等の購入
費に充ててお
り，コピー用紙
は購入してい
ないため。

ー ー － － 必要最低限の
予算となって
おり，削減でき
る経費はない。

－ 必要最低限の
予算となって
おり，削減でき
る経費はな
い。

4.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 本事業の実施に
当たり，人件費
で削減できるも
のはない。

234 税務部 1
3

1
2

3
3

0
1

管理事務費
（税制課･固
定資産評価
審査委員
会）

1

4

4

6

8 6

3

4

2

5

2

2

5

2

固定資産評価審査委員
会の運営に資する

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 固定資産の評
価と審査の法
律事務

ー ー ー ー － 当事者の参加
を要しない回
については使
用料の発生し
ない会場で開
催する。

なし 60 審査申出件数
等に応じ，委
員会開催回数
が増減するた
め，報酬の削
減は困難。旅
費及び使賃料
で見直しを行
う。

0.5 4 Ａ － Ｂ 審査申出の有
無，件数によ
る。

0 － － － 申出の有無，件
数に応じて業務
量が増加する
が，他の業務の
進捗状況と調整
しながら時間外
の縮減に努め
る。

235 市民生
活部

1
3

1
2

3
4

0
1

戸籍関係事
務費

1

4

3

3

1

2

2

2

5

6

8

0

3

6

5

3

1

5

国民の親族的身分関係
を登録・公証する戸籍制
度を管理執行するととも
に，国や地方公共団体の
基盤となる事務としての
施策に反映させる。具体
的には，戸籍の届出等に
より身分関係を戸籍簿に
登録・管理するほか，民
刑事務，戸籍の附票事
務，人口動態調査等を行
う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 当該出張は協
議会主催の会
議であり，オン
ライン開催の
是非は市単独
で検討するも
のではないた
め。

Ｂ 他市町村との
送付用書類（コ
ピー用紙）の収
受が電子化さ
れる予定であ
る。

Ｂ 他市町村との
送付用書類
（切手・はが
き）の収受が
電子化される
予定である。

－ － 戸籍事務は法
令に基づく事
務であるため，
法改正の影響
がある。

282 R5年度以降
の改正戸籍法
の施行によっ
て削減される
可能性あり。

6.0 720 Ａ － Ｃ 戸籍記載事務 0 － － － 人工を削減する
ことにより戸籍
記載事務に遅れ
が生じるため削
減対象とはなら
ない

236 市民生
活部

1
3

1
2

3
8

0
1

パスポート
発給事務費

1

0

,

0

8

4

1

,

5

9

8

9

2

5

3

0

2

6

7

5

4

1

2

,

9

5

8

3

5

4

1

0

,

7

5

5

1

,

8

4

9

北海道の権限委譲を受
けてパスポートの発給申
請受理・交付に関する事
務を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 当該旅費は会
計年度任用職
員の通勤費で
あるが，当市
で行うパス
ポート関連事
務は住民との
対面及び執務
室での従事が
必須である。

Ａ 最低限の事務
用品であり，削
減要素はない
ため。

Ａ 市で受理した
申請書の道へ
の郵送料であ
り，道のマニュ
アルで郵送が
義務付けられ
ているため実
施不能。

－ － なし － 関連する事務
の全ては道の
事務処理マ
ニュアルにより
定められてい
るため，改善
の対象とはな
りにくい。

1.0 0 Ａ － Ａ － 6 12,607 Ｄ － 関連する事務の
全ては道の事務
処理マニュアル
により定められ
ているため，改
善の対象とはな
りにくい。

237 市民生
活部

1
3

1
2

3
9

0
1

住民記録及
び謄抄本事
務費

2

1

,

9

7

9

3

,

3

8

3

1

,

0

8

7

5

,

9

9

5

3

4

7

1

,

0

0

2

3

3

,

7

9

3

-

7

9

,

3

0

1

2

3

7

1

1

2

,

8

5

7

住民異動届の受理等，住
民基本台帳の適正な管
理に係わる事務及び住
民票・戸籍記載事項証
明・印鑑登録証明書等の
公証事務を行う。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ 当該旅費は会
計年度任用職
員の通勤費で
あるが，当該
事務は住民と
の対面及び執
務室での従事
が必須であ
る。

Ｃ 職員がシステ
ムに入力した
異動届のデー
タを住記シス
テムに連携す
ることが可能
となれば紙に
よるチェックが
減り，コピー用
紙及びトナー
代の削減につ
ながるが，住
記システムの
標準化の仕様
が検討段階で
ある。

ー ー － － なし 未定 各種システム
から標準化後
の住記システ
ムに住民異動
データを連携
することによ
り紙代等の節
減が見込まれ
ることから，検
討を進める。ま
た，戸籍の届
出における戸
籍証明書等の
添付省略や，
マイナンバー
を利用した行
政手続におけ
る戸籍証明書
等の添付省略
など，国が進
める戸籍事務
の改正が実現
することによ
り，証明用の
用紙等の節減
につながる見
込みである
が，利用者へ
積極的に周知
を行う必要が
ある。

26.0 3,595 Ａ － Ａ － 15 26,449 Ｄ － 各種システムか
ら標準化後の住
記システムに住
民異動データを
連携することに
より時間外等の
節減が見込まれ
ることから，検
討を進める。

238 総務部 1
3

1
2

4
1

0
1

管理事務費
（総務課･統
計）

3

,

8

4

0

8

8

2

3

8

7

3 7

8

0

4

,

9

1

1

4

,

9

1

1

各種統計調査の調査員
確保及び資質向上を目
的に，「旭川市統計調査
委員」を委嘱し，その活
動を補助。永年勤続者に
は市長表彰を行い，意欲
向上を図る。

－ － － － － － ○ － － － 統計調査委員台帳システムの保守を委託
しているが，必要最低限の保守内容であ
り，契約金額も少額のため，これ以上の圧
縮は困難。

－ － 次年度も現在の委
託内容で継続す
る。

Ｂ 地方統計職員
基礎研修（札
幌市　1泊2
日）

Ａ 紙を使用して
いない。

ー ー － － なし 23 令和6年度か
ら旅費を見直
す。

2.0 0 Ａ － Ａ － 0 － － － 本事業の実施に
当たり，人件費
で削減できるも
のはない。

239 監査事
務局

1
3

1
2

4
4

0
1

外部監査費

1

2

,

0

0

0 7

1

2

,

0

0

7

1

2

,

0

0

7

地方自治法第２５２条の
３６第１項の規定に基づ
き，中核市に義務づけら
れている包括外部監査
を実施する。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 地方自治法に基づ
く包括外部監査の
委託料であり，高
度な専門性を有す
る者との契約であ
るため，費用削減
は困難である。

ー ー ー ー ー ー Ａ 該当する経費
がないため

なし － 改善・対策でき
る要素がない
ため継続とし
たい。

1.0 19 Ａ － Ａ － 0 － － － 改善・対策でき
る要素がないた
め継続とした
い。

240 監査事
務局

1
3

1
2

4
5

0
1

監査事務費

3

,

3

4

8

3

7

0

2

9

0

3

6 2

2

0

1

2

3

5

1

5

2

4

,

6

3

4

4

,

6

3

4

地方自治法第１９９条等
に基づき，適正な行財政
運営について監査を実
施する。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 地方自治法に基づ
く工事監査の委託
料であり，高度な専
門性を有する者と
の契約であるた
め，費用削減は困
難である。

Ａ 全国や全道規
模で開催され
る総会等への
出張であり，オ
ンライン開催
は行われてい
ないため。

Ｃ 紙資料として
配付している
決算審査意見
書等につい
て，一部の配
付先をデータ
配付に切り替
えることによ
りコピー用紙
代の削減が見
込まれるが，
該当部署との
調整が必要と
なる。

Ａ 該当する経費
がないため

Ａ 該当する経費
がないため

なし 10 令和4年度決
算審査等に当
たって関係部
署と調整し，決
算審査意見書
等のデータ配
付への切替え
を検討する。

10.0 976 Ａ － Ａ － 0 － － － 旭川職員定数条
例第2条に定め
られた定数に
従った人員配置
を求める。

241 選挙管
理委員
会

1
3

1
2

4
7

0
1

運営費

2

,

4

7

2

4

3

2

4

9

0

1

1

1

5

1

1

5

1

0

6

7

3

1

7

6

3

,

8

9

0

3

,

8

6

0

3

0

選挙管理委員会の管理・
運営

選挙管理委員会倉庫 Ｃ 事後保全 選挙用物品の保管と
いう特殊性から鑑み
て，スペースの兼用
は難しいとの課題あ
り。こうした課題に対
応できる複合化・多
機能化等の手法を検
討。

引き続き，条件に
合う複合化・多機
能化等の手法を検
討する。

－ ○ － － － 選挙管理委員会倉庫機械警備業務 106 選挙の執行に伴う備品等
を，安全に保管することが
できる。

適当な保管場所が
他にない限り継続
的に実施する。

Ｃ 旭川市が主催
していないも
のが多く，オン
ラインでの参
加が可能にな
るかは受動的
である。

Ｂ 電子決裁の導
入により，決裁
文書に必要と
していたコ
ピー用紙削減
は可能と考え
られる。

Ａ 投票用紙の郵
送料等であり，
デジタル化で
の削減不可

－ － なし 15 選挙に関する
経費はデジタ
ル化での削減
が困難であ
る。

7.0 20 Ｃ 庶務的な業務
や単純な入力
作業等

Ｃ 選挙人名簿の
定時登録時期
など特定の時
期に偏る。

0 － － － 事務量が多いも
のについては，
デジタル化を進
めることで，時
間外勤務時間数
の削減を図る。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

242 選挙管
理委員
会

1
3

1
2

4
8

0
1

推進費

8

3

1

0

6

8

3

8

1

7

2

1

6

2

1

6

明るい選挙の推進活動 － － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 旭川市・道北
地区明るい選
挙推進講座の
講師の旅費で
あり，オンライ
ンでの講演を
検討可能。

Ｂ 電子決裁の導
入により，決裁
文書に必要と
していたコ
ピー用紙削減
は可能

Ｃ 機関誌郵送料
については，
デジタル化す
ることで不要
にはなるが，
他団体が発行
しておりデジ
タル化は受動
的である。

－ － なし 34 令和６年度予
算から，旅費と
通信運搬費に
ついて，オンラ
イン化での対
応を検討す
る。

1.0 20 Ｂ イベントが行わ
れる場合，そ
の前後に事務
作業あり

Ｂ 講座や審査会
等が時間外や
休日に行われ
る場合があ
る。

0 － － － 構造的な問題で
あるものが多
く，改善の見込
みがない。

243 総務部 1
3

1
2

7
0

0
1

給与及び費
用弁償

9

9

,

0

1

1

2

3

0

,

4

4

8

1

3

0

,

7

7

8

3

,

1

3

2

4

6

3

,

3

6

9

4

6

3

,

3

6

9

欠員が出た職場への人
員補充や産休・育休を取
得した職員の代替等とし
て任用した会計年度任用
職員の給与及び費用弁
償を支給する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ パートタイム会
計年度任用職
員の通勤に係
る費用弁償

ー ー ー ー － － なし － 令和６年度も
現状維持とな
る見込み。

1.9 660 Ａ － Ｄ 勤務実績報告
の各部への依
頼とその点
検，採用・退職
情報等による
控除額決定，
追給戻入処理
など，処理・提
出期限が短期
の業務

185 463,369 Ｄ 前年度実績を
踏まえて積算

している。

業務の効率化，
事務処理方法の
見直しを進め，
正職員の時間外
時間数の縮減を
目指す。

244 地域振
興部

1
3

2
1

0
1

0
1

地域振興行
政費

1

,

4

5

1

2

4

2

1

6

7

3

1

1

5

1

2

3

1

3

2

2

0

5

2

,

5

8

2

2

,

5

8

2

本市の特性を最大限に
活用した街づくりを推進
するための各種検討，調
査，調整を行う。
【実施内容】
・会計年度任用職員に係
る報酬等の支払
・管理用地の草刈業務委
託
・各種事務経費の支払等

－ － － － － － ○ － － － ・緑が丘管理用地草刈業務委託
実施回数は１回のみであり，用地を適切
に管理することができなくなるため，これ
以上の経費圧縮は困難である。

－ － 経費圧縮は困難で
ある。

Ａ 担当者会議に
ついては，現
時点でオンラ
イン化されて
いないため。

Ｃ コピー用紙に
ついて，電子
決裁導入後の
使用状況に
よっては，削減
できる余地が
ある。

ー ー － － なし 不明
※今後の使用状
況によるため

コピー用紙代
について，今
後の使用状況
を踏まえ，令和
6年度からの
削減を検討す
る。

1.0 5 Ａ － Ａ － 1 1,823 Ｄ － 会計年度任用職
員は，駅前広場
駐車場に係る業
務をはじめ，課
内の業務全般を
補助しており，
人件費の削減に
より，これまで
以上に正職員の
時間外勤務が増
加するため，見
直しは困難であ
る。

245 総合政
策部

1
3

2
1

0
2

0
1

企画開発費

9

2

4

6

8

3

,

4

8

0

3

2

8

8

7

9

2

3

,

5

0

0

8

,

4

7

9

5

,

2

7

9

3

,

2

0

0

地方創生の推進に向け
た自治体形成のための
総合調整，市政運営に係
る各種折衝，要望，期成
会活動を実施

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ａ オンライン対応
が可能な用務
ではないた
め。

Ａ 審議会，懇談
会，要望活動
には，関係者
に紙配付が必
要となる。

ー ー － － 事務用品，ト
ナーカートリッ
ジ等消耗印刷
費の庁内一括
計上

192 当課限りでの
経費圧縮は困
難であるため，
全庁的に必要
経費を確保す
ることで，適正
な用品を確保
する。

5.5 2,746 Ａ － Ｃ 総合戦略，総
合計画，市政
方針，要望活
動，期成会活
動

0 － － － 業務フローの見
直し及び情報共
有の徹底によ
り，業務のスリ
ム化を図る。

246 総合政
策部

1
3

2
1

0
7

0
1

東京事務所
運営費

2

,

1

0

3

3

5

1

2

,

4

5

1

4

2

2

1

2

0

2

1

6

4

0

3

8

9

2

7

1

1

,

1

9

7

1

4

3

1

7

,

4

5

9

1

7

,

4

5

9

中央省庁や企業の本社
機能が集積する首都・東
京に事務所を置くことに
より，国との連携を深
め，各省庁が持つ制度の
利活用や情報発信を強
化し，本市の持つ地域課
題の解決図る。また，上
川中部圏域の中心市とし
て，東京事務所を整備
し，周辺町による首都圏
での活動拠点とすること
により，本圏域の発展を
けん引する。

（借上）旭川大雪圏東京事務所 ― 継続 中央要望活動など各
省庁への要望活動の
サポートや，都内各
所での観光ＰＲや物
産展などのシティプ
ロモーション活動，移
住相談対応などを
行った。また，各町の
担当とオンラインに
よる定期的な情報交
換の実施によりニー
ズの把握に努め，旭
川大雪圏域が一丸と
なった首都圏での
PR活動を実施。

R4の取組を継続
し，連携中枢都市
として１市８町の連
携を深め，移住・観
光・物産を中心と
した首都圏での複
合的なシティプロ
モーションイベント
を実施。

－ ○ － － － ー ー ー ー Ａ 帰庁し，旭川の
様子等情報収
集することは，
首都圏での企
業誘致や観光
ＰＲ等として必
要なため

Ａ 要望活動時に
配布する要望
書の差し替え
等の作業に対
応できなくな
るため

Ａ すでにデジタ
ル等情報発信
方法について
精査している
ため

－ － なし － 令和6年度は
今年度の実績
を勘案しなが
ら継続が必
要。

3.0 265 Ａ － Ｂ 研修や会議へ
の参加

1 報酬
176

期末手
当351
通勤手
当29

Ｄ － 引き続き継続が
必要

247 行財政
改革推
進部

1
3

2
2

0
1

0
1

事務管理費

6

7

8

1

0

8

9

7

7

7

7

7

5 2

（目的）
行財政改革の推進及び
適切かつ効率的な事務
執行の確立
（内容）
・行財政改革推進プログ
ラムの進行管理
・行財政改革推進委員会
及び行政不服審査会の
運営
・指定管理者制度の運用 
等

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 行財政改革の
推進に係る会
議や講演等に
ついてはオン
ライン開催が
あればオンラ
インに変更可
能である。

Ｂ 会議資料のほ
か，事務に係
る発生文書を
削減可能

ー ー － － ・定期購読図書
の共同利用に
よる追録代の
削減
・附属機関の開
催回数減によ
る報酬費の削
減
・オンライン化
による旅費の
削減。
・ペーパーレス
化によるコピー
用紙購入数の
削減

244 令和6年度か
ら事業費の見
直しを行う。

1.0 212 Ｂ 部・課内庶務
業務，指定管
理・三セク等照
会集計作業，
各種分析用
データベース
作成作業，各
種会議の準備
作業の一部
（次第・進行
表・報告書の
作成，会場設
営）

Ｃ 附属機関の開
催

0 － － － 庶務担当課業務
の見直しを検
討。（合議廃止
等）

248 行財政
改革推
進部

1
3

2
2

0
5

0
1

中央情報シ
ステム管理
費

2

8

4

,

8

0

2

4

,

6

2

0

4

9

,

4

3

5

1

9

6

,

6

7

1

3

6

0

6

,

6

8

4

2

6

2

,

6

0

0

2

6

2

,

6

0

0

住基，税情報等について
汎用機を運用した適切な
管理を行い，行政事務の
効率化を推進する。

－ － － － － － ○ － － － ①データ入力業務委託費の減
②新庁舎移転に伴う，マシン室空調点検
整備費の減

1,483 ①市民税課の業務委託量に
依存するもの。委託量に制
限をかける場合，当初課税
に影響が出る可能性があ
る。
②現庁舎廃止による自然減
のため影響はない。

令和6年１月からガ
バメントクラウド上
で基幹系業務の一
部の運用が開始す
る。汎用機の稼働
が終了するまでの
期間は，汎用機に
加えガバメントクラ
ウドの運用委託の
必要があるため，
令和７年度までは
増額となる可能性
がある。
汎用機の稼働終了
後，関係各課と調
整し経費を精査す
る。

Ｃ 道内全自治体
が関わるもの
となっている
ため，開催側
への確認を要
する。

Ａ 紙については
汎用機システ
ム関連の特殊
な規格のもの
を使用してい
るため，現段
階では削減困
難。標準化後
の印刷業務の
あり方は要検
討中

Ａ 施設との光回
線に用いてい
る費用のため
削減不可

Ｃ 令和８年１月
に，基幹系業
務のガバメン
トクラウド移行
が完了それま
では汎用機等
を使用するた
め，見込みで
あり，令和８年
度予算まで削
減は困難であ
る。

新庁舎移転に
より，不要とな
る機器の賃貸
借を終了する。

2,093 令和８年１月
に，基幹系業
務のガバメン
トクラウド移行
が完了見込み
である。汎用
機の稼働終了
後，関係各課
と調整し経費
を精査する。

2.0 155 Ａ － Ｃ 選挙人名簿定
時登録は市民
課入力完了
後，時間外に
処理をするこ
とが必須

0 － － － 令和7年度末の
標準化完了以
降，当該正職員
2名分の汎用機
管理等に係る業
務は削減される
見込。

249 総合政
策部

1
3

2
2

0
8

0
1

管理事務費
（財政課）

2

8

5

2

,

1

1

0

1

,

6

8

3

5

0

4

,

1

2

8

4

,

1

2

8

予算書及び決算書関連
書類の作成等，予算管理
に関する事業

－ － － － － － ○ － － － 「地方公会計財務書類作成業務」につい
て，仕様を見直すことで圧縮

50 受託者の金額面での影響 R6年度予算要求
への反映を目指
す。

Ｂ 広域都市問題
連絡協議会関
連出張

Ａ ー ー － － 広域都市問題
連絡協議会か
らの脱退

280 Ｒ６年度予算
要求への反映
を目指す。

9.0 4,950 Ａ － Ｃ 予算折衝業務 0 － － － R5年度から業
務改善に取り組
んでおり，引き
続き継続して取
り組むことで，
ワークライフバ
ランスの向上と
時間外手当の圧
縮を図る。
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１．事業概要

評価 その他 評価 評価

施設名
施設
評価

施設の将来像
R元～R4

までの取組
今後の取組 内容

（※特定財源の確保案を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

Ⅰ．基本情報 Ⅱ．所管部局の自己評価

R5当初予算 性質ごとの事業費（千円） ２．廃止・継続の評価 ３.継続事業費の評価

2－1.施設 2－2.施設以外 3－1.委託料 3－2.その他の経費 ３－3．人件費

旅費 消耗印刷費 通信運搬費 使用料賃借料 正職員 会計年度

No.

所管/
特別会

計

事業
コード

事業名

事
業
費
合
計
（
千
円

）

左の
財源
内訳
（千円）

報
酬
給
料

職
員
手
当
等

共
済
費

災
害
補
償
費

報
償
費

旅
費

交
際
費

消
耗
印
刷
費

燃
料
費

食
糧
費

光
熱
水
費

修
繕
費

賄
材
料
費

飼
料
代

医
薬
材
料
費

通
信
運
搬
費

保
管
料

広
告
料

手
数
料

筆
耕
翻
訳
料

災
害
保
険
料

自
動
車
損
害
保
険
料

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

原
材
料
費

備
品
購
入
費

負
担
金

補
助
金

交
付
金

扶
助
費

補
償
，
補
填
及
び
賠
償
金

償
還
金
，
利
子
及
び
割
引
料

公
課
費

将来像の達成に向けた取組状況
（施設ごとに①などの通し番号をつけて入力）

※施設評価…Ａ：継続（単独施設），Ｂ：継続（複合施設），
Ｃ：複合化・多機能化対応，Ｄ：ソフト事業等への転換，Ｅ：廃止

区
分

廃止（休止）
の内容

（部分的な廃止
等を含む。）

左の財源
確保額

（千円）

実施した
場合，誰
がどのよ
うに影響
を受ける

か

経費圧縮の案
・委託料は全体で3%圧縮を目標として検討
・案ごとに①などの通し番号をつけて入力

実施した場合，誰がどの
ように影響を受けるか

左の財源
確保額

（千円）
改善・対策の

方向性
オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ペ
ー
パ
ー
レ
ス

左の内容 オ
ン
ラ
イ
ン
化

左の内容 ク
ラ
ウ
ド
化

左の内容 経費圧縮の
案

改善・対策の
方向性

人
工

時
間
外
時
間
数

単
純
作
業
量

左の内容 構
造
的
時
間
外

左の内容 人
工

金
額
（
千
円

）

人
数
積
算
方
法

左の内容 改善・対策の
方向性

一
般
財
源

国北
海
道

そ
の
他

(

内
繰
入
金

)

廃
止

(

休
止

)

継
続

250 行財政
改革推
進部

1
3

2
2

1
4

0
1

財産管理処
分費

1

3

9

1

9

4

4

3 2

2

2

,

0

8

9

1

5

,

1

4

2

1

0

0

3

2

3

7

,

9

6

6

2

3

,

5

1

9

1

4

,

4

4

7

市有財産の管理及び処
分に係る事務。
・市有地の売払
・市有地の維持管理
・消防用設備等点検
・建物総合損害共済

－ － － － － － ○ － － － なし － － 消防用設備等点検
業務は消防法に基
づくため，また，市
有地維持管理業務
は最小限の草刈・
砂利補修費用のみ
であるため，経費
圧縮はできない。

Ｃ 相手方との調
整を要する。

Ｂ 電子決裁シス
テムによりあ
る程度の削減
が可能と考え
る。

ー ー － － なし 未定 会議等への出
席は可能な限
りオンラインで
対応する。

4.2 236 Ａ － Ｂ ・議会対応
・住民説明会
等の出席

0 － － － 当該業務に従事
する人員を増や
す等，課内の事
務分担の見直し
を検討し時間外
の削減に努め
る。

251 税務部 1
3

2
2

1
6

0
1

管理事務費
（税制課）

1

,

6

7

8

2

6

7 4

2

5

4

4

,

9

7

2

4

,

9

4

0

8

6

3 8

3

,

4

7

6

7

5

7

3

,

8

6

4

2

1

,

0

8

3

3

,

6

4

5

1

7

,

4

3

8

諸税の賦課，税証明及び
税業務の管理

－ － － － － － ○ － － － なし － － 納税通知書の封入
封かん業務につい
ては，限られた期
間で納税通知書を
発送するために不
可欠な業務である
とともに，作成数等
業務内容について
は毎年精査をして
いるためこれ以上
の削減は困難なた
め現状の委託を継
続する。

Ｂ 道北地区都市
税務協議会研
修会

Ａ 窓口発行の証
明書や広く市
民へ配布する
資料のため。

Ａ 納税通知書の
郵送料及び戸
籍等の公用請
求分のため。

Ｂ FAXを部内で
共有すること
によりリース
契約を廃止す
る。

なし 29 必要経費が大
部分を占める
ことから，引き
続き経費の節
減に努める。

13.0 1,664 Ｃ 承継人調査に
係る基礎作業
（R5RPA導入
対象業務）

Ａ － 1 2,067 Ｄ － 事務の効率化を
意識して業務を
行うこととし，時
間外の縮減に努
める。

252 税務部 1
3

2
2

2
1

0
1

市民税課税
事務費

3

,

0

7

8

4

8

3

2

5

1

2

,

0

9

0

1

2

,

3

1

0

9

,

5

9

3

1

8

9 1

3

7

,

6

3

4

3

7

,

6

3

4

個人市・道民税及び事業
所税の課税業務

－ － － － － － ○ － － － なし － － 委託料の大部分を
占める納税通知書
等の封入封かん業
務については，現
行人員数で限られ
た期間内に課税業
務を行うためには
不可欠の内容と
なっているため，削
減することは難し
い。また，委託料全
体としてはR5予算
より税申告PR立看
板設置を廃止する
ことで削減を実施
しており，これ以上
の経費圧縮は困難
である。

Ｂ 道北地区都市
税務協議会研
修会
事業所税都市
連絡協議会北
海道・東北ブ
ロック会議

Ｃ 令和６年度よ
り特別徴収税
額通知の電子
化が可能とな
るが，導入当
初の効果はそ
れほどないと
見込まれる。

Ｃ 令和６年度よ
り特別徴収税
額の電子通知
が可能となる
が，導入当初
の効果はそれ
ほどないと見
込まれる。

Ａ 申告会場及び
申告会場用
PCの賃借料
であり対面で
の応対が維持
される以上経
費圧縮は見込
めない

なし 77 研修会・会議
のオンライン化
への対応や，
eLTAXの拡
大による更な
る電子化に適
時対応してい
く。

29.0 3,448 Ａ － Ａ － 10 3,362 Ｄ － 今後の更なる給
与支払報告書や
確定申告の電子
申告率の増加に
応じ，適宜配置
人員の見直しを
図っていく。

253 税務部 1
3

2
2

2
2

0
1

固定資産税
課税事務費

2

,

8

4

9

7

7

3

4

7

6

3

1

9

3

,

0

5

5

1

0

,

6

7

4 2

1

0

,

4

8

7

1

2

2

2

8

,

7

5

7

2

8

,

7

5

7

固定資産税の賦課に係
る事業

－ － － － － － ○ － － － なし － － 固定資産税等納税
通知書の帳票作
成・製本・封入封緘
に係る委託につい
ては，賦課徴収に
関する書類の郵送
が法令で義務づけ
られている以上は
不可欠な業務であ
り，経費圧縮が困
難なため現状の委
託を継続する

Ｂ 道北地区都市
税務協議会研
修会

Ｃ 固定資産税課
税台帳等をデ
ジタル保存す
る環境が整っ
ていない。

Ｃ 固定資産税納
税通知書のオ
ンライン化に
ついて総務省
が検討を進め
ており，法整備
がなされれ
ば，同通知の
郵送費削減を
検討できるよ
うになる。

－ － なし 54 令和７年度に
税オンラインシ
ステムが標準
化され，固定
資産税課税台
帳（土家）を
ペーパーレス
化できる見込
み。

38.0 2,967 Ａ － Ａ － 3 4,331 Ａ 資産税管理係
事務補助（宛
名管業務・登
記異動通知処
理業務・窓口
対応）
家屋係事務補
助（登記異動
通知に係る入
力業務）
償却資産係事
務補助（申告
書発送・受付・
申告内容入
力）

職員一人一人が
前例踏襲に寄ら
ず，効率化を意
識して業務にあ
たることとす
る。

254 税務部 1
3

2
2

2
4

0
1

徴収事務費

6

,

6

2

6

1

,

0

5

2

4

7

1

4

,

0

5

3

6

8

1

1

,

8

6

7

4

4

1

3

1

2

,

1

6

4

1

4

,

0

9

3

5

2

1

1

3

0

,

0

0

0

1

8

0

,

9

7

2

-

3

2

3

,

8

5

9

4

8

1

,

2

8

9

2

3

,

5

4

2

市税等の自主納付を推
進するため，口座振替の
推進や，催告・納付勧奨
を行う。また，納付相談
や財産調査により，納付
資力を見極め，必要に応
じて滞納処分を行う。

－ － － － － － ○ － － － なし － － 市税等コンビニ収
納代行業務委託に
ついては，納税者
の利便性向上のた
めに実施している
ものであり，年々利
用率が高くなって
いる現状を踏まえ
ると経費圧縮は困
難なため現状の委
託を継続する。
また，差押え自動
車レッカー委託に
ついては，タイヤ
ロックを強化して
いることから公売
に進む可能性は減
らないため件数減
とすることは難し
いとともに，この費
用は，歳入の滞納
処分費として回収
できるため，現状
の委託を継続す
る。

Ｂ 道北地区都市
税務協議会研
修会

Ｃ 電子決裁導入
に伴い減少は
見込まれる
が，１ヶ月程の
実績では削減
枚数が見込め
ない。

Ａ 書類送付対象
者（主に滞納
者）の電子メー
ル等のアドレ
ス等を知らな
いため。
また，督促状
等文書で送付
が法令等によ
り義務づけら
れているため。

－ 予算の項目の
中でクラウド
化が可能なも
のがないため

なし 27 左記旅費につ
いては令和５
年度から不執
行とし，令和６
年度予算から
計上を見直
す。また,令和
５年度予算に
おいて，口座
振替済通知書
の送付廃止や
口座振替依頼
書の納入通知
書に封入を廃
止するなどし，
大幅に事業費
を削減したた
め，その影響
を検証しなが
ら対応を検討
する。

36.0 1,887 Ａ － Ｄ 徴収システム
の更新作業や
預貯金調査業
務（システムが
使用されてい
ると作業がで
きない），夜間
納付相談（日
中に納税相談
できない人の
ために実施）。

4 8,066 Ａ 別紙のとおり。 令和５年度予算
において，会計
年度任用職員を
２名減（短期間）
としたため，そ
の影響を検証し
ながら対応を検
討する。

255 行財政
改革推
進部

1
3

2
2

2
8

0
1

公共施設等
管理推進費

1

4

1

3

6

1

2

8

2

7

8

2

7

8

公共施設マネジメントを
実践し，公共施設等総合
管理計画第１期アクショ
ンプログラムに基づく具
体的な取組を実施する。

－ － － － － － ○ － － － ー ー ー ー Ｂ 近隣町への出
張等

Ｃ 会議形式等に
よるため。

ー ー － － なし 14 電子決裁シス
テム等の活用
により紙の削
減に努める。

3.0 20 Ａ － Ｂ 会議，議会対
応等

0 － － － 効率的な業務執
行に努める。


